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土木学会会長挨拶 

 
 土木界は、水力・原子力発電などエネルギー基盤整備、新エネルギー開

発、交通体系の適正化、施設計画・設計の適正化、構造物の長寿命化など

を通じて温暖化防止策に貢献するとともに、温暖化に伴う海面上昇や気象

の凶暴化を前提とした災害に強い適応した社会づくりに貢献していかな

ければなりません。リオ・デ・ジャネイロ市で地球サミット（環境と開発

に関する国際連合会議）が開催された 2 年後の 1994 年に、JSCE では土

木学会アジェンダ 21 を策定いたしました。その中には地球温暖化を含む

地球環境問題に対して土木技術者が取るべき行動原則として、すでに以下のように記載されてい

ます。 
 
1.地球環境問題の自覚と自己啓発 
・・・・・・・土木建設事業の成果は、世代を越えて長く人類と地球環境に貢献することが可能

である反面、適切な対応を怠れば環境破壊の方向に働く可能性があり、ここに地球環境問題の解

決に土木工学が貢献するべき大きな責務があることを認識する。大規模な土木建設事業の実施に

際しては特に、その事業が自然環境や社会問題に関わる複雑な利害関係をはらんでいる場合が多

いこと、短期的な経済性を優先し環境質の劣化と引換えに安易な妥協を図ることは後世に禍根を

残し、また長期的にはかえって経済性を損なうことを十分に理解することが必要である。・・・・・・・ 
土木建設事業の実施に際しては、以下に述べるような行動を取ることが望まれる。 
  再生不能なエネルギーの消費を最小にし、リサイクルに努めるとともに木材等の建設資材のよ

うな再生可能な資源についても再利用を図る等適切な利用に努める。とりわけ、土木建設事業が

環境に与える影響を事業の計画段階から維持管理段階にわたって評価し、その影響の大きさを重

要な判断基準にする姿勢が望まれる。 
  環境の悪化に関わる外部不経済コストと、良好な環境の創造によってもたらされる便益を土木

建設事業の経済性評価の枠組みに含める、さらに、社会や歴史的文化遺産に土木建設事業が与え

る正負両面の影響を総合的に評価し、負の影響を緩和するミティゲーションを含めた事業に取り

組む。 
  事業の遂行によって生じる環境問題について、土木技術者として率直な態度を取り、技術的な

対応と環境影響についての情報を提供するように努めるとともに、事業計画への市民の理解、参

加・協力が得られるよう努める。・・・・・・・（土木学会アジェンダ 21 より。全文については次

の URL を参照 http://www.jsce-int.org/） 
 
 本報告書は 2007 年度〜2008 年度の時限付き特別委員会である地球温暖化対策特別委員会の最

終報告書であり、上記の行動原則に則り、特に土木分野に関係する気候変動、海面上昇などの影

響予測や、それら影響に対して海岸侵食や水害の被害軽減のための適応策、そして温暖化緩和策

として土木分野に課せられた温室効果ガス削減対策について最新の知識を概観し、地球温暖化に

対して土木技術者が今後いかに行動していくべきかを取りまとめたものです。学会会員のみなら

ず、土木関係者の方々には地球温暖化対策に関して土木界が大変重要な責任を負っている事を認

識され、関心を持って、積極的にその対策に取り組まれることを期待します。 

 

2009 年 5 月 

第 96 代会長 栢原 英郎  
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地球温暖化対策特別委員会 委員長挨拶 

 
 土木学会(JSCE)では学会全体で地球温暖化対策に取り組むこととし、

2007 年度の会長として地球温暖化対策特別委員会を創設しました。この

委員会は図に示すように 28 存在する土木の各分野に対応する JSCE の既

存の調査研究委員会を横断する組織として、本特別委員会の下に３つの小

委員会 
地球温暖化影響小委員会： 将来の気温変化、海面上昇など対策を研究す

る前提条件を提示 
緩和策小委員会： 温室効果ガス発生抑制技術やエネルギー供給方法改善技術などを提示 
適応策小委員会： 海面上昇や異常気象対策技術などを提示 
を設置し、また、地球環境問題に携わった学会の研究者・専門家からなる「アドバイザリー会議」

を設置し、委員会の運営に対し助言を受けるようにしました。本委員会の活動として、i) 土木分

野における地球温暖化対策に関する最新情報の収集整理  ii) これらの情報を国内学会員や一般

市民、政策決定者に対して提供するためのシンポジウムの開催やパンフレット・報告書の作成  
iii) 国際活動の窓口としての活動 などを行いました。さらに iv)土木技術者としての行動指針と

なるべき Structural、Non-structural な対策の最終提言の策定を行い、2008 年度の成果として

本最終報告書をまとめました。 
 本報告書が 21 世紀の人類最大の課題である地球温暖化問題に挑戦する土木技術者の姿をより

多くの方々に知って頂くために役立つとともに、土木技術者にとっても自らの行動指針策定のた

めに役立てれば幸甚です。 

2009 年 5 月 

地球温暖化対策特別委員会委員長（第 95 代会長） 石井 弓夫  
 
 

 
地球温暖化対策特別委員会の構成 
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土木学会地球温暖化対策特別委員会 提言骨子 

 

第１編 土木工学は地球温暖化問題に如何にして挑むのか？ 

 

１ 気候変動は社会インフラに大きな危機をもたらす 

 

 地球温暖化は、既に広い分野に影響を与えつつあり、このまま進めば社会にとって大きな脅威

になる可能性が高い。将来の気候変動の影響について、以下のことが言える。 

１）人間社会を支える陸上・海洋生態系といった自然システムには、1℃程度の小さな気温（海

水温）上昇でも大きな影響が現れる。また、1.5〜2.5℃程度の比較的低い気温上昇でも、

わが国の水資源や防災、農業、健康、観光産業などの分野に大きな影響が現れる。 

２）インフラ施設の整った都市などでは、経済活動など別の要因による環境変化も大きく、気

候変動の影響が単独では顕在化しにくい。しかし、防災レベルを超えて異常気象現象が激

化すれば甚大な被害が発生する。 

３）土木の視点から気候変動の影響をみた場合、①土木構造物の安全性や機能、②土木事業の

遂行、③インフラ施設群としての機能、④安全・安心や環境保全など地域や国土の姿や国

民生活、に対して現れる。 

４）温暖化・気候変動には平均気温や海水準といった平均状態の変化と異常気象や台風といっ

た極端現象の変化の２つがある。極端現象の変化は想定外力など施設の設計基準に直接関

係するが、その予測にはまだ多くの不確実性がある。 

５）気候変動の影響は広い範囲に及ぶため、複数の影響が重なった複合影響であり、また、地

震などの他の自然災害、少子高齢化、資源・エネルギー問題、水・食料問題など現代社会

が直面している問題と重なって現れる。 

６）途上国ではインフラ整備が遅れており、気候変動に対してより脆弱である。 

 

２ 土木界は何をすべきか？ 

 

 気候変動対策としての緩和策と適応策には土木分野が関わるものが広範に含まれるため、気候

変動問題は、土木分野に新しい課題と使命を投げかけている。土木における対策の考え方と総括

的方針として以下のことが言える。 

１）二面作戦：温暖化対策の目標は、気候変動の進行を危険な水準以下に抑えることに据える

べき。そのためには、適応策と緩和策の 2つの柱の適切な組み合せが必要。 

２）対策の主流化：温暖化対策を社会経済政策の主要な政策分野の中に組み込むことが必要。 

３）土木の対象の特徴：土木の対象は寿命が長く、一旦建設したら長く存続するため、土木分

野は、緩和策の目的である「低炭素社会・地域」作りと適応策の目的である「長期的に安

全・安心な国土」作りの両方に貢献すべき。 

４）複合・多重効果：緩和策と適応策に対してともに有効な一石二鳥の対策を生み出すべき。

また、個別の対策においても、副次的な効果や多重効果を持つものが望ましい。 
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５）国のリーダーシップと専門部署の設立：国家プロジェクトとして温暖化対策を推進し、将

来の低炭素社会としての国土の姿、安全で安心な国土の姿を早期に示すことが必要。この

ために必要な法制度や技術体系などの仕組み、費用、組織や人材の確保など具体的戦略を

併せて立案。政府に担当する専門部署を設立するなど強力な推進体制の構築が必要。 

６）地球温暖化賢人会議の設置：不確実な予測の下、将来の破滅的なリスクを避けるために、

予防的立場で政策を検討することが必要。このため様々な専門家が協力して地球温暖化へ

の対応を検討する組織「地球温暖化賢人会議」を設置し、ここから政治と行政のリーダー

に様々な提言や情報提供を行い、賢い選択を実現。 

７）土木技術の結集と地域貢献：よりよい策を選択するためには全国の土木技術を結集させる

ことが必要。また、温暖化対策の具体的な検討・実施では、地方においても積極的に取り

組む姿勢が必要であり、土木技術者は、それに対して積極的な貢献を果たすことが重要。 

８）市民とのコラボレーション：市民・NGO 組織などとのコラボレーションが重要。このため

誰もが自由に分かりやすく地球温暖化に関する情報を得られるデータベース作りなどの

体制整備が必要。 

９）国際貢献：途上国からの CO2排出は今後大きく増加するため、途上国における排出対策が

極めて重要であり、ポスト京都議定書の国際枠組みでは、途上国の参加が不可欠。一方、

大きな災害被害や食料危機、環境難民の発生は国際的不安定をもたらすため、途上国では、

経済開発政策の中に気候変動への適応策を組み込んで、気候変動への備えをはかる適応策

の主流化を行うことが必要。これら取り組みに対して、土木界は積極的に貢献すべき。 

10）土木学会行動計画の推進：「土木学会地球環境行動計画－アジェンダ 21／土木学会－」に

則った具体的な行動計画策定が必要。 

11）強力の推進体制の整備：土木学会において地球温暖化対策を担当する学会横断的な組織が

必要。これは従来の地球環境委員会のような調査研究委員会としてではなく、温暖化対策

担当理事を設け、理事会直属の組織として学会全体に強力な指導力を発揮できる組織であ

ることが必要。 

 

３ 気候変動の緩和に向けて 

 

 気候変動に対する緩和策の中で最も重要なのは、エネルギー消費に由来する温室効果ガス排出

削減である。その基本的戦略は、エネルギー消費量削減と、エネルギー供給にあたって炭素強度

が低く、可能な限り再生できるエネルギーを開発、利用するという二点である。これらの基本戦

略に対して、土木分野は個々の土木事業において二酸化炭素を排出すると同時に、社会の基盤を

形成することを通じて中・長期的に二酸化炭素の排出に深い関わりを持つため、その削減に貢献

することが期待される。 

 また、土木は研究開発の面においても、気候変動問題のほぼすべての領域を対象としている。

緩和策に関するものでは、さまざまな対策の連携、シナリオ研究、政策、産業構造変化、社会的

な要因、経済的な側面などの課題に対して、土木分野の持つ拡がりを活かした研究開発を推進し

ていくことが求められる。 

これらの特徴を持つ土木分野は低炭素社会形成にむけ戦略を立て、実行していくことが有効で
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あり、また求められている。その戦略は以下の８項目に大別できる。 

１）土木工事における排出削減：建設機械の高効率化、省エネ型施工技術の開発など、土木工

事における省エネにより温室効果ガスの排出削減を実施。 

２）土木材料由来の排出削減：セメントや鉄などの材料についてのリサイクル材料の利用、木

材などの低炭素素材への転換など、土木材料のライフサイクルにおける温室効果ガスの排

出を明らかにし、その削減を実現。 

３）ライフサイクルを通した土木施設からの温室効果ガスの排出削減：土木施設の長寿命化、

および上下水道施設などの運用時の省エネ技術やエネルギー回収技術の開発と普及。 

４）政府調達における環境負荷削減メカニズムの組込：政府の公共調達を価格だけでなく、温

室効果ガス排出量、リサイクル材の利用など、ライフサイクルでの環境負荷によっても評

価する制度を設けるべき。 

５）土木構造物の利用により誘発される温室効果ガスの排出削減：ボトルネック踏切対策、ITS

による道路交通の円滑化など、交通施設利用時の省エネに資する技術の開発・普及。 

６）低炭素エネルギー技術の開発・支援：水力や風力などの再生可能エネルギーに関わる技術

開発や普及などの支援、原子力発電の着実な推進や高効率火力発電や炭素回収貯留などの

技術開発支援。 

７）都市・交通計画による低炭素都市システムの構築：都市計画、交通計画により低炭素型都

市インフラと都市構造を形成。 

８）途上国支援：クリーン開発メカニズムなどを活用した技術や計画の支援により、途上国で

の温室効果ガス排出削減に貢献。 

 

４ 気候変動への適応に向けて 

 

 持続可能な社会は、水、食料、エネルギーの３つの安全保障の確保のもとに達成される。この

とき、地球温暖化と気候変動、社会変化の不確実性の中で政策上、技術上の選択肢と、その賢い

選択が必要となる。適応策の役割が極めて重要な水の安全保障では、土木技術は水問題・水災害

に関して歴史上多くの成果を挙げてきた経験から、社会変化や地球温暖化の進展に応じて多くの

選択肢を提示でき、また、様々な分析・評価方法を開発しており、目標に対する政策・技術を賢

く選択できる。 

 さらに、選ばれるべき選択肢は、壊れにくくかつ壊れても迅速な復元が可能な粘り強い機能を

有することが必要であり、土木技術はこうした面からノウハウを蓄積してきた。２に示した総括

的方針に加え、以下の諸点が重要となる。                               

１）適応策の主流化と顕在化：適応策は、社会的に混乱や誤解もなく円滑に、効果的、効率的

に行われることが重要。このため社会・経済政策や国の安全保障政策に組む「適応の主流

化」と、適応策の費用を明確に見込み、通常の対応に埋もれないようにする「顕在化」を

行うべき。 

２）実現のための技術進展と制度・体制作り：構造物の更新時や災害復旧時に適応策を組み込

むのが現実的。このため、外力予測や影響評価の精度向上、設計基準への反映など技術的

な進展と、費用の確保など制度面の確立、影響と適応策の対応に関するデータベースなど
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の体制作りが必要。 

３）賢い選択と粘り強い適応の実現：「賢い選択と粘り強い適応」を実現するために土木技術

を結集させ、「地球温暖化賢人会議」を強力に支援することが必要。 

４）水工学・海岸工学・環境工学における適応策：水工学では、既存ストックの活用、画期的

な水災害リスク評価手法の開発と公開、水資源政策の転換、諸外国の適応策への支援、水

問題に関する教育の革新など、海岸工学では、防護、順応、撤退と、これらの組み合わせ

による被害最小化と多面的効果の獲得、影響のタイムスケジュールを考慮した対策の実施

など、環境工学では、水代謝システムの改善、都市の発汗機能の改善、栄養塩循環の改善

による食料生産への寄与、病原微生物・熱帯伝染病対策の導入などを進めることが必要。 



 
 

5 
 

第２編 地球温暖化の影響 
 

１ はじめに 

 

近年、国内においても国際的にも地球温暖化問題が大きくクローズアップされている。2007 年

６月のハイリゲンダム・サミットで 2050 年に少なくとも 50％の排出削減を真剣に検討すること

が確認され、その議論は 2008 年７月の洞爺湖サミットに引き継がれた。国際的な議論の焦点は、

中長期的な温暖化対策の枠組みをいかに作るかであり、複雑で難しい国際交渉が行われている。 
地球温暖化対策が 21 世紀の世界的な課題になった背景には、温暖化の影響の世界的な顕在化が

あると思われる。ヨーロッパを襲った熱波、ハリケーン・カトリーナの被害、オーストラリアの

干ばつなど、今世紀に入って、目に見える異常気象の被害が続いている。また、北極海の海氷の

縮小や干ばつによる農業生産への打撃なども毎年報告される。我が国でも、かつてない猛暑の年

や集中豪雨、コメの高温障害、熱帯性の生物の北上など、その先触れと考えられる影響が現れて

いる。 
気候変動の深刻な影響を回避する方策には、緩和策と適応策という２つがある。緩和策は、温

室効果ガスの排出削減と森林などによる炭素の吸収・蓄積を促進することによって温暖化の進行

を抑制する対策であり、適応策は、防災や水資源管理などによって気候変動の悪影響を抑えるた

めの対策である。 
気候変動に関する政府間パネル（IPCC）が示した将来の気候予測では、今後 20 年程度は、ど

の排出シナリオをたどっても 0.2℃／10 年というほぼ同じ割合で気温上昇が生じる。いったん大

気中に排出された CO2は数十年といった長い期間留まるため、過去の排出による CO2が温暖化の

推進力になっており、今後 20 年位は速いペースで温暖化が進行するのである。それでは今から排

出削減をしても無駄かというとそうではなくて、今後の排出削減の努力が、さらに先の長期的な

温暖化の進行を左右する。そのため、とりわけ中期的に適応策が必要となる一方、適応策だけで

温暖化の影響を解消することは不可能なため、適応策と緩和策とのベストミックスが必要という

ことになる。 
 緩和策を進めようとすれば、エネルギー供給やものの生産・輸送・消費のあらゆる分野で大規

模な技術革新と経済システムの変更、さらにライフスタイルの変革を必要とする。2050 年に 60
～80%の排出削減といったドラスティックな長期目標は既存の個別対策だけでは達成できす、か

つてない技術革新が必要になる。土木界は、建設事業からの CO2排出の削減といった直接的な対

策から、低炭素型の地域作りという地域社会のあり方の変革まで、幅広い責任を有している。同

時に、適応策は、防災や水資源管理、農林水産業、健康をはじめ国民生活の各分野で、気候変動

の脅威から人々を守る対策であり、土木分野に深く関連するものである。 
 こうした対策を進める上で必要となる認識は、今後どのように気候変動が進行し、どのような

影響が現れるかである。さらに、将来の影響の程度は、今後の緩和策と適応策の進み具合によっ

て大きく左右される。今後の対策を考える上では、対策あり／対策なしの各種シナリオの下での

影響予測が必要になる。地球温暖化影響小委員会では、温暖化対策にとって不可欠なこうした認

識をまとめるために、日本への影響を概観し、土木の視点から特に重要な影響を抽出することを

任務として、レビューを行った。 
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２ 気候予測の概要 

 
 気候変動の予測研究は、多くの国・機関で行われている。それぞれ固有の前提条件やシナリオ

を用いており、それぞれ過去の再現性や将来予測の精度、特徴等が異なる。ここでは、環境省「地

球温暖化影響適応研究委員会」による「気候変動への賢い適応－地球温暖化影響・適応研究委員

会報告書」（環境省，2008）に示された、既存の気候予測シナリオに関する最新の知見を中心に

して、これまでに行われている気候予測の概要を示す。  
 
2-1  IPCC 第 4 次評価報告書（AR4; IPCC，

2007）の気候システムに関する主な知見 

(1)  現状の評価 

 IPCC-AR4 では、観測結果に基づいて、近

年の気候変動に関して以下のような内容が

報告されている（図 2.1.1）。 
・ 気候システムの温暖化には疑う余地が

ない。1906 年から 2005 年までに観測さ

れた100年間の世界平均の気温上昇値は

0.74℃。 
・ 1961～2003 年にかけて世界平均海面水

位は年平均 1.8mm の割合で上昇した。

また、グリーランドと南極の氷床の減少

が、1993～2003 年の海面水位の上昇に

寄与した可能性が非常に高い。 
・ 北半球及び南半球の両半球において、山

岳氷河と積雪面積は平均すると縮小し

ている。 
・ 大雨の頻度はほとんどの陸域において

増加。 
・ 寒い日、寒い夜及び霜が降りる日の発生

頻度が減少、暑い日、暑い夜及び熱波の

発生頻度が増加。 
 また、「20 世紀半ば以降に観測された世界平均気温の上昇のほとんどは、人為起源の温室効果

ガス（GHG）の観測された増加によってもたらされた可能性が非常に高い」と、人為起源の GHG
の増加が温暖化の原因とほぼ断定している。 
 
(2) 将来予測 

 IPCC AR4 では、SRES シナリオに基づく地球温暖化による気候変動の将来予測結果が示され

ており、そのうち主な変化は以下のとおりである。 
 

年

(a)世界平均気温

(b)世界平均海面水位

(c)北半球の積雪面積

気
温

（℃
）

百
万

平
方
km

百
万

平
方
km

m
m

℃

図 2.1.1 世界平均気温、世界平均海面水位、北半球の積雪面積

（1961～1990 年の平年値との比較）（IPCC，2007） 
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1）気温 
 今後 20 年間は 10 年あたり約 0.2℃の割合で上

昇すると予測されている。また、2090～2099 年

の世界平均地上気温は、1980～1999 年の平年値

と比べて 1.1～6.4℃の範囲で上昇すると予測さ

れている（図 2.1.2）。 
2）海洋 
 2090～2099 年の世界平均海面水位は、1980
～1999 年の平年値と比べて 0.18～0.59m の範囲

で上昇すると予測されている（表 2.1.1）。また、

大気中の二酸化炭素濃度の増加は海洋の酸性化

を引き起こし、21 世紀には世界平均の海面の pH
は 0.14～0.35 減少すると予測されている。 
3）降水量 
 高緯度地域では増加する可能性が非常に高く、

一方、ほとんどの亜熱帯地域においては減少

（A1B シナリオで 2090-2099 年の降水量が

1980-1999 年の平年値と比べて最大で約 20％程

度減少）する可能性が高いとされている（図

2.1.3）。 
4）極地への影響 
 特に大きな影響が予測され、すべての SRES シナリオにおいて、北極域及び南極域の海氷が縮

小すると予測されている。特に、北極海の晩夏の海氷は、21 世紀後半までにほぼ完全に消滅する

との予測もある。 
5）東アジア地域の気温、降水量 
 1961～1990 年の平年値と比べた東アジアの地上気温変化の予測値を参照すると、2010～2039
年の年平均気温は 1.4～1.5℃程度の範囲で、2040～2069 年の年平均気温は 2.5～3.6℃程度の範

囲で、2070～2099 年の年平均気温は 3.4～6.1℃程度の範囲で上昇するものと推測される。また、

1961～1990 年の平年値と比べた降水量変化の予測値を参照すると、2010～2039 年の夏季（6～8
月）及び冬季（12～2 月）の期間 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.1.2 排出シナリオ別の 2090～2099 年の 

世界平均地上気温の上昇 

（1980～1999 年の平年値との比較）（IPCC，2007）

 

表 2.1.1 排出シナリオ別の 2090～2099 年の 

世界平均海面水位の上昇 

図 2.1.3 2090～2099 年の降水量の相対的な変化割合 

（1980～1999 年の平年値との比較、A1B シナリオ）（IPCC，
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降水量はそれぞれ2～3％、5～6％程度の範囲で、2040～2069年の期間降水量はそれぞれ5～8％、

10～13％の範囲で、2070～2099 年の期間降水量はそれぞれ 8～14％、15～21％の範囲で増加す

ると予測されている。 
 
2-2  日本の気候予測 

(1)  現状 
 気象庁では、1974 年以来 5 年ごとに「近

年における世界の異常気象と気候変動 
－その実態と見通し－」（通称：異常気象

レポート）を刊行し、異常気象、地球温

暖化などの気候変動、その他の地球環境

の現状や変化の見通しについての見解を

公表している。7 回目となる「異常気象レ

ポート 2005」（気象庁，2006b）では、日

本の気候変動等の現状として以下の内容

が示されている。 
1)  気温 
 近年、平均気温の上昇傾向が認められ

ている。日本の年平均気温は 1980 年代後

半から高温が続いており、特に 1990 年代

に入ってからは顕著な高温となった年が

多い。統計を開始した 1898 年以降での年

平均地上気温が高かった上位 5 年は全て

1990 年以降である（図 2.2.1）。 
2)  異常高温・異常低温・真夏日日数 
 近年、異常高温 の出現数の増加及び異

常低温 2 の出現数の減少が認められてい

る。1901～2004 年の異常高温及び異常低

温の出現数は、20 世紀初頭と最近 30 年

間の出現数を比較すると、異常高温が 5.8
倍に増加した一方、異常低温は約 3 割に

まで減少している。また、熱中症の発症

に結びつくような高温日が近年大幅に増

加している（図 2.2.2）。真夏日（日最高

気温が 30℃以上）の日数は 1980 年代以

降、猛暑日（日最高気温が 35℃以上） 
の日数も 1980 年代後半以降増加傾向となっており、 
猛暑日は最近では 1970 年代までの約 3 倍の出現頻度となっている。 
 
 

青（太線）：平年差の 5 年移動平均値 
赤（太線）：長期的な変化傾向 
※平年値は 1971～2000 年の 30 年平均値 

図 2.2.1 日本における各年の平均気温の平年値との差 
（気象庁、2006a） 

赤（細線・太線）：異常高温の出現数 
        （年間値・11 年移動平均値） 
青（細線・太線）：異常低温の出現数 
        （年間値・11 年移動平均値） 
※値は 1 地点あたりの平均出現数を示す 
 （調査に利用した気象官署は 17 地点） 

図 2.2.2  日本における異常高温と異常低温の出現数 
（気象庁、2006b）
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3)  降雨量・降雪量 
 近年は降水量の年々変動が大きくなっていることが認められている。全国平均の降水量におい

て 1901～1930 年の平年比の標準偏差は 8.7％であったのに対し、1975～2004 年のそれは 12.3％
と増加している。また、降雪量は、気象庁が観測している年最深積雪（前年秋～該当年夏までの

最も深い積雪深）の長期的変化傾向（1962～2004 年までを対象として算出した 10 年あたりの長

期変化傾向）が、北日本の日本海側、東日本の日本海側、西日本の日本海側のいずれの地域にお

いても、それぞれ 4.7％、12.9％、18.3％の減少となっている。 
4)  異常多雨・異常少雨 
 降水量の変動性が増加していることが認められている。1901～2004 年の異常多雨、異常少雨

の出現傾向を見ると、1980 年代以降は異常多雨、異常少雨ともに出現数が増加する傾向にある。 
5)  降水強度 
 弱い降水の減少傾向と強い降水の増加傾向が認められている。日降水量を 10 区分した降水強度 
別の年降水量の長期変化を見ると、弱い降水階級（階級 1,3）の年降水量は減少し、最も強い降水

階級（階級 10）の年降水量は増加している。さらに、日降水量 100mm 以上、200mm 以上の出

現数にも増加傾向があり、最近 30 年間（1975～2004 年）と 20 世紀初頭の 30 年間（1901～1930
年）を比較すると、100mm 以上の日数は約 1.2 倍、200mm 以上の日数は約 1.5 倍の増加となっ

ている。 
6)  台風 
 台風の発生数を見ると、1960 年代半ばと 1990 年代はじめにピークが見られ近年は比較的少な

い傾向となっており、日本への接近数・上陸数についても発生数と同様の傾向を示している。ま

た、強い台風の発生数を見ると、長期的に増減いずれかに偏る傾向はなく、発生割合も発生数の

変動と似た傾向を示している。 
7)  海面水位 
 過去約 100 年にわたる日本沿岸の海面水位は統計的に有意な上昇を示していないが、1980 年代

後半から海面水位の上昇傾向は続いており、近年は 1950 年前後と並んで過去 100 年で海面水位

が最も高い状態にある。2004 年の値は過去 100 年の平均値より 67mm 高く、過去最高記録を更

新した。異常潮位（潮位偏差の高い(低い)状態が広範囲に数週間を越えて長期間続く現象）の発生

回数の経年変化からは明確な傾向は見られていない。近年、西日本を中心に異常潮位などにより

災害が増えている主な要因は、異常潮位の回数の変化よりも平均的な海面水位が上昇しているこ

とによる影響が大きいと推定される。 
 
(2)  将来 

 わが国の将来の気候変化に関する予測情報としては、「異常気象レポート 2005」の主な項目の

予測に用いられている RCM20 による温暖化実験結果や、AR4 で取り扱われた 17 研究機関 23 種

類の全球気候モデルによる温暖化実験結果（以下、PCMDI データと呼ぶ）などが挙げられる。

なお、温室効果ガスの排出シナリオについては、SRES シナリオのうち RCM20 は A2 シナリオ

を、PCMDI データは A2 シナリオと A1B シナリオ、B1 シナリオの 3 シナリオを想定して、将来

予測を行っている。これらのモデルの温暖化実験結果による将来の予測結果を以下に示す。 
1)  気温 
 PCMDI データに基づく整理結果によれば、2070～2099 年の年平均気温は 1961～1990 年の平
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年値と比べて 1.3～4.7℃（地域別では 1.2～5.8℃）程度の昇温が生じ、高緯度地域でより昇温が

大きくなると予測される。 
 RCM20 による温暖化実験結果においても、2081～2100 年の年平均気温は 1981～2000 年の平

年値と比べて 2～4℃程度（北海道の一部で 4℃以上）程度の昇温が生じると予測されており、高

緯度地域で昇温が大きくなっている（図 2.2.3）。 
2)  真夏日日数・真冬日日数 
 RCM20 による温暖化実験結果によれば、2081～2100 年の真夏日の出現数の年平均値は 1981
～2000 年の平年値と比べて全国的に増加（特に九州南部や南西諸島では 25 日以上増加）し、熱

帯夜の出現数も全国的に増加（特に九州南部や南西諸島では 30 日以上増加）すると予測される。

一方で、真冬日の出現数は全国的に減少（特に北海道の太平洋側やオホーツク海側では 40 日以上

減少）すると予測される（図 2.2.4）。 
3)  降水量・降雪量 
 PCMDI データに基づく整理結果によれば、2070～99 年の年降水量は 1961～1990 年の平年値

と比べて－2.4～16.4％（地域別では－8.4～22.4％）の割合で変化が生じると予測される。 
 降雪量については、RCM20 による温暖化実験結果によれば、2081～2100 年の年平均降雪量は

1981～2000 年の平年値と比べてオホーツク海を除く全ての地域で減少が予測される。特に現在

降雪量の多い北海道から山陰にかけての日本海側での減少が大きく、多いところで年間 400mm
（水換算）程度の減少が予測される。 
4)  無降水日日数 
 RCM20 による温暖化実験結果によれば、2081～2100 年の無降水日の出現数の年平均値は、

1981～2000 年の平年値と比べて一部の地域を除いて増加し、特に北日本日本海側及び南西諸島

で著しく増加すると予測される。 
5)  強い雨の頻度 
 RCM20 による温暖化実験結果によれば、2081～2100 年の日降水量 100mm 以上の日の出現数

の年平均値は、1981～2000 年の平年値と比べて太平洋側の一部地域と北海道の一部を除く多く

の地域で現在よりも増加すると予測される。また、日降水量 200mm 以上の日の出現数も近畿地

方など一部を除く多くの地域でわずかながら増加すると予測される。 
6)  台風（熱帯低気圧） 
 文部科学省の研究計画「人・自然・地球共生プロジェクト」の一環として、気象庁気象研究所

や財団法人地球科学技術総合推進機構を中心とする研究グループが、約 20km という非常に高い

水平分解能をもつ全球大気気候モデルの開発や数値実験に取り組んでいる。その結果によれば、

温暖化により、全球的な熱帯低気圧の年間発生数は現在より減少するが、最大風速が 45m/s を超

えるような非常に強い熱帯低気圧の出現数は増加すると予測されている。 
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図 2.2.3 RCM20 を用いた気象現象の将来予測（2081～2100 年と 1981～2000 年の差） 
（気象庁，2006b） 

図 2.2.4 RCM20 を用いた各気象現象の年間出現日数の変化（2081～2100 年と 1981～2000 年の差）[日] 

（気象庁，2006b） 
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３ 我が国に対する影響 

 

3-1  水資源 

(1)  降水量の変化 

GCM(大気循環モデル)によると、将来気候において降雨量の増加と無降雨期間の拡大が示され

ている。これは年降水量、１降雨イベントともにいえる。年降水量は、少雨の年が増えていると

ともに、多雨の年との年降水量の差が次第に大きくなりつつあり、年変動が大きくなる傾向が過

去のデータから示されている（国土交通省、2007）。１イベントの降雨についても、極めて短い

時間スケールの豪雨と無降雨の渇水期間が拡大する傾向にある。 こうした降水パターンの変化は

水資源管理システムの運営を困難にする。 
 
(2)  積雪量の変化 

 温暖化の影響が最も顕著に現れるのが積雪量である。冬季降水量の減少については明らかにさ

れていないが、気温の上昇は、降雪を降雨に変化させると同時に冬季融雪量も増加させる。北陸

から東北地方にかけては、春季（代掻き期）の水田の灌漑用水は融雪水に依存しているため、積

雪水資源量の減少は、農業生産性のみならず河川環境にも大きな影響を与える。過去の記録によ

ると平均年最深積雪について、10 年あたりの長期変化傾向は北日本の日本海側、東日本の日本海

側、西日本の日本海側においてそれぞれ、－4.7％、－12.9％、－18.3％となっており、東日本の

日本海側、西日本の日本海側で有意な減少傾向が認められる（国土交通省、2007）。また、積雪

減少量に対する農業用水の比率を見ると、日本海側より積雪量が少ない東北地方の太平洋側流域

の方が深刻であることが示されている（那須他、2007）。こうした積雪量の変化において、植生

が重要な働きをすることが示されており、常緑樹が落葉樹に比べて積雪期間が長くなることや、

間伐が積雪期間に影響することが考えられている。 
 
(3)  河川 

 河川水は様々な利権者に利用されており、最も重要な水資源であるといえる。しかし、日本の

一人当たり水資源賦存量は欧米諸国と比べて少ないと同時に、急峻な地形のため多くの河川水が

海に達してしまう。そのため、ダムや貯水池、ため池が、貯留効果を担ってきた。これらの多く

の貯水池容量は、1980 年以前のデータによる河川計画流量によって計算されており、気候変動

に対応できないことが危惧される。近年の気象データを基にした代表的な 10 年間の中で一番厳

しい渇水年における供給可能量は、計画値の約 4 割程度しか供給できないことが示されており、

ダムを計画・建設した段階で確保したはずの渇水対応能力が、気候変動によって、最近は有意に

低下している（山本聡、 2007；国土交通省、2003）。渇水の最近の例として、例えば、2005 年
は、4 月以降、西日本を中心に降水量の少ない状態が続いた。4～6 月の 3 ヶ月間降水量は、東

海地方から九州地方にかけての多くの地点で平年の 20～50％程度となり、54 地点で最小値を更

新する渇水が生じている。ただし、河川流量は都市化に伴う地下浸透量の減少が気候変動より大

きく影響することが知られており、土地利用や水利用の制限の効果が高いと考えられる。 
 気候変動に伴う気温上昇や渇水により、河川水の水温・水質に変化が生じ、これが水利用や水

域の生態系等に影響を及ぼすことが想定される。既存の報告（尾崎ら、 1999）では、9 年間にわ

たる国内の 34 の一級河川の水質データとその流域の気象データ（AMeDAS）を併せて、流域内
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最下端の河川水質（水温、BOD、DO、DO 飽和度、SS、pH）への影響を統計的に解析している。

その結果から、夏場には気温と水温に強い正の相関（傾き 1.4）が見られた。また、冬場に比べて、

夏場では、その他の多くの水質項目でも相関が強く（1℃上昇に対して、BOD で 1.10 倍）、これ

は生物活動が活発化するためと推測している。香川県環境森林部環境政策課（2007）は、県内の

5 河川（財田川、土器川、綾川、香東川、鴨部川）について、1979～2005 年までの 27 年間に

観測した水温測定結果の年平均値の変化を調べた結果、各河川とも年平均水温は上昇傾向にあり、

その上昇率は 0.012～0.065℃／年であったことを報告している。降水パターンの変化に伴う汚濁

負荷量の変化も報告されている。豪雨の発生は土砂流出を助長させるため、濁質成分の流出を多

くさせる。一方、渇水期間の拡大も地表面の大気降下物の堆積量が増加するため、直後の降雨時

に大量の汚濁物質が流出する。このため浄水場の水質管理は新たな対応を必要とされ、コストの

増加をもたらす。 
 都市内の河川の存在は、ヒートアイランドに有効とされる。潜熱の移動や風による熱交換によ

って地表面温度を下げる効果がある。また、散水による気温減少の効果も認められており、都市

の炎熱化を防ぐ水資源の効果も期待されている。 
 
(4)  湖沼 

 ダムや貯水池と同様に貯留効果が大きい湖沼も重要な水資源である。しかし、滞留時間が長い

ため、水質悪化の影響を受けやすく回復しにくい特徴をもつ。気温上昇に伴う流域蒸発散量の増

加と無降雨期間の拡大は、湖沼の水量を減少させる。琵琶湖では、近年 2000 年 9 月に琵琶湖基

準水位（B.S.L.）-0.97m、2002 年には 9 月から 12 月の長期にわたって同-0.9m 前後の低水位

を記録する（最低水位は同-0.99m、11 月 1 日）など、渇水が頻発し、水位低下の度合いも大き

くなってきている（滋賀県琵琶湖研究所、 1996）。神奈川県においても 1996 年に、1967 年以

来 29 年ぶりの渇水に見舞われ、相模湖・津久井湖・丹沢湖の貯水量が大幅に減少し、県営水道、

横浜市営水道、川崎市営水道、横須賀市営水道は、1996 年 2 月 26 日から 5％、3 月 4 日から

10％の取水制限を実施し（県営水道、横浜市営水道、横須賀市営水道は同率の給水制限も実施）、

一部地域で断水が発生する等の影響が出た。気候変動により大きな渇水の頻度が増える場合には、

このような取水制限、給水制限、断水等の社会的な被害がもたらされることも考えられる（神奈

川県ホームページ）。 
 気候変動に伴う湖沼の水質悪化は、河川水と同様の理由によるところが多いが、滞留性からよ

り深刻な場合が多い。福島ら（1998）は、17 年間にわたる水質観測資料をもとに、霞ヶ浦にお

ける水質に気象が及ぼす影響を解析し、気温 1℃上昇に伴い、水温は 0.75～0.96℃、COD は 0.92
～1.7mg/L、SS は 3.9～11.9mg/L 上昇していたことがわかった。琵琶湖では、1994 年の渇水期

間の夏季には、北湖の表層水温が平年より高く、水温躍層の形成が強くなったこと、渇水のため

河川からの栄養塩類・懸濁物の流入が少なく、表層水はきれいに見えるが（透明度は 9～14ｍと

例年に比べ高い）、目に見えない躍層付近ではクロロフィル-ａ濃度のピークがあり、水温躍層付

近で植物プランクトンが増殖していることが報告されている。また、速水・藤原（1999）は、水

温上昇による微生物活性の増加に伴い、貧酸素化の増加、水温上昇に伴う飽和溶存酸素濃度の低

下、低温期間の短縮による水温成層期の長期化など酸素供給の不足による湖底の貧酸素化に拍車

をかける可能性を指摘している。また、水温の上昇に伴い、富栄養化が顕在化する場合が考えら

れる。年平均気温が 10℃を越えると、急激にアオコ発生確率が上昇する傾向が見られたとしてい
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る（草場ら、 2007）。さらに、気温上昇だけでなく渇水（降雨量減少）によっても湖沼水質の変

化がもたらされた例として、琵琶湖の例や宍道湖の例がある。1994 年の琵琶湖渇水では、夏季

（6～8 月）の降水量が 208mm で、琵琶湖水位は最低のマイナス 123cm を記録した。水位低下

時においては、植物プランクトンの栄養塩摂取及び強固な成層形成により下層からの N、P 補給

が少なく、低濃度で推移し、秋口には北湖の透明度が高くなっていた。一方、浅い南湖では湖水

の停滞と赤野井湾からの汚濁負荷により高めの推移となり、秋口までに 27 日連続でアオコが発

生した（滋賀県琵琶湖研究所、 1996）。気温低下時の大循環が湖沼環境に大きな影響を与えてい

るとされ、躍層の存在が大循環を阻害し、低層の貧酸素化をもたらす。湖底が嫌気状態になると

硫化水素を生じるため、生態環境に影響を与えると同時に水資源に適さない湖沼環境に変化する

場合がある。 
 
(5)  地下水 

 地下水に関しては、渇水時の代替水源として利用が増加し、過剰採取によって地盤沈下等の影

響が想定される。地下水は安定した水温と水質のため最も利用しやすい水資源であるが、気候変

動に伴い水温上昇と水質悪化が懸念されている。東京都に位置する深井戸の地下水鉛直分布の測

定から、地表面温度の上昇に伴い熱輸送が地中深くまでに及び、地下水温を上昇させていること

が明らかになっている（谷口他、 1996）。また、水質に関しては、地球温暖化による海面上昇に

伴い、沿岸部での地下水の塩水化が起こることが想定されている。地下水を重要な水資源として

いる沿岸地域や島嶼にとっては、塩水化は深刻な温暖化影響となる。海面上昇と高潮による地下

水への塩水侵入によって塩水化は加速する。また、沿岸域の開発は地下浸透量を減少させる傾向

にあり、沿岸域の地下水資源は脆弱であるといえる。ガイベン・ヘルツベルグの理論式によると

地下水水位の減少の 40 倍で塩水界面が上昇するとされ、淡水レンズからの楊水は急激な地下水資

源の減少をもたらす。 
 
(6)  水資源への影響とその対策 

 以上のような影響に対して、表 3.1.1 に示すような対策が提案されている。 
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表 3.1.1  水資源への影響と対策 

対象 影響 対策 
河川 渇水 

（積雪量減少） 
法制度の見直し（水利権の見直し、土地利用の制限） 
新たな貯留施設の建設 
浸透施設（透水舗装、浸透ます等） 
雪ダム 

湖沼 渇水 
水質悪化 

水利用制限 
負荷量の減少、循環（曝気）施設の導入 

ダム、調整池 管理の複雑化 
堆砂 
水質悪化 

複数ダムによる総合管理 
プレダム、森林保護、斜面保護 
負荷量の減少、循環（曝気）施設の導入 

浄水場 水質悪化 負荷量の減少 
地下水 塩水侵入 

枯渇 
地下ダム、浸透施設 
浸透施設、揚水制限 
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3-2  防災（河川洪水，土砂災害，高潮） 

(1)  河川洪水 

1)  降水量の変化 

環境省地球環境研究総合推進費戦略的研究開発プロジェクト S-4(2008)によれば、温暖化による

豪雨増加は地域によって差があり、山岳域はより増加する傾向があると分析している。以下は引

用である。 
温暖化による豪雨の増加量を評価するために、GCMと確率降雨の概念を用いて気候変動による

豪雨の増加量を算定した。図3.2.1はGCMによる日本全域の将来の雨の降り方(日雨量)の変化を示

したものである。 
図3.2.1に示す解析結果は、現在の降雨の統計値から求めたもので、50年に1回降るとされる豪

雨と30年に1回降る豪雨の差を示している。求めた値は日降雨量である。これは気候シナリオ

MIROCによるとおおよそ現在と2030年頃の気候差に相当し、気候変動によって豪雨が増加する

ことを表している。大きい値の地域は、他の地域より豪雨の増加が大きい地域である。この図に

よると、豪雨の増加量は、地域によって大きな差があり、太平洋沿岸や山岳地域の豪雨が大きく

なる。つまり、これらの地域が、気候変動により、他の地域よりも災害が増加する可能性を示し

ており、気候変動に対する備えが他の地域より必要であると言える。 
つぎに、国土交通省河川局 水災害分野における地球温暖化に伴う気候変化への適応策にあり

方についての答申（社会資本整備審議会河川分科会、2008）では、以下の分析を行っている。 
・年最大日降水量を 100 年後と現在とで比較した場合、RCM20 の予測結果の変化率（A2 シナリ

オ）は、概ね 1.0～1.5 倍となり、GCM20 の予測結果の変化率（A1B シナリオ）は、概ね 1.0～
1.2 倍で、北海道、東北など地域によっては 1.3 倍になり、最大で 1.5 倍となる可能性がある。ま

た、RCM20 の予測結果から、50 年後と 100 年後の 100 年確率最大日降水量を比較した結果（A2
シナリオ）では、50 年後の変化率は概ね 1.1～1.2 倍、100 年後の変化率は概ね 1.2～1.4 倍とな

る結果が得られた。 
・これらの結果から、100 年後の降水量の変化を予測

すると、現在の概ね 1.1～1.3 倍、最大で 1.5 倍程度と

なる可能性がある。 
・全国を 11 の地域に区分して 100 年後の年最大日降

水量を算出すると、北海道、東北で倍率が高くなる傾

向となる可能性がある。 
2)  洪水の増大 
国土交通省河川局 水災害分野における地球温暖

化に伴う気候変化への適応策にあり方についての答

申（社会資本整備審議会河川分科会、2008）では、以

下の分析を行っている（環境省地球温暖化影響・適応

研究委員会報告書、2008）。 
100 年後の降雨量の変化が、河川において想定され

る洪水の大きさに対して、どのような影響を及ぼすか

について検討した。具体的には、全国の一級河川のう

降雨量極値差
(mm/day)

降雨量極値差
(mm/day)

図 3.2.1 30 年に 1 回の豪雨と 50 年に 1
回の豪雨の日降雨量の差(mm/日) 
（環境省地球環境研究総合推進費戦略的

研究開発プロジェクト S-4, 2008） 
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ち、各地域から 1 河川ずつ選び、100 年後

の降水量の変化率に相当する倍率（1.1 倍、

1.2 倍、1.3 倍、1.5 倍）を計画降雨量に乗じ

て、100 年後および現在の計画の治水安全度

（降雨量の年超過確率）と基本高水のピー

ク流量の変化を試算した。原計画の計画降

雨量を上記の倍率で引き伸ばし、年超過確

率を求めた。その結果、以下のことが明ら

かとなった。 
・現計画の治水安全度を 100 年後において

も確保するとすれば、非常に大きな治水安

全度に相当し、これまでの考え方に基づく

治水対策のみでは対応することは極めて困

難である。 

・100 年後の基本高水のピーク流量を試算し

た結果、計画降雨量の倍率が高くなるほど

基本高水のピーク流量の倍率はそれ以上の

倍率で大きくなる傾向が見られた。このこ

とから、降水量の変化が大きくなればなる

ほど、より大規模な治水対策が必要となり、

対応はより一層困難となる。 
・100 年後の現計画の治水安全度は、1/200
の場合 1/90-1/145、1/150 の場合 1/22-1/100、
1/100 の場合 1/25-1/90 と大きく低下する可

能性がある。浸水、氾濫の危険度が増大す

る可能性がある。 
 
(2)  土砂災害 

環境省 地球環境研究総合推進費戦略的

研究開発プロジェクト S-4(2008)によれば、

温暖化によって、豪雨による斜面崩壊によ

る土石流の発生、河道への土砂堆積、ダム

貯水池への堆砂が加速し土砂災害が増加す

る可能性があると分析している（社会資本

整備審議会河川分科会、2008）。以下は引用

である。 
温暖化による土砂生産への影響を評価す

るために、斜面災害リスクを用いて土砂生

産分布を算定した。ダム湖の堆砂量とダム

平均土砂生産量
(×103m3/km2/year)
平均土砂生産量
(×103m3/km2/year)

図 3.2.2 斜面災害に伴う土砂生産分布図 
（環境省地球環境研究総合推進費戦略的研究開

発プロジェクト S-4, 2008） 
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図 3.2.3 高潮で浸水する面積・人口の海面上昇

と高潮増大による変化 
（環境省 地球環境研究総合推進費 戦略的研

究開発プロジェクト S-4, 2008） 
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図 3.2.3 2100 年の西日本の高潮浸水 
（環境省地球環境研究総合推進費戦略的研究開

発プロジェクト S-4, 2008） 

湖流域の斜面災害リスクの関係を求めた。その結果、堆砂量はリスクに対して指数関数的に増加

する。これは、豪雨量の増加の割合に対して、堆砂量は加速度的に増加することを意味している。

この関係を用いて、斜面災害リスク分布図を土砂生産量分布に変換したものが図 3.2.2 である。

関東から九州へ、西南日本を縦断する大断層である中央構造線に沿って大きな土砂生産量の地域

が広がる。もともと土砂生産の多い地域はより大きな土砂生産量になる。特に北アルプスから南

アルプスにかけては、土砂生産の増加が危惧される。また、山岳地の土砂生産はダム湖の堆砂を

促す。この影響により、洪水調整能力を減少させるだけでなく、栄養塩の流出に伴う水質悪化も

加速させることが推測される。 
これらの対策として、砂防事業やプレダム（ダム湖流入河口付近に築く堆積用ダム）のような

ハードによる堆砂対策や堆砂を取り除く浚渫や排砂操作が考えられる。サンドバイパス（堆砂を

下流へ移動させること）や排砂操作は、河床や海岸線の安定に重要であるが、下流への影響が大

きいため、慎重に計画する必要がある。 
 
(3)  高 潮 

 日本では、海に面する市町村に人口の 46％、工業出荷額の 47％、商業販売額の 77％が集中し、

沿岸域は社会・経済活動にとって重要な地域になっている。温暖化が進行した場合、海水の膨張

や陸上雪氷の融解等で海面が上昇し、海水温の上昇等により日本に来襲する台風が大型化すると

考えられている。そうした変化が進めば、沿岸域では高潮による浸水の危険度が高まることにな

る。 
環境省 地球環境研究総合推進費 戦略的研究開発プロジェクト S-4(2008)では、温暖化による

高潮危険度を評価するため、高潮による浸

水が生じる地域の面積とそこに居住する人

口を予測している。 
高潮浸水の危険度の予測は、地表面の高

低と防護施設の情報を持つデータ空間をコ

ンピュータ上に構築し、その海側境界に海

面上昇と高潮の増大を想定した海面変動を

与え、それに対応する海水の流入と陸域で

の湛水を計算することによって行なってい

る。計算の対象地域は、人口や資産の集積

が大きく、低地が大きく広がる三大湾（東

京湾、伊勢湾、大阪湾）の奥部と台風の来

襲頻度が高い西日本（中国地方、四国地方、

九州地方）である。海面上昇は 0cm から

100cm まで、高潮偏差は 2000 年頃の高潮

偏差を基準にして 1 倍から 1.6 倍までを計

算している。 
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図 3.2.4 2100 年の三大湾奥部の高潮浸水深 
（上段：東京湾，中段：伊勢湾，下段：大阪湾）

（環境省地球環境研究総合推進費戦略的研究開

発プロジェクト S-4, 2008） 

 計算結果によれば、高潮による浸水面積と浸

水人口は、全体として直線的に増加する。その

ため、高潮に対する対策はある水準までは様子

を見、その水準に近づいたときに対策を講じる

のではなく、状況に合わせて適切な対策を連続

的にとっていくことが重要だとしている。 
 また、同プロジェクトでは、気候シナリオ

MIROCをもとにした 2100年気候時における高

潮に脆弱な地域の平面分布を提示している。 
 それらによれば、西日本では、温暖化が進行

した場合に高潮浸水の危険が認められる地域は、

瀬戸内沿岸、有明海沿岸、八代海沿岸、北西九

州に多い。高潮浸水に脆弱な場所の特徴は、閉

鎖性海域や入り江に多く分布していることであ

る。そうした場所は、古くに開発されたため護

岸や堤防等の防護水準が低かったり、港湾や漁

港として海陸を往来するため防護水準が低かっ

たりすることが特徴である。 
東京湾、伊勢湾、大阪湾は奥部にはゼロメー

トル地帯を含む大きな低地が広がっている。そ

こは、大都市圏の市街地や臨海工業地帯が広が

り、浸水を受けると大きな被害が発生する。そ

れら地域の中で高潮に脆弱だと考えられる場所

は、東京南部沿岸、名古屋港内、大阪中南部沿

岸で、比較的古くに開発された埋立地とその周

辺である場合が多い。 
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3-3  自然生態系 

(1)  顕在化している影響 
 温暖化の進行に伴い、日本の生態系にも様々な影響が現れていると報告されている（地球温暖

化影響・適応研究委員会，2008）。自然生態系は、気温や二酸化炭素濃度の上昇、および、降水

量・積雪変化などの気候変化、気候変化に伴う自然変化（河川流量、水温・水質変化、土壌変化）

によって多大な影響を受ける。また、人間活動によっても大きな影響を受け、それぞれが複合的

に影響しあっていることに注意しなくてはならない。 
1) 陸上生態系 
・ 大気の乾燥化による水ストレス増大により平坦地での過ぎの衰退減少 
・ 冬の平均気温上昇と積雪期間短縮によってニホンジカの越冬地が拡大し、ニホンジカの被食

による木本の衰え 
・ 気温上昇に伴い病原マツノザイセンチュウの媒介者マツノマダラカミキリが高緯度・高標高

へ拡大し、マツ枯れ被害が拡大 
・ 温暖化による富士山永久凍土の下限の上昇 
・ 湿原面積の縮小（群馬県と新潟県の境にある平ヶ岳頂上部湿原の面積が、1971～2004 年まで

の 33 年間で約 10%縮小） 
・ 植物季節変化（開芽の早まりと落葉の遅れ） 
2) 海洋生態系 
・ 過去 50 年のデータ分析によると、オホーツク海を含む北太平洋の中層水の水温が上昇し、溶

存酸素濃度が減少傾向 
・ 気象庁の沿岸海氷観測によると毎年の流氷期間が減少 
・ 海水温上昇に伴う海洋生物の分布や量的変動（日本周辺で、アオウミガメ、アカウミガメ、

ミズクラゲ、カブトクラゲ、ヒョウモンダコ、ミドリイガイ、有毒渦べん毛藻類、カニ類な

ど） 
・ 干潟・藻場に生息する個体群分布の北上 
・ 種間相互作用の変化を通じた生態系変化（例えば、南方系の魚類であるナルトビエイの増加

により、サリやカキが大量に摂食されたり、草食性の魚類であるアイゴが温帯域のアマモ場

で増加することで、アマモを過剰摂食することにより藻場を衰退させる） 
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(2)  予測される将来影響 

1) 陸域生態系（地球温暖化影響・適応研究委員会，2008；温暖化影響総合予測プロジェクトチ

ーム，2008） 
ブナ林分布適域は、全国では、現在比で 65～44％（2031-2050 年）、31～7％（2081-2100 年）

に減少し、西日本や本州太平洋側ではほとんど消滅すると予測されている。白神山地（世界遺産

地域）の 77%を占めるブナ林の分布適域も、2031-2050 年には 44.3～2.9％、2081-2100 年には

3.4～0.0％に減少すると予測されている。さらに、北海道における温暖化の北上速度は 10～
50km/100 年であるが、ブナの移動速度は 1～2km/100 年（本州の過去最大値は 23.3km/100 年）

であるため、ブナの移動が気温上昇に追いつけない可能性が懸念されている。 
マツ枯れ危険域は、1～2℃の気温上昇により、現在被害のない青森県平野部にまで危険域が拡

大する。さらに気温上昇が 2℃を超えると、岩手県内陸部のアカマツ林業地帯やマツタケ生産地

に壊滅的な被害が及ぶ可能性がある。 
チシマザサ（ネマガリダケ）の分布適域は、現在比 54～45％（2031-2050 年）に減少し、佐渡

島ではほぼ消滅すると予測されている。 
ハイマツの分布適域は、全国では、現在比で 49～56％（2031-2050 年）、31～14％（2081-2100

年）に減少し、東北地方では、現在比で 14～6％（2031-2050 年）、9～0％ （2081-2100 年）と

ほぼ消滅すると予測されている。 
シラベ（シラビソ）の分布適域は、全国では、現在比で 48～26％（2031-2050 年）、23～13％

（2081-2100 年）に減少し、四国では適域が消滅すると予測されている。 
高山生態系は、分布可能域の下限上昇に伴い「追い落とし現象」やニホンジカによる食圧・跡

圧によって消失する可能性が懸念されている。 
2) 海洋生態系 4) 
海水温上昇を、短期（30 年後）では 1.0℃、中期（50 年後）では 1.5℃、長期(100 年)では 3.0℃

と設定した場合、温帯性と亜熱帯性の海洋生物の分布境界となる年間最高水温 29℃が、現在の九

州南方から、50 年後には中国・四国沿岸域に、100 年後には完投や北陸沿岸に達することが予測

されている。このとき、浮魚類は遊泳力が強いため、分布域が変化するものの影響が軽微であり、

底魚類は、水深 100m 以深の水温上昇がわずかであるため、影響が現れない。一方、沿岸に生息・

養殖する種や海藻は短期から影響が出ることが懸念されている。 
 サンゴ礁やマングローブ生態系は、温暖化に伴う海面上昇、大型台風の頻発、高水温によって、

様々な被害を受けると予測されている。 
 
(3)  土木施設への影響と対策 

温暖化による自然生態系への影響と関連した土木施設への影響は、現状ではあまり無いと考え

られる。しかしながら、自然生態系への影響を軽減するために、1) 温暖化によって生態系の分

布が変化する場合、できるだけ自然でスムーズな移動を可能にするような生態学的回廊の設置（例

えば、森林生態系機能をバランスよく発揮させる森林の配置や、効果的な魚道など付帯設備の設

置）、２）生態系保全を考慮した土木施設の設置、３）人間活動による生態系への影響を軽減する

ような土木施設の敷設（例えば、淡水生態系への影響を軽減するための、湖水保全のための、面

源からの排水を効果的に集めて処理するためのインフラ整備）、などの観点から、土木技術を活か
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すことができると考えられる。 
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3-4  食料生産 

(1)  概要 
 世界の主要穀物の生産は、品種改良、栽培技術などの進歩により過去においては人口の伸びよ

りも大きい生産量の増加率を示してきた。しかし、1980 年代からその伸びが鈍る傾向が見え始め

るとともに変動も増大する傾向が現れてきた。そして今後、食料供給をさらに不安定化させる要

因として次のことが懸念されている。 
・ 気候変化とそれに伴って頻発すると予測されている干ばつ、大雨、高温などの異常気象 
・ 途上国の経済発展、人口増加による食料要求量の増大と自給率の低下 
・ 貿易依存、国際分業化による世界の穀物の主要輸出国の北米、南米ならびにオーストラリア

大陸への極端な偏在化 
・ バイオマス燃料との競合 
 ここでは、気候変化がわが国の食料供給に引き起こす影響について、国内生産への直接影響と

世界の食料需給関係の変化を介した間接影響とに分けて推計を行った結果を報告する。ただし前

者については、わが国の主食であるコメ生産に対する影響を対象とする。 
 

(2)  国内生産（コメ生産）への直接影響 

1) 影響評価の方法 
 気候変動に伴うわが国のコメ収量（単位面積あ

たりの収穫量）の変動リスクを評価するために、

温度、日射、および大気中の二酸化炭素濃度とい

った気象環境とイネの生育、コメ収量との関係に

ついて、日本全国を県単位で記述する機構的モデ

ルを構築した（図 3.4.1）。このモデルは過去の気

象環境の状況から県別平均出穂日
しゅっすいび

ならびに平均

コメ収量の年変動を定量的に再現するとともに、

それに気候シナリオを入力することにより、将来の気候変化がイネの生育、コメの収量に及ぼす

図 3.4.1 県別コメ収量推定モデルの構造
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影響を推定するものである。気候シナリオとしては MIROC、 A1B を入力した。 
 
2)  県別コメ収量推定モデルによる気候変化の影響予測 
■コメ収量は、北日本では増収、西日本では現在とほぼ同じかやや減少する傾向が見られる 

コメ収量は、移植（田植え）から出穂までの栄養生長過程と出穂から収穫までの稔実
ねんじつ

・登
とう

熟
じゅく

過

程における気温と日射量によって決まる。気温上昇は生育を速めてバイオマス蓄積、出穂後は子
し

実
じつ

形成に影響を与える。 
県別コメ収量推定モデルでは移植日を現在のままと仮定すると、2046～2065 年の平均収量は、

現在（1979～2003 年平均）に比べて、北海道および東北においてそれぞれ 26%、13%増収する

と推計された（図 3.4.2a）。一方、近畿、四国では、両地域とも現在に比べて 5%減収すると推定

された。この傾向は 2081～2100 年ではより強く現れ、減収地域は中国、九州へ広がると推定さ

れた（図 3.4.2b）。 
 
■平均収量が減少する地域と同じ西日本を中心とする地域では、収量の年々変動も大きくなる傾

向が見られる。 
 図 3.4.2c および d は、それぞれ 2046～2065 年および 2081～2100 年の期間における収量の変

動係数（その期間の値の標準偏差を平均値で除したもの）の変化を示している。平均収量が減少

する地域とほぼ同じ地域（近畿、四国、中国、九州）で、変動係数が大きくなると推計され、収

量の年々変動、とりわけ不作年が頻発することを示唆する。これは食料供給の不安定化をもたら

し、平均的変化よりも深刻な問題を引き起こすと考えられる。 

  

2046年～2065年
の平均収量

2046年～2065年
の変動係数

変化率

2081年～2100年
の変動係数

2081年～2100年
の平均収量

2046年～2065年
の平均収量

2046年～2065年
の変動係数

変化率

2081年～2100年
の変動係数

2081年～2100年
の平均収量

図 3.4.2  
気候シナリオ（MIROC、A1B）によるコメ

収量の変化推計結果．a, b：平均収量、c, d：
20 年間の収量の変動係数 
（環境省地球環境研究総合推進費戦略的研

究開発プロジェクトＳ-４，2008） 
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■全国平均収量は 2060 年頃までは増加するが、その後減少すると推計される 
図 3.4.3 は全国平均収量について、年々変動を表す時系列を示したものである。2040～2060 年

にかけて収量の増加トレンドが見えるが、その後、平均収量は減少するとともに年々変動が大き

くなると推計された。温暖化により北日本を中心として平均的には増収の可能性があるが、年々

変動の増大は、平均気温が高い環境下においても冷害が発生する危険性もあることを意味する。 
 

 
 

(3)  世界の食料需給関係の変化を介した間接影響 

1) 影響評価の方法 
気候変化が及ぼす食料需給への影響を考えるには、作物収量の変化だけでなく作付面積への影

響を考慮に入れ、生産量（＝収量×面積）として評価する必要がある。生産者は市場の価格変化に

応じて作付面積を変え、農家は生産している農産物の来年の価格が上昇すると期待すれば作付面

積を増やす。市場価格は穀作物の在庫量変化や国際貿易などによって決定される。ここでは、気

候変化とともに、そのような経済活動の変化に伴う国別の食料需給関係への影響を評価するため

に、これまで開発してきた世界食料モデルを用いた解析を行った。気候変化による影響のみを見

るために、社会経済シナリオは固定して、気候変化が起きずに平年の気象状態で推移する場合（ベ

ースライン）とシナリオに沿って気候変化する場合との算定結果を比較した。この際、シミュレ

ーションの基準年は 1998 年であり、2030 年までを予測期間とした。 
気候変化シナリオは、IPCC の温室効果ガス排出シナリオ（SRES）A2 に沿って、英国ハドレ

ー気象研究所の GCM、HadCM3 で推計された結果を国別に集計したデータ（気温と降水量）を

利用した。 
2) 世界食料モデルによる気候変化の影響予測 
■期間内（2030 年代まで）のアメリカの主要穀物生産量の増加率は気候変化により減少する。期

間内の日本への食料供給に対する影響は少ないが、トウモロコシの供給量増加率は減少する。期

間内の世界全体の穀物生産量に関しては大きな影響はない。 
はじめに、主要穀物の世界市場の価格リーダー国であるアメリカの生産量の動向を見る。図

3.4.4 は、2005 年から 2030 年までの各穀作物の年間平均生産量増加率を示している。ベースライ

ンでは、トウモロコシと大豆の生産量の年間増加率はそれぞれ 0.67%、1.97%であるが、気候変

化が起きた場合では、それぞれ 0.55%、1.81%に低下する。小麦生産は、カナダやオーストラリ

アなど他国の生産量が増加するため、ベースラインの場合、年間 0.21%の減少となるが、気候変

図 3.4.3  
気候シナリオ（MIROC、A1B）に

よる全国平均収量の時系列推定値 
（環境省地球環境研究総合推進費

戦略的研究開発プロジェクト S-
４，2008） 
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図 3.4.4 アメリカの穀作物の年間生産量 
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図 3.4.5 日本の穀作物の年間供給量増加率 
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図 3.4.6 世界の穀作物の年間供給量増加率 
（環境省地球環境研究総合推進費戦略的研

究開発プロジェクトＳ-４，2008） 

化した場合には、年間減少率が 0.27%へとさら

に低下すると推計された。 
わが国への食料供給量の年間増加率を図

3.4.5 に示す。ベースラインでは、トウモロコシ、

他粗粒穀物、大豆の供給量は、それぞれ年間

0.78%、1.50%、0.48%増加するが、小麦とコメ

の供給量は、それぞれ年間 0.16%、0.71%減少

する。気候変化した場合には、トウモロコシの

供給量は、パーセンテージが 0.048 だけ減少す

るが、その他の穀作物の供給量に変化は見られ

ないと推定された。 
世界全体での気候変化の影響について、図

3-5-6 に各穀作物の年間生産量増加率を示した。

ベースラインでは、年間の生産量増加率は、小

麦は 1.56%、トウモロコシは 1.67%、他粗粒穀

物は 1.91%、コメは 1.72%、大豆は 1.85%、そ

れぞれ増加するが、気候変化した場合では、パ

ーセンテージの値が、それぞれ 0.021、0.010、
0.012、0.032、0.025 だけ減少する。とりわけコ

メは相対的に温暖化の影響を受けやすく、増加

率の減少が大きいと推計された。 
以上をまとめると、温暖化の影響を大きく受

ける地域はあるが、世界合計で見るとそれほど

影響は大きくないと言える。それは、単純な合

計による正負の影響の相殺のほかに、貿易によ

って地域間で農産物が移動し、世界全体への影

響が緩和されるからである。 
ただし、この結果は 2030 年代頃までの推計であり、使用した気候変化シナリオでは、全球平

均気温の上昇幅は高々１℃程度である。したがって、とりわけ主要生産地域が分布する中緯度地

域では、温暖化の影響は顕著に表れない。IPCC の第４次評価報告書によれば、全球平均気温が

現在より３～４℃以上上昇すると中緯度から高緯度にかけての農業地帯での生産性が低下すると

報告されている。 
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3-5  われわれの生活と健康に関する影響 

(1)  地球温暖化とわれわれの生活 

地球温暖化は自然環境や社会環境にさまざまな影響を与え、最終的に我々の生活にさまざまな

影響を及ぼす。環境省（2008a）は国民の立場にたって、図 3.5.1 に示すような①安全な暮らし、

②健康な暮らし、③経済的に豊かな暮らし、④快適な暮らし、⑤文化や歴史を感じられる暮らし、

の 5 分類に基づいて温暖化影響を整理している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.5.1 地球温暖化の要因及び国民生活・都市生活分野への影響に関するフロー 
（環境省、2008a） 

ここでは、この 5 分類に基づいて、現在把握されている影響および将来予想される影響の事例 
を紹介する。温暖化による影響であるかどうか現時点では明確には判断し難いが、その可能性が

高いと考えられる現象や温暖化が進行すればさらに増加すると考えられる現象を対象としている。 
 
(2)  安全な暮らしに関する影響 

安全な暮らしに関する影響としては、異常気象（台風の強大化、豪雨、渇水等）に伴う家屋へ

の浸水や土砂崩れ、都市施設への被害など、国民の生命や個人資産へ直接影響を与える家屋への
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被害、人間生活の場（都市／山地）への影響が考えられる。現在把握されている影響や将来予想

される影響の事例は、3.(1)や 3.(2)に記載されている。 
 
(3)  健康な暮らしに関する影響 

健康な暮らしに関する影響としては、暑熱の影響、感染症への影響およびその他の影響（大気

汚染、自然災害、衛生害虫）に分けられる。それぞれにおける温暖化影響のメカニズムを構成す

る要素を表 3.5.1 に示す。ここで挙げられた影響のうち自然災害については 3.(1)や 3.(2)に記載さ

れている。 
 
暑熱の影響としては、猛暑となった 2007 年には熊谷市と多治見市で日本最高気温（40.9  

度）を更新するとともに、多くの都市で過去最高の熱中症患者数を記録した。温暖化の進展とと

もに、熱波による死亡や熱中症のさらなる増加、あるいは熱帯夜の増加による睡眠障害などが懸

念されている。気温上昇に伴い熱ストレスによる死亡確率については、2100 年までに変化の小さ

い県でも約 2 倍、大きな県では 5 倍以上にもなると予測される（環境省、2008b）。死亡率が最低

になる日最高気温は寒冷な地域で低く温暖な地域で高いことも示されており（環境省、2008b）、
北日本など暑さになれない地域で影響が大きくなることが予想される。また、高齢者が特に暑熱

への影響を受けやすいことに注意が必要とされている（環境省、2008a）。 
感染症への影響としては、デング熱、チクングニヤ熱などの媒介蚊であるヒトスジシマカの生

息域（環境省、2008b）や水系感染症を引き起こすビブリオ・バルニフィカスの発生地域（古城、

1999）の北上が報告されている。また、東南アジアからの日本脳炎媒介蚊の沖縄地方への侵入が

確認されている（環境省、2008a）。これらの現象は直接該当する疾病の増加に結びついてはいな

いが、これらの疾病が発生しうる素地を有する地域が拡大していると言える。将来においては、

温暖化に伴い水系感染症（コレラ、腸炎ビブリオ）や蚊媒介性感染症（デング熱、リフトバレー

熱、チクングニヤ熱）などについて、これらが発生しうる地域が拡大するとともに、発生そのも

のの増加が懸念されている。一方で、温暖化影響としてよく指摘されるマラリアの影響について

は、我が国における流行の可能性が低いという報告がある（環境省、2008b）。 
また、気温上昇による光化学オキシダント濃度上昇に伴う健康への悪影響の可能性も指摘され

ている（環境省、2008a）。 
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表 3.5.1 健康分野における温暖化影響のメカニズムの構成要素（環境省、2008a） 
カテゴリー 気候要素 自然的要素 社会的要素 影響 

暑熱の影響  夏季の最高気

温 
 湿度 
 日射 

 地形  ヒートアイランドの原

因となる都市構造・排

熱 

 熱中症 
 死亡リスクの増

加 
 睡眠障害 

感染症への影響  夏季や冬季の

気温、年平均気

温 
 雨量 
 湿度 

 媒介動物の分

布拡大、数の増

加 
 海水温の上昇

による海水中

の細菌数増加 

 上下水道の整備 
 雨水マス等排水路の整

備 
 農業（稲作等）や畜産

業の構造変化 
 ワクチン接種状況 
 啓発活動 
 高齢化・免疫不全者の

増加 
 海外との人の移動、物

流の増加 
 食習慣（魚介類の生食

等） 

 水系感染症の増

加 
 蚊媒介感染症の

増加 

大気汚染へ

の影響 
 高濃度の光化

学オキシダン

トが発生する

気象条件の増

加（高温、日射） 

 地形  光化学オキシダントの

大陸からの移流 
 局地的な高濃度

発生による直接

的な健康影響 
 死亡リスクの増

加 
自然災害に

よる影響 
 大雨 
 大型台風 
 干ばつ 

  上下水道の整備  蚊媒介感染症の

増加 
 水系感染症の増

加 

そ

の

他 

衛生害虫に

よる影響 
 年平均気温 
 冬季平均気温 

 衛生害虫の分

布、数 
 海外旅行の増加 
 貿易の増加 

 衛生害虫による

咬症・刺咬等患

者数の増加 

 
(4)  経済的に豊かな暮らし 

経済的に豊かな暮らしに関する影響としては、温暖化の影響を受ける農林水産業や観光産業の

収入低下、食料価格の上昇、地場産業・伝統産業、製造業、レジャー産業への影響等がある。こ

れらのうち農林水産業や食料に関する影響については、3.(4)に記載されている。 
製造業やレジャー産業の影響として、家電製品、衣料品、食料飲料製品等の売上げの変化（暖

房器具、冬物衣料等の売上げの減少、エアコンや清涼飲料等の売上げの伸びなど）や、暖冬によ

るスキー場及び観光産業への影響が報告されている（気象庁、2007）。スキー場への影響につい

ては、温暖化の進展による降雪の減少や時期の遅れ及び短縮等による影響が懸念されており、気

温が 3℃上昇すると、北海道と標高の高い中部地方以外では、ほとんどのスキー場で利用客が 30％
以上減少すると予測されている（IPCC、 2007）。なお、これらの影響の中で農林水産業や観光

産業への影響は農村域において影響が大きい。 
家計への影響として、温暖化による食料生産高の減少が物価上昇を招くとともに、気温上昇に

よる影響を軽減したりするための出費が増えることが考えられる。具体的には、気温上昇に伴う
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エアコン使用時間の増加による電気料金支払いの上昇などである（環境省、2008a）。 
 
(5)  快適な暮らし 

快適な暮らしに関する影響としては、夏の暑さの激化や衛生害虫の発生による不快感の増加、

水道水質の悪化、季節感の喪失が挙げられる。これらのうち、水道水質の悪化については 3.(1)に、

季節感の喪失については 3.(3)に詳しく記載されている。 
夏の暑さの激化ついては、2004 年度までの観測値を基に 100 年あたりの気温上昇量を調査す

ると、日本の中小都市で平均 1.1 度上昇しており、さらに主要な大都市ではこれにヒートアイラ

ンド現象の影響が加わり、2.2～3.0 度上昇していることが報告されている。また、熱帯夜の年間

日数も増加傾向を示しており、4 都市（東京、名古屋、京都、福岡）の 1970 年代の平均年間日

数が 6.3～21.3 日であるのに対し、1994～2003 年の平均年間日数は 21.6～37.2 日に増加してい

ることが報告されている（気象庁、2005）。温暖化が進展すると、猛暑日や熱帯夜がさらに増加

し、日常生活の不快感やストレスが増加していくことが考えられる。これらは都市部で影響が顕

著であり、高齢者が特に影響を受けやすいと考えられる（環境省、2008a）。 
 
(6)  文化や歴史を感じられる暮らし 

文化や歴史を感じられる暮らしに関する影響としては、脆弱な自然環境や自然遺産等への影響、

砂浜の消失による海水浴や潮干狩り等への影響、文化財や伝統行事への影響、ウィンタースポー

ツへの影響等が挙げられる。 
文化財や伝統行事への影響では、厳島神社回廊の冠水回数の増加（3.(2)を参照）や諏訪湖の「お

神渡り」（3.(1)を参照）などが報告されている。また、桜開花時期の変化による伝統行事への影響

なども懸念されている（環境省、2008a）。 
また、高山植物の減少や湿原の縮小など、脆弱な自然環境・生態系が温暖化によって失われる

ことによる自然景観やレクリエーション空間の喪失、四季の季節感の喪失、砂浜の消失による観

光やスポーツ、レクリエーションの機会の減少なども懸念されている（環境省、2008a）。 
 
(7)  国民生活や健康への影響予測の課題 

 地球温暖化のわれわれの生活への影響の把握については、幅が広い分野における事例や知見の

集積と、波及的な影響も含めた総合的な影響の評価が求められている。また、これらの影響は平

均的な気候変化に伴う影響ばかりでなく、異常気象などの突発的・特異的な影響がわれわれの生

活に重大な影響を及ぼす可能性が大きくなっており、そのような事象に注目して影響予測の精度

を向上していくことが求められている。また、これらの影響の出方や影響に対する脆弱性は地域

や人ごとに異なるため、温暖化影響を実際の地域で検討していくうえでは地域性や脆弱性への配

慮が必要である。 
 また、土木・建設業における対応という視点からは、異常気象などによる自然災害への影響、

水資源とその利用への影響、暑熱に関する影響などが注目すべき影響と考えられる。 
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3-6  エネルギーと産業他 

(1)  エネルギー産業への影響 

電力中央研究所では、IPCC 第 4 次評価報告書 WG1、 WG2 の内容を踏まえて、以下の分析を

行っている（坂井ら、2007；2008）。 
1)  電力需要への影響 
日本の気候を考えた場合、平均的な気温上昇は冬季の暖房エネルギー需要を減少させる一方、

夏季の冷房エネルギーを増加させると考えられる。暖房のエネルギー源は石油、石炭、ガス、電

力など多様であるのに対し冷房エネルギーのほとんどは電力により賄われていることから、電力

需要の増加が予想される。現在すでに冷房使用が通常である地域では平均気温の増加に対応した

緩やかな電力需要の増加が想定される。一方、例えば北海道などの冷房使用が一般的でない地域

において冷房設置が進む場合、電力需要は不連続に突発的に増加していく可能性がある。また、

夏季の異常高温が頻発するような場合、需要のピークが最大供給可能量を上回る事態も想定され

る。 
2)  水力発電への影響 
水力発電に影響を及ぼす要因を整理すると、雨の降り方の変化、および積雪融雪時期の変化が

挙げられる（西澤ら、2007）。雨の降り方の変化では、短時間降雨強度の増加による、洪水時の

ダム操作や定常的な流量確保など電源運用面への影響、貯水池への土砂流入量の増加とそれに伴

う堆砂対策や浚渫費用の増加、および土砂災害の増加が考えられる。 
さらに、季節的に渇水期間が長期化した場合には、基底流量が減少し、緊急放水等の影響で貯

水池の利用効率の低下も予想される。積雪融雪時期の変化は、ダム運用計画の見直しにつながる

可能性がある。 
気温上昇に伴う水温上昇により、生物化学過程の変化による藻類の発生や、栄養塩の現象によ

る水質悪化などから、安全な水を確保するための水処理費用の増加につながる可能性もある。 
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3)  火力・原子力発電への影響 
我国に大規模な火力・原子力発電所も、そのほとんどが沿岸域に建設されており、将来的には

温暖化影響による被害リスクが増加することが考えられる。発電所施設に係わる具体的な被害リ

スクとしては、海面上昇に伴う海岸侵食の進行と地下水位上昇による地盤の脆弱化、高潮被害の

増加、熱帯低気圧強度の増加に伴う浸水被害の増加、海水温の上昇による発電効率の低下、なら

びに港湾施設機能低下に付随する物流システムへの影響などが想定される。 
4)  生物相の変化の影響 
陸上および沿岸域の生物相の変化は、電力施設の設計・運用・保守、および環境影響評価手法

など、事業計画の策定に影響を及ぼす可能性がある。例えば、水力発電施設においては、貯水池

内の水質環境保全対策の見直し、沿岸域の火力・原子力発電所における取水口への付着生物の増

加に対する対策強化などが想定され、火災や極端な気象現象など陸域生態を攪乱する現象の頻度

や強度の増加は、水源涵養機能を提供する集水域の森林分布にも影響を及ぼし、結果的に流出特

性を変化させ、炭素クレジットとしての森林隔離量に対して脅威に成り得る。 
5)  その他の影響 
石油、石炭、ウランらどのエネルギー源を輸入に頼っていることから、輸出国の採掘現場の脆

弱性や燃料輸送経路の脆弱性も、電気事業に影響を及ぼす可能性がある。このような温暖化進行

に対する脆弱性への適応としては、エネルギー源の分散化や輸入国の分散化の観点が益々重要と

なる。 
 
(2)  発電方法の高効率化の影響 

電力中央研究所では、IPCC 第 4 次評価報告書 WG3 の内容を踏まえて、以下の分析を行ってい

る（山本ら、2008）。 
・ 我国は 1973 年と 1978 年の 2 度の石油危機を契機に、脱石油火力を目標として大容量石炭火

力、高効率 LNG 複合発電を実用化してきた。その結果、火力発電の平均熱効率は現在世界の

最高レベルにある。LNG は高温高効率ガスタービン複合発電が開発・導入されて以来、現在

LNG 生焚き発電との比率が 50％近くになっている。 
・ 石炭火力は、石炭中の炭素分が多いため、発熱量当りの CO2 発生量が天然ガスの倍近いため、

逆風が吹いているが、我国にとり安価で賦存量の多い石炭資源はエネルギーセキュリティー上

重要である。また、中国をはじめ急成長するアジア諸国では石炭を一次エネルギーとして利用

しているので、石炭火力の高効率化による CO2排出量の緩和効果は非常に大きい。 
・ 我国の化石燃料発電技術は環境排出物質のクリーンさを含めて、世界最高レベルの性能を達成

している。これら技術を低コスト化、メンテナンス性を改善して、今後、電力需要の急速な伸

びが懸念されるアジア諸国に技術移転すれば、その GHG 緩和効果は莫大だと予想される。 
・ 既存火力のリプレース時期に高効率火力を導入するという火力の高効率化による、2030 年まで

の電力部門の CO2削減ポテンシャルは、23Mt CO2/年と予想される。 
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(3)  運輸部門の動向 

電力中央研究所では以下の分析を行っている（山本ら、2008）。 
・ 運輸部門からの、CO2排出量は、我国の総排出量の 20％に達している。内燃機関自動車では、

走行性能の向上により、低燃費化は進んでいるものの、車両の大型化により総排出量は減って

いない。また、ガソリンや軽油など石油燃料に大半が依存し、エネルギーセキュリティ面でも

課題となっている。 
・ 自動車分野では省エネ、脱化石燃料、温暖化排出ガス低減に向けて、駆動系と燃料のハイブリ

ッド化が加速している。駆動系においては内燃機関と電動機とのハイブリッド化が、燃料にお

いてはガソリンや軽油の化石燃料とバイオ燃料（エタノール）や GTL・CTL との混合による

ハイブリッド化が進められている。なかでも、化石燃料依存度の少ない電気エネルギーの利用

は、エネルギーの多様化と併せて期待が大きく、自動車分野での電気エネルギー利用へのシフ

トは加速する方向になる。 
・ 車両の電動化、特に系統からの電力供給も行えるプラグインハイブリッド自動車(PHEV)が注

目されている。PHEV は電気自動車の充電距離が短いという欠点をハイブリッド走行により補

い、普及の可能性がある。また、利用分野をフリート走行の配達車両や路線バスなどに限定す

ることで、電気自動車の普及もある。排出ゼロでの走行が可能となり、CO2排出低減が期待で

きる。ただし、これらの充電にあたっては、電源構成により発電原単位の十分な考慮が必要で

ある。 
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４ 世界及びアジア・太平洋地域に対する影響 

 

 ここでは、環境省地球温暖化影響適応研究委員会（2008）に示された知見を中心に、アジア・

太平洋地域の途上国における気候変動影響の概要を示す。 
 
4-1  世界における異常気象の影響 

 近年、世界各地において、台風、豪雨、干ばつ、熱波等の異常気象による災害が頻発している。

後述する途上国にとどまらず、影響への抵抗力が強いと考えられている先進国においても、さま

ざまな被害が発生している。2003 年 8 月には、欧州の熱波により 2 万人以上が死亡した。2005
年 8 月にはアメリカでハリケーンかとリー名により、1800 名以上の死者、120 万人以上の避難民

が発生した。オーストラリアでは、年・地域差はあるものの、6 年以上も干ばつが続き、農作物

に深刻な影響を与えている。近年の異常気象による災害の例を、図 4.1.1 に示す。 
 これらの異常気象の発生に、気候変動が関与しているかどうかを断定することはできないもの

の、温暖化・気候変動が進行することによって、異常気象の発生頻度や強度が増加する可能性が

指摘されている。 
 
4-2  途上国における気候変動影響 

(1) 途上国及びアジア太平洋地域における気候変動影響の特徴 

IPCC-AR4 の WG2 報告書では、「すべての大陸及びほとんどの海洋で観測によって得られた証拠

は、多くの自然システムが、地域的な気候変動、とりわけ気温上昇の影響を受けつつあることを

示している。」と示されている。従って、自然資源に対する依存度の高い農業等を主要産業とする

途上国においては、特に気候変動の影響を受けやすい。また、途上国は人的、科学的、技術的、

財政的、制度的に、気候変動への対処能力が不足しており、貧困と低開発とは、気候変動への抵

抗力が不足する最大の要因となっている。 
アジア太平洋地域諸国は、多様な自然要素と社会経済的な要素を有しており、また対象地域が広

大なことから、関連する気候要素も種々にわたる。世界人口の 60％が居住し、沿岸域にある多く

のメガシティに人口や資産が集中していることから、被害を受ける人口や資産が多いことも特徴

である。また、中国、インドのように 10％前後の経済成長率を示す新興国もある一方、ブータン、

ミャンマー、ラオスなど後発開発途上国に分類されている国もあり、気候変動に対する脆弱性は

様々である。しかし、現状でも多くの国で食料や水などの問題が生じており、その上に気候変動

の影響が加わることで、持続可能な開発が阻害されることが懸念される。 
 

 
(2)  アジア太平洋地域における気候変動影響のメカニズム 

 アジア太平洋地域における重要分野への気候変動影響のメカニズムについて、図 4.2.1 に示す。

温暖化、気候変動性、極端気象現象などの気候変化が、海面上昇や、雪氷、水災害、沿岸域、生

態系などに直接的な影響を及ぼし、さらに影響が様々な分野に波及することを示している。 
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気候変動により、農林水産業、水資源、都市・産業、健康など種々の分野における影響が現状お

よび将来に発生すると考えられる。また、直接的、物理的な影響に加えて、間接的、波及的な影

響も考えられる。たとえば、水不足や気温の変化などによる穀物生産量の減少により、国内の食

料需要に対して十分な供給がなされない場合、輸入による食料調達が不十分であれば、極端な食

料不足が生じ、さらには飢饉などにつながる可能性もある。 
 また小島嶼国においては、食料供給のための農業・漁業、外貨獲得のための観光業など、産業

が特化・限定されている場合が多い。海面上昇による影響とサイクロンなどの極端現象が重複す

ると、これらの産業に甚大な被害をもたらす。また、サンゴ礁を基礎とする島々では、淡水レン

ズに貯水された淡水資源が降水量変化や海面上昇などの影響により減少したり、高波浪や海面上

昇によって海岸侵食が激化してくる可能性がある． 
 
4-3  IPCC AR4 による主な知見 

(1)  現状 

 IPCC-AR4 は、観測された気候変動影響について、「すべての大陸及びほとんどの海洋で観測さ

れた証拠は、多くの自然システムが、地域的な気候変化、とりわけ気温上昇によって、今まさに

影響を受けていることを示している」と、前回報告書に比べてさらに踏み込んだ結論を示してい

る。同報告書が「2001 年の第 3 次評価報告書以来、物理・生物環境において観測されたトレンド、

温暖化
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図 4.2.1 アジア太平洋地域における重要分野と温暖化影響のメカニズム（環境省，2008）
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並びにそれらの地域的な気候変化との関係に関する研究の数は大きく増加した」と述べているこ

とからも分かるように、この結論は、影響の観測・検出に関する科学的知見の進展に裏付けられ

たものである。 
 一方で、報告書は「しかしながら、観測された変化に関わるデータ及び文献の地理的バランス

が著しく欠如しており、特に途上国においてそれらの不足が目立つ。」とも述べている。欧米に比

してアジア太平洋を含む途上国での観測事例は少なく、さらにその途上国の中でも大きな地理的

偏りが見られる。これは、長期にわたる継続的観測が、これまで途上国において体系的に行われ

てこなかったことによるものであり、今後は、途上国における観測・モニタリング体制の拡充が

望まれる。 
 以下に、AR4 で取り上げられた、アジア太平洋地域の主要分野における気候変動影響の現状を

示す。 
1)  雪氷圏・水資源 
 多くの都市及び居住地が、主として気温上昇に起因する永久凍土層の急速な融解及び凍土厚の

減少により脅かされ、地すべりの頻度が増加し、永久凍土地域の湖で水位が上昇した。 
 より乾燥した地域では、通常、氷河の融解による水が淡水供給量全体に占める割合は 10%を超

えている。中央アジア、西モンゴル、中国北西部のゼラフシャン氷河、アブラモフ氷河、チベッ

ト高原の氷河などは、近年その融解速度が増した。氷河の急速な融解の結果、氷河流出量及び泥

流と岩なだれを招く氷河湖決壊の頻度が増大した。ただし、最近の北パキスタンでの研究では、

過去 40 年間で西ヒマラヤでの冬季降水量増加により、インダス渓谷の氷河が拡大している可能性

が示唆されている。 
 中国の一部地域では、水利用増加とともに気温上昇及び降水量減少によって水不足が生じ、結

果的に湖及び河川が干上がるに至った。 
2)  生態系 
 過去 20 年間に、アジアにおける森林火災の強度増大と拡大が観測された。その原因は主として

気温上昇及び降水量減少が土地利用強度の増加と組み合わさったものである。最近の研究による

と、シベリアの泥炭地における火災の急増は、人間活動の増加と気候条件の変化、特に気温上昇

と関係がある。また、過去 60 年間に春季降水量が 17%減少、地表温度が 1.5℃上昇したため、モ

ンゴルの森林及び草原火災の頻度及び範囲は 50 年間にわたって著しく増大した。 
 草地の成長期における降雨が次第に減少しているため、近年中央・西アジアでの乾燥が強まり、

草原の成長が遅れ、地表の露出が増した。露出が進むとさらに土壌水分が蒸発することになり、

地面はますます乾燥するため、草原の劣化が加速した。 
 アジアの湿地帯は、近年の温暖化した気候により次第に脅かされつつある。パキスタン、バン

グラデシュ、インド、中国のほとんどのデルタ地域において降水量の減少及び干ばつが生じ、そ

の結果、湿地帯が干上がり、深刻な生態系劣化がもたらされた。 
 アジアにおける気候変動に関連した生物多様性喪失の証拠は依然として限られているが、近年

アジアの多くの場所において、気候変動の結果、多くの動植物種がより高い緯度や高度へ移動し

ていると報告されている。 
 



 
 

36 
 

3)  沿岸域 
 気候変動による海面上昇については、モニタリング期間は短いものの、1993 年から海面上昇の

測定に衛星（TOPEX/POSEIDON）も利用されはじめた。全球平均で海面が 3.1±0.7mm/年上昇

していることが示され、上昇量に地域差があることも分かってきている。ツバル（Hall、2006）
やモルディブなどアジア太平洋の標高が極めて低い島嶼国でも、海面上昇が進行してきているこ

とは確実との認識が広がっており、海面上昇による影響は今後より明確になると考えられる。 
 海岸侵食、海水温、塩分濃度をはじめとした水質や生態系の変化も報告されている。気候変化

によるマングローブへの大規模な影響が、インダスデルタとバングラデシュで確認されている。

しかし、水質や生態系の変化には開発行為の影響も含まれていることから、気候変動との関係を

示すには継続した観測が必要である。 
 気候変動により台風の強度の増加が予測されている中、ここ数 10 年、太平洋で発生する台風の

頻度と強度に増加傾向が見られる。ベンガル湾やアラビア海では、発生数は減少傾向にあるが、

強度は増している。これらの台風やサイクロンが引き起こす災害は、インド、中国、フィリピン、

ベトナム、カンボジア、イランやチベット高原などの国・地域をはじめとして、各地で増加して

いる。2007 年 11 月にバングラデシュで被災者 870 万人以上の被害をもたらしたサイクロン・シ

ドル 6)は記憶に新しい。2008 年 5 月 2 日には、サイクロン「ナルギス」が、人口密度の高いイラ

ワジ川デルタ地帯に来襲した。同 16 日時点での被災者数は、死者が 77、738 人、行方不明者が

55、917 人とされている（OCHA, 2008）。死者・行方不明者に加え、被災者は数十万～百万人以

上に上ると言われている。存在する記録の中で、このデルタ地帯にサイクロンが上陸したのは初

めてで、この 100 年間のミャンマーで最悪の自然災害となるとみられている。 
 なお、土木学会では 2008 年 5 月にミャンマー・サイクロン災害調査に対する災害緊急調査団

を派遣した。調査団提供による現地の写真を図 4.3.1 に示す。 
 

集落 （バゴー川右岸・河口から 21km） 

（証言）道路上 15cm 程度まで冠水。 
撮影日時：2007 年 5 月 14 日 11:36

川のほとり （バゴー川左岸・河口から 43km） 

（証言）高潮の潮位は雨季の最大潮位と同程度だった。

撮影日時：2007 年 5 月 14 日 16:27

図 4.3.1 ミャンマーにおけるサイクロンによる高潮被害の状況 

写真：横浜国立大学 柴山和也・高木泰士研究室
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4)  人間の健康 
 AR4 では、長期データに基づき、気温・降水等の変化と結びつけて説明された健康影響の顕在

化についての報告はなかった。ただし、近年の熱波によりインドのいくつかの州において多数の

死亡があったことが報告されており、また、シベリアの都市においても、極端に高い夏季気温に

伴う熱中症等深刻な健康リスクが報告されている。南アジアでは、下痢を伴う風土性の疾病が、

高温に関連して増加することが報告されている。 
 
(2)  将来 

1)  雪氷圏・水資源 
 永久凍土劣化によって著しい地表沈下及び建築物損傷がもたらされるであろう。ロシア及びモ

ンゴルの水はけの良い丘陵地及び高地では、永久凍土融解によりさらに水はけが良くなり、地下

水量が減少すると予測される。チベット高原では、今世紀末までに全般的に永久凍土地帯の規模

が縮小し、高標高へ移動し、劣化に直面すると予測されている。地表気温が 3℃上昇し降水量が

変化しないとすると、長さ 4km 未満のほとんどのチベット高原の氷河は消滅すると予測されてお

り、長江の氷河地帯の面積は 60%以上減少する可能性がある。 
 河川の流量の季節性及び水量にも、変化が生ずると予想される。中央アジア、南アジア、東ア

ジア、東南アジアにおける淡水の利用可能性は、とくに大河川の集水域において減少する可能性

が高い。このことは、人口増加と生活水準の向上とあいまって、2050 年代までに 10 億人以上の

人々に悪影響を与えうる。メコン川流域では、最大月流量が増加する一方で、最小月流量が減少

する。即ち、雨季の洪水リスクの増加と乾季の水不足の増加が同時に起こり得ることを示してい

る。 
 ヒマラヤ山脈の氷河の融解により、洪水や不安定化した斜面からの岩なだれの増加、および今

後 20～30 年間における水資源への影響が予測される。これに続いて、氷河が後退することに伴

う河川流量の減少が生じる。 
 中国北西部およびモンゴル西部では、今世紀末までに、春季の積雪の融解量が大きくなるとと

もに、融雪時期が早期化する。結果的に春季の水資源量が増加し洪水のリスクも高まる一方、冬

季の畜産用の水資源が大幅に減少すると見込まれている。 
 水質に関しては、海面上昇に伴い、沿岸域において地下水及び表層水の塩分濃度が増加する。

特にインド、中国、バングラデシュがその影響を受けやすい。 
2)  生態系 
 アジアの生物多様性の最大 50%が、気候変化によるリスクに曝されている。北アジアの北方林

はさらに北に移動する。タイガがツンドラに入れ替わり大幅に増加し、さらにツンドラが北に移

動することにより極砂漠が減少する。気候変化と生息域の断片化の相乗効果により、生物種の数

が大幅に減少すると見込まれる。二酸化炭素濃度倍増を仮定した二つの気候モデルによる予測に

よると、中国においては 105～1、522 の植物種と 5～77 の脊椎動物種が、インドシナ半島及びビ

ルマでは 133～2、855 種の植物と 10～213 種の脊椎動物が、絶滅する可能性がある。 
 北アジア・東南アジアでは降水も増加する中で、予期される気温上昇によって森林火災の頻度・

強度が増すかどうかは不確実である。1℃の平均気温上昇によって、北アジアでは、森林火災が起
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こりうる乾燥した期間が 30%増加するとの研究もある。もしそうなるならば、森林生態系の機能

に様々な変化が生じることになる。気温上昇及び蒸散量の増加に伴い、アジアにおいては自然草

地の面積及び成長量は一般的には減少すると予測されている。南アジアでは、草地・サバンナの

自然資本が大きく減少すると予想される。モンゴルのステップでは、高地山岳地帯とゴビを除く

と、気温上昇と降水量減少に伴い、牧草の生産性が約 10～30%低下すると見込まれている。 
 チベット高原の自然植生帯は大きく変化すると予測されている。温帯草地及び冷温帯針葉樹林

は拡大するが、温帯砂漠及び氷縁砂漠は減少するかもしれない。気候変動により遊牧の移動域の

境界が北東中国南部に移り、それにより草原面積が増加し、家畜生産の好条件をもたらす。しか

しながら、遊牧の移動域は同時に潜在的な砂漠化地域であるため、新たな移動域で何ら保全対策

がとられなければ、砂漠化が起こるであろう。気候変動及びその他の人為的要素との影響によっ

て起こる、さらに頻繁で長期にわたる干ばつは、結果としてアジアにおける砂漠化傾向を増幅さ

せるであろう。 
3)  農業・食料 
 農業に関しては、今世紀末までにアジアにおける穀物の潜在生産量が大きく減少すると見込ま

れているが、その地域差は大きい。21 世紀半ばまでに、穀物生産量は、二酸化炭素の施肥効果を

考慮したとしても、東アジアおよび東南アジアにおいて最大 20%増加しうる反面、中央アジアお

よび南アジアにおいては最大 30%減少しうる。これらと人口増加と都市化を考慮すると、いくつ

かの途上国において、非常に高い飢餓のリスクが継続すると予測される。 
 より地域的な研究の結果としては、例えばバングラデシュでは、同時期までに、イネとコムギ

の生産量がそれぞれ 8%および 32%減少すると予測されている。インドでは、冬季の気温が 0.5℃
上昇するだけで、コムギの収量が 0.45t/ha 減少すると予測されている。また、0.5～1.5℃の気温

上昇で、コムギ及びトウモロコシの潜在収量が 2～5%減少するとの予測もある。中国では、2℃
の平均気温上昇で、天水栽培のイネの収量が 5～12%減少すると見込まれている。 
 一方、農業適域は北にシフトする。例えば中国北部では、今世紀半ばまでに、三期作の境界が

長江渓谷から黄河流域まで 500km 移動し、二期作地域は現状の一期作地域まで移動する。その一

方で、一期作の地域は 23%減少すると見込まれている。 
 気温上昇・成長期間の伸長は、アジア温帯地域において害虫の数を増加させうると見積もる研

究もある。また、大気中の CO2 濃度の増加と気温上昇により、光合成経路の異なる雑草間の競合

関係が変化すると考えられている。 
4)  沿岸域・島嶼国への影響 
 海面上昇は海岸侵食に直結する。発生数については未だはっきりしないが、温暖化によって熱

帯低気圧の勢力が増す可能性が高い。したがって、海岸の低平地、特に人口が集中するデルタで

は、海面上昇と高潮の強度の増加によって、現在よりも危険度が高くなる可能性が高い。気候変

化と海面上昇により最も人々が影響を受けやすいのは、次の地域である。 
・アジアのメガデルタ（バングラデシュと西ベンガルのガンジス-ブラマプトラ川デルタ等） 
・自然現象及び人為的な活動による地盤沈下と熱帯低気圧の上陸点が重なる沿岸地帯 
・ツバル、モルディブ等環礁に代表される標高の低い小島嶼 
 海面上昇によって 2050 年に 100 万人以上の人々が影響を受ける地域は、バングラデシュのガ
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ンジス・ブラマプトラ川デルタ、ベトナムのメコン川デルタ、エジプトのナイルデルタである。

紅河とメコン川の河口デルタでは、1m の海面上昇により、それぞれ 5、000 km2、15、000～20、
000 km2の土地が洪水に見舞われ、400 万人、350～500 万人の被災者が発生することや、約 1、
000 km2が塩分を帯びた干潟になり、耕地や養殖場の喪失、2、500 km2のマングローブ消失が予

想されている。 
 海水温の上昇による、海洋生態系のさまざまな変化も懸念されている。アジアのサンゴ礁は今

後 10 年以内に 24％、30 年以内に 30％が、気候変化と人為的活動などの複合ストレスを受けて

失われると予想されている。 
 サンゴ礁からなる島々には、ツバルやモルディブなど標高が数 m 未満の国が少なくなく、海面

上昇のみでも水没する面積が相対的に大きい。島嶼国における波浪の防御には、砂浜、サンゴ礁

やマングローブなど自然のものを活用している場合が多いため、海面上昇や海水温上昇でこれら

が失われると、防御機能が低下する。2100 年に海面が 88cm 上昇した場合、サモアでは 50％、

15 の太平洋の島々で 12％のマングローブ地帯が消失すると予測されている。 
 島嶼国では、飲み水として、雨水の貯留以外に、海水との濃度差による淡水レンズ効果で溜ま

る地下水が重要である。降雨の減少と海面上昇が重なると淡水レンズが縮小し、水不足を引き起

こす。例えばキリバスの Tarawa 環礁では、2050 年で降雨が平均 10％減少すると、淡水レンズ

の大きさが 20％減少すると予測されている。 
 これらの島嶼国は熱帯もしくは亜熱帯地域にあることが多く、気象や気候が伝染病の拡大に関

係しているが、温暖化がさらにそれを加速させる可能性が高い。海水温の上昇は重要な食料、観

光資源である海洋生態系へも大きく影響する。 
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５ 土木から見た影響予測と対応の課題 

 
 以上の節で見てきたように、気候変動の影響は非常に広い範囲に及ぶ。土木分野の視点で見て

も、影響はいくつかに分類できる。それには、１）土木構造物の安全性や機能への影響、２）土

木事業の遂行（計画・設計・施工・維持管理）に対する影響、３）インフラ施設群としての機能

不全、４）安全・安心や環境保全など地域や国土の姿や国民生活に対する影響、等が含まれる。

また、気候変動への対策としての緩和策と適応策には、土木分野が関わるものが広範に含まれる。

そうした意味では、気候変動問題は、土木分野に新しい課題と使命を投げかけているといえる。 
 一方、気候変動の影響は広い範囲に及ぶため、複数の影響が重なって多重で複雑な影響が現れ

るのが現実であろう。そうした意味で、気候変動の影響は多くの場合、複合影響であることに特

徴がある。また、現代社会が直面している多くの問題、すなわち、地震などの他の自然災害、少

子高齢化、資源・エネルギー問題、水・食料問題などと気候変動の影響は重なって現れる。たと

えば、集中豪雨の直後に地震が発生すると土砂崩れが拡大することや海面上昇の結果沿岸部の地

下水位が高くなり、地盤支持力の低下した状況下で地震の被害が拡大すること、外国での農業生

産への打撃が貿易を通じて我が国の食料問題に重なることなどである。そのため、気候変動の影

響と他の問題の重なりによっても、複合影響が発生する。影響がこのように複合的であれば、そ

の対策の考え方にも注意を要する。副次的な効果（コベネフィット）や多重の効果を持つものが

期待される一方、個々の影響に対する対策がトレードオフになる場合も想定される。望ましいの

は、多面的効果を持つ一石二鳥、一石三鳥の対策である。 
 以下では、こうした視点から、複合的な影響及び対策の検討を中心に示す。 
 
5-1  複合リスク、影響の予測とそれへの対応 

(1)  水環境に対する複合影響と対応 

水環境管理の主要な目的は水環境を保全することにあるが、地球温暖化問題と水環境問題は図

5.1.1 に示したように互いに密接に関連している。例えば、水環境保全のための下廃水の処理は資

源とエネルギーの消費を通じて温暖化の原因になっている一方で、処理を行わなければ放流先で

の温室効果ガスの放出を招くこととなる。一方、水環境は地球温暖化により多大な影響を受ける

と考えられ、海水面の上昇による地下帯水層への海水浸入や感潮河川への塩水遡上の進行、水温

の上昇による河川や湖沼における環境容量の減少、などが指摘されている。温暖化による影響に

加えて、水環境に対しては従来から認識されているように人間活動による影響が存在する。今後

50 年間の長期的な影響を考えると、全世界的に資源枯渇や食糧問題等の問題が水環境にもリスク

となりうるし、発展途上国ではこれに加えて人口増加や経済発展が水環境に対する大きなリスク

となる。日本では、少子高齢化とそれにともなう労働力の減少が水環境管理上のリスクとなるで

あろう。ある程度の温暖化の進行はもはや避けられないことから、今後は温暖化に加えて上記の

その他の要因による水環境への悪影響を前提とした、一層高度な水環境管理が必要になるであろ

う。このような多様な課題を同時に考慮し、総合化しなければ、地球温暖化下における高度な水

管理は実現不可能である。 
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図 5.1.1 地球温暖化と水環境の相互関係 1) 

 
水環境への複合影響に対する対応の例を図 5.1.2 に示す。地球温暖化にともなう水温上昇の結

果、飽和溶存酸素濃度は低下するとともに植物プランクトンの増殖速度が増加するため、下廃水

の処理においては現在以上の高度な水処理が求められる。発展途上国では将来の人口増加や経済

発展により発生負荷の増大が見込まれることを勘案すると、革新的な高度処理技術の開発が必要

となるであろう。その際には、温室効果ガスの排出抑制に加えて、省資源・省エネルギーの技術

が温暖化防止の観点から求められる。少子高齢化・労働力不足が見込まれる日本においては、維

持管理が容易なプロセスの開発も求められるであろう。さらには、汚泥や下水熱など大きなエネ

ルギーポテンシャルを有している下廃水の特性を活かし、バイオマスや熱の収集、運搬、資源化

も視野に入れ、資源・エネルギーの回収を行う必要がある。 
個別の水環境要素においても、環境容量低下にともなう水環境悪化を防止するとともに温室効

果ガスの水環境からの放出を抑制するため、水環境と温室効果ガスの放出の両面から調査研究を

進展させなければならない。温暖化よる富栄養化の進展に対する適応策としては、上述した点源

由来の栄養塩の高度処理のみならず、栄養塩類、濁質成分等のノンポイント汚染物質の閉鎖性水域へ

の流入特性の詳細を明らかにする必要があり、今後の土木分野による研究の進展が期待される。河川に

おける溶存酸素の枯渇や海水面の上昇による地下帯水層への海水浸入に対する適応策も重要であ

る。 
水環境要素の一例として水田を中心に考えた場合には、水資源、生物多様性（生態系）、文化な

どへの影響を考えることができる。水資源の観点からは、田に水を引く時期に、十分な水の供給

量の確保が必要となる。そのためには、森林の整備など、集水域の水源涵養能力の確保などの対

策が必要となる。一方で、温暖化による豪雨に対して、水害を防止するための治水対策が必要と
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なる。さらに、稲の管理には、水田内への水の引き込み量を調整したり、途中から乾田としたり

するため、必要な時に水を入れて、不要時に排水できるなど、水が管理可能な状態にあることが

必要である。水田からはとりわけ田植えや代掻き時期の栄養塩類の流出が報告されており、温暖

化下での富栄養化防止のためにはこれらの流出抑制対策が重要な課題となる。生物多様性（生態

系）の観点からは、猛禽類の一種であるサシバは、関東地方では 4 月に、東南アジア方面から渡

ってきて繁殖し、9 月に再び東南アジア方面に戻る。渡ってきた当初は、カエル類を捕食し、そ

の後昆虫やトカゲを食べる。温暖化が進行した場合、渡りの時期と餌の発生時期に狂いが生じる

可能性がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5.1.2 水環境への複合リスクに対する取組の例 1) 

 
文化の観点からは、稲の収穫は、地域の文化である祭りなどと密接に関連していることが多い、

適応策を検討する場合には、文化との関わりについても検討が必要となる。 
温暖化の進展にともなう水環境の劣化は、淡水資源の減少と水道水源の劣化をもたらす。水温

の上昇にともなう水道水源のリスク上昇も考慮し、水道を適切に管理していく必要がある。水道

の適切なリスク管理は人間生活の「安全・安心の保障」をもたらし、温暖化下における持続的な

発展に寄与するであろう。 
最後に、地球温暖化と水環境の問題を総合評価する手法についても土木分野として研究を進め

る必要があろう。具体的な要素技術の開発に加えて、温室効果ガスの排出抑制と水環境保全を両

立させる Co-Benefit 評価の指標（群）の作成が求められる。 
 
(2)  沿岸域における複合災害 

 日本をはじめとするアジア・太平洋諸国の沿岸域には、人口、都市機能が集積しており、重要

な地域である。これらは通常低平地からなるので、海面上昇や台風に伴う高潮により浸水するリ
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スクが高まる。また、一方で海面上昇により地下水位が上昇することも考えられる。このことに

より、地震の際の地盤の液状化の可能性が高まることが予測される。また、温暖化による気候変

動によって豪雨が増えることになれば、山岳地帯で地震時の土砂崩壊（土砂崩れ）の危険が高ま

ることになる。これらの懸念は温暖化そのものによる影響ではないので新たな災害とは呼べない

にしろ、温暖化によってその災害危険度が高まることから複合災害と呼べるものである。今後十

分な検討と予防対策が必要となるであろう。 
 
5-2  複合的な方法による対応 

 温暖化の影響に対して、特に適応策を策定・実施する際に、いくつかの複数のオプションを検

討して、それらのメリット・デメリットを提示することはもちろん、複数のオプションの組み合

わせで対応することが望ましい場合がある。 
・ 個々の対策オプションのメリットを組み合わせてより大きな効果を発揮させる場合 
・ 個々の対策オプションのデメリットを相殺して対策効果を得る場合 
・ 長期的に望ましい対策オプションと短期的に効果的なオプションを組み合わせる場合 
海岸侵食対策などは、土砂生産・運搬・堆積のフローに関する自然の持つ機能を最大限に利用

することが望ましいとされているが、現状の海岸ではそのような効果が期待できないことが多い。

その場合でも、当面の侵食対策と将来のあるべき姿の両方を見据えた対策を取ることが必要であ

る。このような、特に適応策の対策効果についての研究が求められることになる。 
 
5-3 対応策がトレードオフの関係にある場合の課題 

(1)  都市の生活環境について 

温暖化の進行に伴う熱ストレスによる死亡数の増加や熱中症の増加に対して、寒冷ストレスの

減少が考えられる。 
産業技術総合研究所による「ヒートアイランド現象によりもたらされる環境影響の定量化」の

研究報告では、ライフサイクル環境影響評価手法を用いて算定した結果、ヒートアイランドによ

りもたらされた 23 区内の 2002 年の環境影響は、睡眠障害 114 億円、熱ストレス 8.7 億円、熱中

症 1.8 億円に対して、寒冷ストレス-80 億円、冷房エネルギー消費 0.28 億円、暖房エネルギー消

費-0.47 億円と推計されている。東北地方などでは、温暖化による影響がプラスに働く可能性もあ

るなど、地域による影響の違いを考慮することも必要となる。 
 
(2)  渇水に伴う地下水利用の増加、これに伴う地盤沈下の発生 

温暖化による影響として、渇水に伴う地下水利用の増加と、これに伴う地盤沈下の発生が予測

されている。これに対する対応策として、雨水利用が考えられている。雨水の利用を促進するこ

とは、地下水への涵養量を減少させることになり、トレードオフの関係にあると言える。地下水

涵養と雨水利用を適切に行うためには、地下水の水源涵養域の設定など、水資源の管理が必要と

なる。 
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5-4  段階的な取組の必要性 

温暖化による影響に対応するためには、緊急避難的に実施する適応策と、その後の恒久的な適応

策に分けて段階的に実施することも必要である。 
例えば、緊急避難的にコンクリート擁壁で防護し、その後より環境への負荷の少ない恒久的な手

法を採用するなど。 
 
5-5  対策の優先順位のつけ方 

予測される影響に対して、実際に対応策を検討し実施する場合、優先順位をつけることが必要と

なる。この検討にあたっては、「影響の生じる時間（時期）」と「影響の大きさ」を評価の軸とし

た検討が必要となる。特に、影響の大きさについては、治水や健康、食料生産、生物多様性、生

活、文化など複数の分野間の大きさを比較検討できる手法が必要となる。 
また、対策の実施のための予算等の配分について、利害関係者間の合意形成も課題である。 
 
5-6  予測される影響に対する適応策の実施が困難な場合の対応 

温暖化によって、湖沼の水温の上昇や富栄養化の進展によるアオコの発生など、プランクトン相

の変化が捕食する生物の構成を変えることによって、湖沼内の生態系の構造が変化することが予

測されている。この他に、湖沼や海洋の鉛直循環の消失(停滞)による湖底の二枚貝や底生の魚類の

減少などの影響が考えられている。これらの影響は、水質（健康）、生物多様性、水産などの分野

に大きな影響を及ぼすが、根本的な適応策の実施が困難又は不可能な分野となっていると考えら

れる。このような分野に対する技術開発が必要である。 
生物多様性の分野については、生物の生息範囲に変化(移動)が生じることが予測されている。こ

れらに対する適応策としては、気候の変化に対応して生物が移動できるようなルート（コリドー）

の整備や生息の拠点となる環境の整備等を行うことが考えられるが、これらに適切に対応するた

めには、生物相の変化の正確な予測が必要である。 
 

5-7  許容されるリスクやハザードの決定（合意形成） 

温暖化による影響に対して、どの程度の水準の対応策をとるのかを決定するためには、利害関係

者間で許容されるリスクやハザードの大きさや頻度を決定することが必要である（ライフスタイ

ルの選択も含め）。例えば、洪水をある程度許容する社会として、高床式の住宅を建設するなど。 
温室効果ガスの排出を抑制するための社会を実現するためにも、「原子力や高度な技術開発に依存

する」～「再生可能エネルギーを中心に自然と共生する」までいくつかの選択肢がある。 
 
5-8 気候変動対策に対する土木分野の責務 

気候変動への対策としての緩和策と適応策には、土木分野が関わるものが広範に含まれる。そう

した意味では、気候変動問題は土木分野に新しい課題と使命を投げかけている。 

1) 温暖化対策の目標は、国連気候変動枠組み条約にあるとおり、気候変動の進行を危険な水準

以下に抑えることに据えるべきである。そのためには、現在現れつつある気候変動の影響を

避けるための適応策と CO2排出削減の緩和策の 2 つの柱がある。この 2 つの対策の適切な組
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み合せ（ベストミックス）が必要であり、その具体化のために、緩和・適応策ベストミック

のあり方に関する研究が必要である。 
2) 温暖化の影響はあらゆる分野に及び、対策には社会全体の行動が必要であることを考えると、

温暖化対策を社会経済政策の主要な政策分野の中に組み込むことが必要である（適応策の主

流化）。そのため、各分野においてどのような取り組みが必要かを明確にする必要がある。 
3) 土木分野の対象（インフラ施設とその運用システム、国土・地域づくり）は寿命が長く、一

旦建設したら長く存続することに特徴がある。そのため、土木分野は、緩和策の目的である

「低炭素社会」「低炭素地域」づくりと適応策の目的である「長期的に安全・安心な国土」作

りの両方に密接に関係している。これらの実現に貢献するため、土木学会のあらゆる分野を

結集して長期的にこの課題に取り組む体制を整える必要がある。 
4) 緩和策と適応策に対してともに有効な一石二鳥の対策を生み出すべきである。また、個別の

対策においても、両者の相乗効果や生態系の維持・保全や地域社会の問題克服に対して複合

的な効果（コベネフィット）を持つものが望ましい。人口減少・高齢化社会を迎え、公共投

資の伸びが期待できない制約の中で、社会基盤施設の設計・建設・運用のあり方についてさ

らに研究を進めるべきである。 
5) 中国やインド、ブラジルなど新興国を含む途上国からの CO2 排出は、先進国のそれを上回

り、今後大きく増加すると予想される。そのため、途上国における排出対策が極めて重要で

あり、ポスト京都議定書の新しい国際枠組みでは、途上国の参加が不可欠である。一方、影

響の観点から見ても、より厳しい影響が現れるのもインフラ施設の整備が遅れている途上国

である。大きな災害被害や食料危機、環境難民の発生は国際的な不安定をもたらす要因にも

なる。そのため、途上国では、経済開発政策の中に気候変動への適応策を組み込んで、気候

変動への備えをはかるべきである。こうした取り組みに対して、土木分野は積極的に貢献す

べきであり、そのための行動計画を策定すべきである。 
 
参考文献 

藤原 拓・渡辺義公・船水尚行・村尾直人，2008：環境工学委員会における地球温暖化問題への

取組、第 16 回地球環境シンポジウム講演集、pp.1-3． 
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第３編 地球温暖化に対する緩和策 
 

１ はじめに 

 

1-1 温室効果ガスの排出と緩和策 

 気候変動の原因となっている温室効果ガスには二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素(一酸化二窒素)、

ハロカーボン類などがある。二酸化炭素以外の温室効果ガスは、地球温暖化ポテンシャル(GWP)

によって二酸化炭素相当の量に換算できる。IPCC1)によれば、2004 に排出された温室効果ガスの

比率は、化石燃料の燃焼による二酸化炭素が 59.4%、森林破壊やバイオマスの分解による二酸化

炭素が 17.3%、メタンが 14.3%、亜酸化窒素が 7.9%、ハロカーボン類が 1.1%などとなっている。 

一方、わが国の温室効果ガス排出 2)の気体別の内訳を見ると、二酸化炭素が 95.0％、次いで、

亜酸化窒素 1.9%、メタン 1.8%、ハロカーボン類 1.3％となっている。エネルギー消費の圧倒的多

さが農業活動などによるメタンや亜酸化窒素の生成を大きく上回っている結果であり、農業活動

の低い先進工業国の典型となっている。部門別に見れば、図 1-1 に示すように、概略で製造業（廃

棄物を含む）が 5割、家庭と業務で 3割、運輸が 2割である。京都議定書の基準年である 1990 年

からの増加分を比較すると図 1-2 のようになり、部門によって大きい違いがある。産業部門は減

少しているのに対し、運輸部門、家庭部門、業務部門は大きな増加を示している。これらは、日

常生活に関連する部門であり、われわれの生活の場と、ライフスタイルやビジネススタイル、社

会を担う商業やサービス業活動がエネルギー多消費型に変化したことが原因である。これらを変

革していくことが緩和策、すなわち温室効果ガス削減策として重要となる。 
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図1-2. 日本の部門別CO2排出量変化（1990年から2006年まで）
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図1—1. 日本の部門別CO2排出量(2006年)  
 
 二酸化炭素排出削減のための基本的な戦略は、化石燃料の消費を抑制し排出する温室効果ガス

を減少させることにあり、そのためにはエネルギー消費量を抑制することと、エネルギーあたり

の炭素排出量、すなわち炭素強度の低いエネルギーに転換し、さらに実質的な二酸化炭素排出量

を伴わない再生可能エネルギーを創出することが必要である。 
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1-2 温室効果ガスの排出と土木 

 産業、運輸、業務、家庭のすべての部門の二酸化炭素排出に土木は関連を持つ。 
産業部門の二酸化炭素排出量には、エネルギー消費に伴って排出する分に加えて、セメント製

造など、製造プロセスにおいて排出する二酸化炭素も含まれる。この製造プロセスの排出も含め

た全排出量に対して、建築を含む建設業からの排出は 2.4％となっている。しかし、建設業が誘発

する産業部門の二酸化炭素排出はそれだけに留まらず、建設業で用いられる素材の製造に伴い二

酸化炭素が排出される。とりわけ鉄筋コンクリートの材料である鋼材とセメントは二酸化炭素多

排出型の材料である。業種別で見れば、鉄鋼業の二酸化炭素が全産業の排出量に占める割合は

33％、窯業土石業は 17%となっており、それぞれ第１位、２位の排出量になっている。もちろん

これら鋼材とセメントは土木事業のみのために製造されるのではないが、これらの製造がもたら

す二酸化炭素の大きさは土木事業として意識すべきである。これら材料由来の二酸化炭素排出の

把握はライフサイクルアセスメント(LCA)によって行うことができ、それについては第２章で述

べる。 
運輸部門の二酸化炭素排出は、直接的には自動車など運輸機器の効率に依存するところがある

ものの、根本的な排出原因となる人と物の移動については土木が本来的に深い関わりを持つ分野

である。交通機関分担と施設の整備のみならず、国土計画、都市計画が運輸部門の交通手段と交

通量を根本的に支配する。これらについては、第３章で述べる。 
長期的に二酸化炭素の大幅な削減をめざしてさまざまな対策を導入していく場合、それは単に

技術を導入することに留まらず、制度の変更、経済的なインセンティブの付与や社会の誘導など

が必要になってくる。それらが実際に行われる場は、都市や農村であり、地域単位で低炭素の戦

略を立案し実現する中で土木は社会工学として重要な役割を果たす。とりわけ、実際の緩和策を

実行していく際には政策主体としての自治体の積極的な関与が必要であり、長期的な視点が求め

られる。この点については第４章で述べる。 
家庭部門及び業務部門からの排出は、直接的には建築物からの排出であり、建築分野で緩和策

について多くの検討が行われている。しかし、実際の地域や都市においては建築単体の対策のみ

ならず、適切な地域への地域冷暖房の導入など、面的な対策を講じていかなければならない。さ

らに、家庭部門、業務部門の活動からは単にエネルギー消費に伴って二酸化炭素が排出されるの

みならず、熱や廃棄物の排出も生じる。熱の排出はヒートアイランドの形成に直結し、廃棄物の

排出はさまざまな廃棄物問題を引き起こす。しかし、その一方で排熱の有効利用、廃棄物の有効

利用を進めることによって温室効果ガスの排出を抑制することが可能になる。これらのいわば「代

謝システム」を合理化することは、従来から土木工学の一環として取り組まれてきたところであ

る。詳しくは第５章で述べる。 
通常、部門別の温室効果ガス排出を図 1-1 のような形で示すときには、電力に伴って生成する

二酸化炭素はそれぞれの需要部門に割り振られる。従って、発電部門はすべての部門の排出量に

直接的な影響を与える。電力の炭素排出原単位を低下させる根本的な方法はエネルギー源の選択

にある。古典的な再生可能エネルギーである水力のさらなる活用、炭素中立で二酸化炭素の排出

を伴わない再生可能エネルギーの導入や原子力発電においては土木は重要な役割を担う。これに

ついては第６章に述べる。 
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先に述べたように、二酸化炭素以外の温室効果ガスの寄与はわが国全体としては小さいが、土

木分野に関連がある温室効果ガスとしては、下水道分野において下水汚泥の焼却と排水処理に伴

って生成する亜酸化窒素、排水処理から生成するメタンがある。また、わが国においては廃棄物

の埋め立て比率が低いものの、世界的には埋め立て処理が行われているところが多く、このよう

な場所ではメタンが生成する。下水道事業から発生する温室効果ガスは二酸化炭素換算で約 700
万トン（2004 年現在）3)であり、日本の総排出量の 0.5%であり、一つの事業の排出量としては小

さくない。また、下水道事業は自治体によって運営され、そのため自治体自身が排出する温室効

果ガス排出削減の対象となるが、多くの自治体では自治体の事業の最大を下水道が占めている。

下水道からの排出の特徴は亜酸化窒素の比率が高いことで、汚泥焼却に由来する亜酸化窒素の寄

与が 30%、水処理における亜酸化窒素の生成が 11％（2002 年現在）4)と、推定されている。 
 土木に関連して排出される温室効果ガスは、①土木施設の運用による排出、②土木材料由来の

排出、③提供される土木構造物が誘発する排出、に分けられる。①の典型は発電所、下水処理場、

浄水場、であり、これらの運用時に伴う温室効果ガスの排出は大きい。②の典型はセメントと鉄

の利用によるものである。③は建造された道路を自動車が走行することによる排出、などである。

このように土木事業は温室効果ガスの排出に複雑な関わりを持つが、このことはまた削減の可能

性が大きいことを示す。産業連関表を用いた漆崎ら 5)の分析によると、建築も含む建設分野が原

因となって生じる二酸化炭素排出量が日本全体に対して占める比率は 1995 年現在で 40%を超え

るものと推定されており、その削減ポテンシャルが大きいことが示唆されている。土木構造物の

建造を行うか否かの検討、設計方式、設計基準、技術開発によってこれら①から③の排出量を減

ずることができるわけであるから、これらの排出を土木事業との関連でとらえて、削減策を検討

することは有意義である。 
古くから水力発電に代表されるように再生可能エネルギーの開発を土木は担ってきた。今日、

古典的な水力から新たな再生可能エネルギーの獲得と創造にその技術を生かすことが求められて

いる。 
 
1-3 わが国における削減対策計画と土木事業 

今日、温室効果ガスの削減のための省エネルギーや再生可能エネルギーの開発と普及が強力に

推し進められており、世界的にも、またわが国においても経済の活性化の策としても考えられる

ようになってきた。温室効果ガスの削減策としてはさまざまな技術の導入、社会の変革、政策の

実施等多様なものがある。それらを統合的に進めていくことが、短期的にもまた長期的にも必要

である。ここでは、そのような統合的な対策計画の内容に土木がどのような関わりを持つかをい

くつかの計画を参考にして、見ていきたい。 
 

 (1) 京都議定書目標達成計画 

2008 年から 2012 年の 5 年間を第一約束期間とする京都議定書に向けての達成計画が、2005
年 4 月に策定され、2008 年 3 月には全面的に改定された 6)。ここに示されている対策は、基本的

に短期のものであり、技術的には見通しがついているものである。 
図 1-3 にエネルギー起源の二酸化炭素排出削減の対策の一覧を示す。この図の中で、土木事業

が関連を持つ対策については印を付した。実に多数の対策に土木事業が関わっていることがわか
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る。これらの主なものについて、以下に示す。 
本達成計画では、部門別計画を横断的に束ねるものとして、全体として「低炭素型の都市・地

域構造や社会経済システムの形成」を大きな目標として掲げている。その中で、「Ａ．低炭素型の

都市・地域デザイン」として、エネルギー需要密度の高い都市部を対象にして、エネルギーの面

的利用やヒートアイランド対策等により都市のエネルギー環境を改善するとともに、住宅・建築

物・インフラの長寿命化を進めること、また、都市機能の集約等を通じて歩いて暮らせる環境負

荷の小さいまちづくり（コンパクトシティ）を実現することを目標としている。これらは、短期

的というよりは、中・長期的対策であり、地区、地域、国土規模での計画に反映されるものであ

る。具体的には①集約型・低炭素型都市構造を実現して、公共交通機関を有効に働かせ、未利用

エネルギー活用し、さらに施設の長寿命化を図ることによって LCA 的な意味での排出を削減する

こと、②街区・地区レベルにおける面的な対策では、再開発の機会にさまざまな対策を地域全体

として導入していくことがめざされている。③エネルギーの面的な利用の推進では、未利用エネ 
ルギーや再生可能エネルギーの利用を、複数連携させることによって効果を挙げていくことをめ

ざしている。緑化等ヒートアイランド対策による熱環境改善を通じて都市の低炭素化をめざして

いる。 
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図1-3. 土木が関連するエネルギー起源二酸化炭素対策と土木の関係
（図中の 印は関連が深い対策。京都議定書目標達成計画改定版（2008年3月）
中の<表6.エネルギー起源二酸化炭素に関する対策の全体像>を加工）  

 
また、「Ｂ．低炭素型交通・物流体系のデザイン」では①低炭素型交通システムの構築、②低炭

素型物流体系の形成などが課題となっている。 
 一方、部門別の対策の中では、建設施工分野における低燃費型建設機械の普及が直接的な土木

工事にかかわるものとして挙げられ、上下水道・廃棄物処理における取組として、省エネルギー

と再生可能エネルギー導入、汚泥から生成する消化ガスの活用、下水熱の活用、廃棄物発電のさ

らなる普及などが挙げられている。 
二酸化炭素以外の温室効果ガス削減には、直接埋め立てされる廃棄物を削減することによるメ

タンの排出削減と前述の下水道からの下水汚泥焼却改善が亜酸化窒素の削減策として挙げられて

いる。 
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 (2) 2050 日本低炭素シナリオ 

国立環境研究所が中心になって、将来の社会像の想定の下に長期的な社会の変化を織り込んだ

上で 2050 年におけるわが国の温室効果ガス削減可能性を示すことを目的として「脱温暖化 2050
プロジェクト」7)が行われている。その一環として 2050 年時点の温室効果ガス排出量を 1990 年

に比較して 70％削減する可能性を示し 8)、またそのような大幅削減を実現するための 12 の方策

を示している 9)。 
 ここでは、2050 年時点の社会シナリオとして二つの可能性を考えている。一つは、活発で競争

と技術志向の社会であり、大都市部に人口が集中する。もう一つはゆとりのある分散居住の社会

である。いずれの社会像を想定しても、省エネルギーとエネルギー源の炭素強度の低下によって

1990 年に比較して 70％の二酸化炭素排出削減が 2050 年に可能であることを示している。これら

の社会を実現するためには土木が大きな役割を果たすことは言うまでもない。 
 図 1-4 はそこで示されている 12 の方策と各部門における効果の関係を示したものである。この

中で、運輸部門、まちづくり、エネルギー転換部門へのさまざまな方策に土木分野は積極的にか

かわることが期待されている。 
 

 

 

1-4 土木の果たすべき役割 

土木は、寿命が長いインフラを通じて実際の社会を形作っていく役割を担っており、とりわけ

中・長期的に大きな役割を果たすことが期待され、先進的に低炭素社会形成に取り組んでいくこ

とが必要である。大きく言えば、人間が生活する都市自身も、土木事業によって形成されるもの

であり、その都市の作り方によって温室効果ガスの排出量が変化する。 
また、研究面としての土木は大きな広がりと深さを持っており、単に土木事業に関連するもの

のみならず、気候変動問題のほとんどすべての領域を研究対象としている。緩和策に関するもの

で言えば、さまざまな対策の連携、シナリオ研究、政策、産業構造変化、社会的な要員、経済的

な側面など、ほとんどすべての課題に対して研究が展開されている。これについては第７章で述

べる。 
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２  建設事業由来のライフサイクル的な CO2 削減 

 
2-1 はじめに 

土木事業における建設行為から直接排出する二酸化炭素は重機や輸送における燃料由来が主に

なっている。しかし、土木事業が誘因となって排出する二酸化炭素はこのような直接排出に留ま

らない。土木事業よりも上流側のセメント・鉄の生産に伴う二酸化炭素排出は非常に大きい 1-3)。

産業連関分析によるCO2排出原単位を用いて誘発分まで含めた建設事業のCO2排出量を求めると、

日本全体の CO2 排出量の 9.2％を占めることがわかる。また、上下水道システムのように建設時

以上に運用時に CO2排出量を発生するインフラもある。さらに、交通システムのように、運用時

の環境負荷発生構造を長期間にわたり規定するインフラもあり、土木事業の CO2排出量への実質

的な寄与はさらに大きいと考えるべきである。 
このように、誘発的な CO2排出を含めて建設事業の環境負荷を評価することは極めて重要であ

り、ライフサイクルアセスメント（LCA）はそのための有効なツールである。 
 

2-2 土木学会における LCA 手法の検討経緯 

LCA の発想は、元々さまざまな消費財や工業製品を念頭に生まれたものであるが、その考え方

や手法を、土木構造物や施設、あるいはそうした施設の集合体としての地域や都市に対して適用

するための手法については、90 年代前半から検討されてきた。そこでは、建設事業の次のような

特徴を考慮した上で、LCA の手法開発、原単位整備、事例研究等が進められてきた 4）。 
①施設の寿命が 20～30 年、あるいはそれ以上長いこと 
②工場において製造される規格品と異なり、オーダーメイドの面が大きいこと 
③実際に発生する環境負荷及びそれによる環境影響の地属性が大きいこと 
④構造物の整備によって他の社会システムにも影響を及ぼすこと 
⑤代替案との間で得られる便益が異なるため、厳密な機能単位の統一が困難なケースが多いこ

と 
地球環境委員会においては、1994-96 年度に小委員会を組織し、建設事業の LCA について網羅

的、体系的に調査研究が進められた 5)。そこでは、共通データとしての二酸化炭素排出原単位の

検討と、LCA 試算の蓄積が進められた。これらの成果は、環境パフォーマンス評価研究小委員会

の成果と合わせた形で、2000 年に出版された 6)。 
また、環境システム委員会のメンバーが中心となって、1996-1998 年度の文部省科学研究費プ

ロジェクト「社会資本整備に係わる LCA 手法の体系化と環境評価の総合化」として、建設事業の

LCA 手法が意志決定支援ツールとして発展・定着するための総合的検討がなされた 7）。CO2、LCE、

NO2、SO2、COD、BOD、T-N、T-P、SS の各原単位が整理されたほか、多くの事例研究が蓄積

された。また、意志決定への LCA の反映のため、環境資源勘定や費用便益分析などとの融合方法

が検討された。なお、この成果についても上梓されている 8)。 
同じく、環境システム委員会では 1999 年から環境評価小委員会を組織し、LCA も含めた様々

な環境影響評価手法を対象に、環境を費用・便益も含めて多面的に評価する研究の現状、問題点、

今後の方向性が検討された。2002 年５月のシンポジウム「環境の評価システムの理論と実践につ

いて」において、成果が報告された 9）。 
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これまでの LCA 研究の知見からは、建設事業由来のライフサイクル的な CO2を削減するため

には、次のような視点が必要であるといえる。第一に、土木構造物のライフサイクルのどのステ

ージ、どの過程から CO2発生が多いのかを正確に把握することである。第二に、複数の建設資材、

工法、構造方式を LCA によって比較することで、より CO2 排出の少ない選択肢を提示すること

である。第三に、土木構造物の構想段階に LCA を反映させることで、より CO2 排出の少ない社

会システムを形成することである。以下、この３点に即して、研究動向及び成果を整理する。 

 

2-3 土木構造物のライフステージ別環境負荷 

土木構造物には、ダムやトンネルのように、建設時に多くの資源・エネルギーが投入され、そ

の後は長期にわたってあまり保守を必要とせずに供用されるものと、上下水道のように運用段階

で多大な資源・エネルギーを要するものがある。これはライフサイクルに注目することで明らか

になることであり、土木構造物の環境負荷を評価する際にそのライフサイクル的視点が重要であ

ることがわかる。つまり LCA により、土木構造物のライフサイクルにおける環境改善余地を特定

でき、環境改善のボトルネックが明らかになることで、技術開発あるいは制度改善に向けた戦略

立案につなげることができる。 
例えば、図 2-1 はトンネルと下水道終末処理場の CO2排出構造を比較したものである 6)。トン

ネルは建設時の資材生産過程からの排出が大半を占め、解体を必要としない。一方、下水道終末

処理場では、運用段階で多量にエネルギーを消費することから CO2の大半の排出がある。また機

器の寿命が相対的に短いことから、廃棄過程も無視できないことがわかる。 
 

 
図 2-2 は、ニュータウン造成の CO2排出量の内訳である 10)。最も大きな比率を占める材料をさ

らに細分化すると、図 2-3 のようになる。この分析から、平板ブロック・石積ブロック、セメン

ト、生コンなどのセメント製品の使用量の削減が CO2排出量軽減には重要であることがわかる。 
道路については、効率的な道路整備により渋滞が緩和することで自動車の走行速度が向上し、

その結果 CO2排出が減少する一方、道路整備に伴い新たに発生（誘発）する自動車交通（走行量）

も存在し、これによって CO2排出量が増加するという面もある。さらに、例えば東京 23 区で年

間１km 当たり約 760 時間の路上工事が実施されているが、路上工事による渋滞は CO2排出の大

きな要因となっていることも指摘されている 11)。そこで、工事事業者間の調整や情報開示等によ

り路上工事の縮減に取り組むことで、最大 10 万 t/ 年の削減を目指すとされている 11)。 
 

 
図 2-１ ライフステージ別の CO2排出量比率の比較 6) 
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2-4 LCCO2の削減ポテンシャル 

建設事業の LCA の第２の役割としては、複数の建設資材、工法、構造方式を比較することで、

より CO2排出の少ない選択肢を明示することである。これにより、材料、工法、構造等に関する

複数の代替案の中から最適解を見つけ出すことが可能となる。 
コンクリート委員会では、省資源・省エネルギーなど環境に配慮したコンクリートの開発と利

用を促進するために、1997 年にコンクリート資源有効利用小委員会が設置された。1999 年には

コンクリートの環境負荷評価研究小委員会（1999.12～2004.9）が設置され、環境負荷の観点から

コンクリートの性能を評価する手法について調査研究を進めてきた。さらに、環境負荷評価が実

務の中で適用されるためには、具体的な評価システムの構築が必要との認識から、コンクリート

標準示方書の現行体系である性能照査型規定を環境に拡張適用するために、示方書小委員会環境

側面検討部会（2003.9～2005.3）が設置され検討が進めてきた（図 2-4）。これらの成果は、報告

書や指針という形で出版されている 12-14）。 
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図 2-2 ニュータウン造成工事からの 図 2-3 ニュータウン造成時の 
CO2排出量の内訳 10) 材料由来の CO2排出量の内訳 10) 

 
図 2-4 コンクリート構造物の設計と環境性能照査指針の位置づけ 14） 
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一方、舗装の分野においては公共工事が大きな割合を占めており、現在 LCA に効果のある再

生材の利用を義務化していることから、アスファルト舗装の再生率が 99%に達している。舗装工

学委員会舗装環境小委員会においては、これらの効果を明確にするため、現在、環境適合設計の

舗装分野への導入に関する研究を行っている。 
公共工事におけるグリーン購入法特定調達品目選定のための評価基準に LCA 手法を導入する

ことも、CO2 削減のためには非常に有効となる。例えば、北九州市では、建設リサイクル資材の

評価手法として、簡易 LCA 手法を用いた環境側面の評価と、機能、価格の側面をも考慮した総合

評価手法を開発し、すでに実際の採用基準に採用している 15)。 
また、環境システム委員会環境評価研究小委員会においても、国土交通省の下に設置された委

員会を引き継ぐ形で、2008 年 1 月から評価基準に LCA を導入する手法を検討している 16)。図 2-5
に、LCA 手法導入後の特定調達品目の環境評価イメージを示す。 

 

 

 

2-5 意志決定への LCA の反映 

建設事業の LCA の第３の役割としては、構造物単体ではなく複合システムとしてのインフラ

に LCA を適用し、CO2排出量の少ない都市・社会システムを形成するための選択肢を示すことで

ある。この観点からの研究は、近年盛んに取り組まれつつある。 
環境システム委員会都市資源循環システム研究小委員会では、都市の資源循環システムの望ま

しい将来像を提示するとともに、このゴールに向かってどのようにシステムを再構築するかの道

筋を示すことを目的に 2004 年より検討を進め、LCA を用いた各種シナリオ分析の結果を提示し

た 17）。他に、水循環システム 18）、都市構造 19）、交通システム 20）、ディスポーザー21)、バイオガ

スプラント 22）、下水熱利用地域冷暖房システム 23)などに LCA を適用し、シナリオ分析を行った

研究例がある（図 2-6～2-9）。また、LCA を組み込んだ環境シミュレータの開発も進んでおり、

一般廃棄物処理システム処理の多様なシナリオを対象として、CO2、エネルギー、コストを評価

するシステム 24）、都市から発生する一般廃棄物・産業廃棄物全体を既存産業施設においてリサイ

クルするケースを想定し、望ましい廃棄物の投入範囲について LCCO2で評価するシステム 25）な

どが開発されている（図 2-10）。 
 

 

 
 

図 2-5 LCA 手法導入後の特定調達品目の環境評価イメージ 16) 
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政策の意志決定の場に LCA をより接近させるために、「2-4」で触れたグリーン購入の他、戦略

的環境アセスメント（SEA）、環境会計、費用便益分析における LCA の応用が検討されている。 
環境に影響を及ぼす政策や計画について、事業の実施段階ではなく、その構想あるいは計画の

段階で環境影響を評価しようというのがSEAである。これまでに廃棄物処理計画についてのSEA
が検討された経緯があるが 26）、LCA はそのための重要な分析ツールとなっている。都市あるは国

土の長期あるいは短期の整備計画を対象に、トータルで必要となるエネルギー消費、環境負荷発

生量を LCA 的に評価し、環境的に望ましい代替案の選定に役立てる必要があり技術的にも制度的

にも今後の整備が待たれる状況にある 27)。 
環境保全のためのコストとその効果を定量的に把握し、その結果を企業の会計システムの中に

取り入れるようとするのが環境会計である。もともとの環境会計は企業会計を対象とするもので

あったが、この概念を自治体の下水処理事業 28）や廃棄物処理事業 29）に応用することも検討が進

んでいる。その中で、環境負荷削減効果については、LCA による評価が有効であることが論じら

れている。 
さらに、近年ではプロジェクトの事前あるいは事後の事業評価が重要視されているが、その代
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図 2-6 都市空間構造改変施策実施に伴う 図 2-7 地下鉄・路面電車整備による LCCO2 

2036-40 年の LCCO2予測（①BaU、 変化（区間総需要 10 万人/日、 
④主要駅付近への住宅誘導）19） 鉄軌道への転換率 40％）20） 
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図 2-8 ライフサイクルシミュレーションによ 図 2-9 厨芥類の収集シナリオ別 
るシステムポーザー導入シナリオ別の CO2収支の内訳 22） 
LCCO2予測結果（シナリオ１：BaU、  
シナリオ２：2000 年以降単体ディスポ 
ーザー導入、シナリオ３：2000 年以降 
固液分離装置付ディスポーザー導入）21） 
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表的な手法である費用便益分析あるいは費用効果分析と LCA の融合も検討が進んでいる。例えば、

交通システム 20）やニュータウンにおける CO2削減策 10)などの研究事例（図 2-11）がある。 
また、慢性的な交通渋滞交差点における地下道建設を対象に、建設工事による環境負荷と渋滞

解消による環境負荷低減効果を評価し、初期の環境負荷（CO2, SOx, NOx）のペイバックタイム

を指標として建設工事の意義を評価した事例もある 30)。 
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３  国土計画とモビリティ由来の CO2 削減  

 

 日本の国土利用をどのように図り、かつ各土地利用を運輸部門のインフラストラクチュアによ

ってどのように結び付けるかは、CO2排出量の増減を大きく左右する重要な要因である。平成 20
年 7 月に閣議決定された国土形成計画（全国計画）にもみられるように、国土計画やモビリティ

由来の CO2排出量の削減可能性は小さくない。集約型都市構造の実現により、公共交通機関等の

利用促進が図られ、また、森林の整備・保全、都市緑化等の推進は、温室効果ガスの吸収源対策

となる。運輸部門においては、環状道路等幹線道路ネットワーク、高度道路交通システム

（Intelligent Transport System(ITS)）、Light Rail Transit(LRT)や Bus Rapid Transit(BRT)と
いった公共交通機関などインフラストラクチュアの整備、交通関連の対策、モビリティ・マネジ

メント、プライシング、環境的に持続可能な交通体系を実現する計画の推進などのマネジメント

により CO2排出量を削減できる。モーダルシフト等の物流体系のグリーン化も重要である。以下

では、国土計画とモビリティ由来の CO2排出量削減に関して、主要な緩和策について紹介し、そ

れらの効果に関して議論することとする。 
 
3-1 モビリティ由来の CO2削減 

 運輸部門は、自動車、鉄道、船舶、航空機、自転車、徒歩など交通手段別に捉えることができ、

それぞれインフラストラクチュア、車両・機材、交通主体、制度・政策といった内容が要素とし

て存在する。交通主体による意思決定の結果、フローとして人の流れ（旅客）とモノの流れ（物

流）が生じ、それぞれ地球温暖化問題と密接な繋がりがある。また、運輸部門からの温室効果ガ

ス排出量は、化石燃料の燃焼による CO2排出量が中心となるが、化石燃料消費量と CO2排出量が

ほぼ線形の関係となることを考えれば、運輸部門における取り組みは 1970 年代のオイルショッ

クの時代にまで遡ると言えよう。なお、自動車、鉄道、船舶、航空機それぞれの車両・機材に関

する単体対策を促進する制度・政策を整備することも極めて重要であるが、以下では、主にイン

フラストラクチュアと交通主体、およびこれらに関連した制度・政策に基づく CO2排出量削減を

中心に検討する。 
運輸部門からの CO2排出量削減を目的の 1 つとして、乗用車からバス、鉄道、非動力交通手段

への旅客の転移が図られている。CO2 排出量削減の程度は、バスや鉄道の乗車人員と一次エネル

ギー源に依存している。乗用車のバスと鉄道に対する人 km 当たりの平均エネルギー消費量は、

それぞれ西欧の大都市では 2 倍、5 倍、日本では 3 倍、6 倍であるが、米国では 0.85 倍、1.17 倍

である。米国のように、乗車人員が極端に低い場合には、バスや鉄道の方が人 km 当たりの平均

エネルギー消費量が高くなる場合がある。しかし、乗用車トリップが既存のバスや鉄道に転移す

る場合、バスや鉄道の乗車人員を増すことになり、乗用車トリップによる CO2排出量が削減され

るのに対して、バスや鉄道トリップが乗用車に転移する場合、乗用車トリップによる CO2排出量

が純増する点に注意する必要がある。 
バスや鉄道利用促進政策が採られた場合、どれ位の旅客が乗用車からバスや鉄道に転移するか

は重要な問題である。特に、新規の鉄道などがどの程度、以前の乗用車利用者からの転移を促し

ているかは重要な情報となるが、必ずしも蓄積が図られているわけではない。マンチェスターLRT
の調査結果では、旅客の 11％が、もし、LRT が無かったら乗用車を利用しているとしている。日
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本の新規鉄道やモノレールを対象とした調査によれば、旅客の 10～30％が乗用車からの転移であ

り、大多数の旅客は以前も既存のバスや鉄道ルートを利用していた。英国における調査でも、5
～30％と推定しており、もともと乗用車トリップのシェアが高い米国やオーストラリアにおいて

欧州よりも高い値が認められるとしている。発展途上国の都市においても、ほとんどが既存公共

交通からの転移トリップか、新たな発生トリップであると結論付けられている。 
とは言え、乗用車に対する交通代替手段を提供しなければ乗用車利用とこれに伴う CO2排出量

の削減を図ることができないのは明白である。1990 年代には欧州、米国等を中心として LRT の

復活が目覚しかったが、近年ではブラジルの都市を手本とした BRT への関心が高まってきている。

特に、運輸部門における最初のクリーン開発メカニズム（Clean Development Mechanism 
(CDM)）スキームがコロンビアのボゴタ BRT において認められ、さらに注目を集める結果とな

っている。また、LRT や BRT の利用を促進するために、これらの公共交通機関整備を鉄道駅、

バス停付近の都市開発と連携させる、いわゆる Transit Oriented Development(TOD)に関する検

討も重要である。 
 一方、どの程度、乗用車から非動力交通手段、例えば、徒歩や自転車に転移することにより CO2

排出量を削減できるかは地域条件に左右されよう。オランダやデンマークなど欧州の一部の国々

では、自転車利用の促進が大々的に行われている。日本でも、自転車に関わる道路交通法の改正

が行われたばかりであり、さらに自転車利用の促進が図られるものと考えられる。また、日本で

は、鉄道駅から自転車利用圏内に住んでいる人々が高い割合を占めており、自転車単独のトリッ

プのみならず、便利で安全な駅前駐輪場や自転車道を整備することにより、他の手段との組み合

わせにより非動力交通手段の利用を促進できるであろう。非動力交通手段利用の促進は、国民健

康の視点からも望ましいという議論も行われている。 
 カーシェアリングも、条件によってはかしこい自動車の利用方法を促し、もって自動車による

CO2排出量削減に寄与する場合がある。特に、電気自動車など既存のガソリン車と比較して CO2

排出量が格段に少ない車両を用いれば、大きな CO2排出量削減を見込むことができる。反面、電

気自動車などはエネルギー供給の面で既存のガソリン車よりも劣ることから、何らかのシステム

的な対応により、この点を補完することが必要となる。エネルギー供給の面で不利なことは、燃

料電池車、天然ガス車などにも当てはまる点であり、これらの車両に対するエネルギー供給シス

テムをどうデザインするかが課題である。 
1990 年代には、主に渋滞緩和を目的として交通需要マネジメント（Travel Demand 

Management(TDM)）が取り組まれてきたが、地球温暖化対策としての比重も増してきている。

前節で触れた乗用車から鉄道、バス、非動力交通手段、カーシェアリングなどへの転移促進の他、

時差通勤やフレックスタイムの導入、テレワークなど IT 技術による交通の代替、ETC、VICS、
信号制御の高度化など ITSによる道路交通の円滑化、などTDMには様々な内容が含まれている。

この内、情報提供、コミュニケーション戦略、教育手法の利用といったソフト対策は、ハード対

策を支援する目的にも用いられるし、効率的な運転スタイルの促進や乗用車利用の削減といった

人々の行動変化を支援する目的にも用いられる。よく組織されたソフト対策は低費用で乗用車利

用を効果的に削減できることがわかっている。インディビディアライズト・マーケティングと呼

ばれる、的を絞った、個人的な、カスタムメードなマーケティング手法は、乗用車利用の削減を

目的として、複数の都市で実施されている。オーストラリア、ドイツ、スウェーデンの都市にお
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いて、乗用車トリップ数をそれぞれ 14％、12％、13％削減することに成功している。トラベル・

フィードバック・プログラムは、オーストラリアの都市に適用され、自動車台 km を 11％削減す

ることに成功し、その効果には持続性があることが確かめられている。日本における行動プラン

を伴ったトラベル・フィードバック・プログラムの適用事例でも、乗用車利用が 12％、CO2排出

量が 19％削減されたことが報告されている。 
ソフト対策は、日本においては、特に、モビリティ・マネジメント（Mobility Management (MM)）

と表現され、主要な CO2排出量削減策の 1 つとして認識されている。モビリティ・マネジメント

は「人々の意識や行動の自発的変化を期待し，人々に大規模かつ個別的に働きかけるコミュニケ

ーションを主体とした交通政策」と定義されており、「一人一人が「過度に自動車に依存する習慣」

から「自動車や公共交通をかしこくを利用する生活」へと少しずつ変容していくこと」で環境な

どの改善が図られるものである。日本におけるモビリティ・マネジメントに関連する知見の蓄積

は、近年、目覚しいものがあり、居住地のみならず学校、職場において実施され、その長期的な

効果の検討、海外事例との比較などが行われている。また、実施のタイミングとして、自動車免

許の取得、居住地の変更などが注目され、その場合の実施効果が確認されている。 
エコドライブも重要な対策の 1 つである。自動車の燃料消費は運転の仕方により抑制すること

ができる。通常の自動車における燃費の良い運転の仕方としては、スムーズな加減速、低いエン

ジン回転数の維持、アイドリングストップ、最高速度の低減、適切なタイヤ圧の維持がある。欧

州や米国の研究結果によれば、エコドライブ訓練により 5～20％の燃費改善が可能である。また、

多くの場合、エコドライブ訓練による CO2削減費用はマイナス、つまり便益を発生すると報告さ

れている。エコドライブは訓練プログラムや車内装備の補助により実施され、大型貨物車から小

型乗用車まであらゆる種類の自動車に適用可能である。問題は、いかにドライバーを訓練プログ

ラムに参加させるか、そしてプログラム参加後、いかに効率的なドライビングを長期にわたって

維持させるか、という点にある。 
自動車の保有や利用に影響を与えるべく市場価格を変化させる一連のプライシングもまた重要

な対策の 1 つである。道路交通に関する典型的なプライシング手段には、燃料税、車両登録料、

保有税、通行料金、駐車料金などが含まれる。税、料金などは、政府の財源になると共に、交通

需要とこれに伴う燃料需要に影響を与え、CO2 排出量削減にも貢献する。また、税制を工夫する

ことにより、CO2 排出量の少ないハイブリッド車や小型車への保有シフトを促すことも可能であ

る。もっとも CO2排出量削減にのみ焦点をあててプライシングを議論することは少なく、大気汚

染、事故、混雑緩和など多様な目的の 1 つとして CO2排出量削減が存在する。近年の燃料税を中

心とした道路特定財源に関する議論にみられるように、道路交通に関する税制、およびその使途

をどのようにすべきかという点に関する検討は少なくない。様々なシナリオに対する自動車保有、

利用、CO2 排出量を含む様々な効果を計測し、比較検討するためには複雑なモデル分析が必要と

なる。先進国における価格弾力性に関する研究によれば、実質燃料価格の 10％の増加は、道路交

通による燃料消費量を短期的（1 年程度）に 2.5％削減し、長期的（5 年以上）に 6％削減する。

また、長期的にみて、交通需要に対する所得弾力性は燃料価格弾力性の 1.5～3 倍も大きいため、

燃料税や CO2税の効果を限定的なものとしている。プライシングの一形態とも捉えることができ

るエコポイント制度の導入可能性やその効果に関する検討も行われている。また、シンガポール、

ロンドン、ストックホルムに代表される都市部のロードプライシングの導入においても、CO2 排
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出量削減は重大な関心事となっており、ストックホルムのケースでは、都市圏で 3％程度 CO2排

出量削減すると想定されていた。 
道路や鉄道などの適切なインフラストラクチュアの整備も重要である。交通政策は、地球温暖

化対策のみならず、経済、社会、環境に関連する多様な目標を課されて展開されている。特に発

展途上国においては、CO2 排出量を増加させても、経済的、社会的目標から将来の交通需要に見

合う適切なインフラストラクチュアの整備を実施する必要が生じる場合もあろう。また、先進国

でも、前述のように都市部にロードプライシングを導入する場合には、環状道路等幹線道路ネッ

トワークの存在が多様で弾力的な料金設定を行う上で不可欠となる。交通のインフラストラクチ

ュアの整備評価に最もよく用いられる手法が費用便益分析であり、CO2 排出量は間接的には燃料

費用、直接的には CO2価格により評価される。その際、評価の対象範囲を適切に設定することも

重要である。異なる種類のインフラストラクチュアの整備を比較するマルチモーダル評価や異な

る整備計画を比較する戦略的評価の制度を充実させる必要がある。また、既存のインフラストラ

クチュアを最大限に活用するマネジメント施策も重要である。集中工事・共同施工の実施による

路上工事の縮減、ボトルネック踏切等の対策などにより CO2排出量を削減することができる。 
人の流れ（旅客）に対して、モノの流れ（物流）による CO2排出量の削減も重要である。トラ

ックから海運や鉄道へのモーダルシフト、国際貨物の陸上輸送距離の削減などの対策が考えられ

る。また、高速道路での大型トラックの最高速度の抑制も CO2排出量削減に寄与する対策の 1 つ

である。先進国の中で日本の旅客交通の人 km 当たりの平均エネルギー消費量はかなり低い水準

にあるが、貨物交通のトン km 当たりの平均エネルギー消費量は非常に高い水準にあるという事

実はあまり知られていない。先進各国の特徴や原単位のとり方にもよるが、物流における一層の

CO2排出量削減の可能性を十分に検討する必要がある。 
 

3-2 国土計画と CO2削減 

都市における土地利用計画と交通計画の適切な連携によりCO2排出量の小さい交通システムを

構築しようとする試みも検討されている。Newman, P. and Kenworthy, J.は、世界の 46 都市を

対象として、都市ごとの自動車交通への依存性の比較調査を行い、人口密度と 1 人当たりの乗用

車利用量との間の負の相関関係を見出し、土地利用計画と交通計画の連携のあり方に大きな示唆

を与えた。これ以外にも、都市の人口密度と 1 人あたりの自動車利用との間の相互関係を検討し

た例は非常に多くなっており、多くの場合、負の相関関係を確認している。しかし、米国では、

土地利用パターンの大体は既に定まっており今後の変化はわずかな部分にしか生じない、あるい

は、土地利用への選好よりも人々の行動への直接的な政策介入の方が影響を与えやすい、といっ

た反論も少なくない。また、交通行動に対する居住密度の弾力性は居住密度に依存し、ある閾値

以下では交通行動と居住密度の関係が見出せなくなる、1 人あたりの乗用車利用距離に対する人

口密度の弾力性は－0.15～－0.89 である、あるいは、交通行動に対する環境デザインの弾力性を

レビューしたところ、自動車利用距離と自動車トリップに対する密度の弾力性は、いずれもおお

むね－0.05 程度である、といった結論も得られている。 
米国の都市のほとんどは居住密度が 20 人/ha に満たず、他国の都市と比較して極端に居住密度

が低いことに留意する必要がある。日本の同様な研究例では、より高い弾力性が得られるようで

ある。土地利用と交通との間の相互関係、特に因果関係については、注意深く検討すべき点が少
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なくない。対策としては、住宅地を自動車交通への依存性別に詳細に分類し、それぞれの分類に

対して自動車依存性を減少させる対策を図ろうとするアプローチなどがある。また、都市計画規

制、交通施設整備により、望ましい土地利用と交通の相互関係を導こうとするアプローチも検討

されている。具体的な都市圏を対象に、直接間接に都市の人口密度を上昇させる政策の評価を行

なった事例も多く、東京都市圏や京阪神都市圏を対象とした分析例などがある。海外における都

市における土地利用計画と交通計画の適切な連携の好例としては、ブラジルのクリチバ、米国の

ポートランド、スウェーデンのストックホルムなどがある。もっとも、米国における反論にもあ

るように、土地利用計画と交通計画の連携だけでは、必ずしも交通行動変容を促すには至らない

という指摘もあり、前節で触れたようなソフト対策も必要である。 
 都市以外における国土利用も CO2 排出量削減に寄与する重要な要素である。日本の国土の約

70％は森林であり、温室効果ガス吸収源としてその適切な整備・保全が必要となる。また、今後

の人口減少に伴い、国土の都市的土地利用である住宅地やその関連土地利用はいずれ減少に向か

うものと考えられる。このような都市的土地利用の縮退は、集約型都市構造の推進によってさら

に加速する可能性が高い。その際には、CO2 排出量削減に資する縮退跡地利用のあり方を検討す

る必要が生じるであろう。緑地や水面の効率的な配置の検討の他、太陽光発電、風力発電など新

エネルギー供給、バイオマスの利活用の推進を国土利用にどう位置づけるかという点も重要な課

題となろう。制度的には上述の点を総合的に検討したうえで国土のグランドデザインを描くこと

も必要と考えられる。 
 最後に、国土利用やモビリティ由来の CO2排出量削減は国土計画、交通計画が取り組むべき多

くの問題の 1 つであり、常に他の問題とのバランスを検討する必要がある。特に、運輸部門は他

の部門と密接に結びついていることから、運輸部門のみで CO2排出量削減を図ることが他の部門

にとって必ずしも望ましくない結果をもたらす場合もあるであろう。また、自動車に依存せざる

を得ない状況にある地域や人々に対して、少なくとも短期的には、自動車の利用によりある程度

のモビリティ・ニーズを満たす必要もあろう。すなわち、環境的側面のみならず、経済的、社会

的側面から対象を吟味する必要があり、持続可能性の観点が非常に重要となる。 
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４  地域社会全体としての CO2削減～人口密度・交通需要・居住特性から考える 
 
4-1 はじめに 

2008 年，いよいよ京都議定書の第一約束期間がスタートした。日本の足元をみると，2006 年

度の温室効果ガスの排出量（確定値）1)は 1990 年比で 6.2%増加しており，削減目標の-6%との隔

たりは約 12%となっている。議定書達成に向けた努力を国レベルに加えて地域レベルでも加速し

なければならない。 
 一方，京都議定書は地球レベルの気候安定化に向けた国際約束の画期的な第一歩ではあるもの

の，長期的に必要とされている削減量と比べればその歩みは僅かなものに過ぎない。 
 そのような認識のもと，2050 年までといった長期では温室効果ガス排出量半減社会（低炭素社

会）の必要性は，科学的にも政治的にも大きな異論は少なくなりつつある。しかしながら，短中

期となると多くの国・地域が思い切った政策転換を躊躇しているのも事実である。バックキャス

ティングという思考実験は，このような現実の優柔不断さに楔を打ち込めるのではという期待も

背負いつつ注目を集めてきた。 
 そこで本稿では，低炭素地域社会の形成に向けた国内外の動向をレビューしたうえで，滋賀県

全体を対象としたバックキャスティング研究の成果を題材に，中長期的にみてどのような政策転

換が地域の交通部門や土地住宅部門において求められるのかを考察したい。 
 なお，地域社会全体の CO2削減といった場合，産業部門・業務部門や貨物交通部門の対策も重

要であるが，地域レベルの政策との関係性を考慮し，ここでは旅客交通部門や土地住宅部門に焦

点を当てることとする。 
 
4-2 諸外国での低炭素地域社会に向けた長期目標の設定 

 欧州においては近年，国レベルでの低炭素社会に向けた長期目標が設定されてきた。発展途上

国の排出量は 2050 年まで増加せざるをえないことを考慮すると，先進国には半減以上の削減が

求められることは必至であるため，表 4-1 に示すように 2050 年までに英国は 60％削減，フラン

スは 75％削減，ドイツは 80%削減を国家目標として掲げた（いずれも 1990 年比）。英国ではこ

の目標達成に向けた法制度の準備も進んでいる。 
 これら欧州 3 カ国の長期シナリオにおける交通部門の位置づけをみると，いずれも相当量の削

減が求められており，とくにフランスでは 2050 年の必要削減量の 5 割～6 割を交通部門が担って

いる。 
 

表 4-1  国レベルでの長期削減目標と交通部門の役割 
国 発表年 2050 年削減目標(基準年) 交通部門の役割 

イギリス 2) 2003 年 CO2排出量: -60% (1990) 2020 年目標達成に必要な削減量の 15%を交通部門がになう。

フランス 3) 2004 年 CO2排出量: -75% (1990) 2050 年目標達成に必要な削減量の 50~60%を交通部門がにな

う。 
ドイツ４） 2002 年 GHG 排出量: -80% (1990) 2050 年の交通部門のエネルギー消費を基準ケースから

39~51%削減。 
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表 4-2  都市・地域レベルでの長期削減目標と交通部門の役割 
都市/地域[国]， 発表年 排出削減目標(基準年) 交通部門の役割 

大ロンドン５) 

[UK] 
2004 年 化石燃料由来 CO2排出量 

 2010 年: -20% (1990)  
 2050 年: -60% (2000) 

2010 年目標達成に必要な削減量の 17%を

交通部門がになう。 

カリフォルニア州６) 

[USA] 
2006 年 GHG 排出量 

 2010 年:  0% (2000) 
 2020 年:  0% (1990) 
2050 年: -80% (1990) 

2020 年目標達成に必要な削減量の 46%を

交通・土地利用部門がになう。 

コネチカット州７) 

[USA] 
2005 年 GHG 排出量 

 2010 年:  0% (1990)  
 2020 年: -10% (1990)  
 長期: -75% (現状) 

2020 年目標達成に必要な削減量の 20％を

交通部門がになう。 

オレゴン州８) 

[USA] 
2004 年 GHG 排出量 

2010 年:  0% (1990) 
2020 年: -10% (1990)  
2050 年: -75% (1990) 

2005 年目標達成に必要な削減量の 23％を

交通部門がになう。 

ストックホルム市９) 

[スウェーデン] 
2002 年 GHG 排出量  

 2030 年: -20% (1990)  
 2050 年: -60～80%(1990) 

2030 年目標達成に必要な削減量の 52％を

になう。 

ミュンヘン市 1０) 

[ドイツ] 
2004 年 GHG 排出量 

 2010 年: -20% (1987) 
 2030 年: -50% (1987) 

交通部門では 2030 年までに 42％削減する

（1987 年比）。 

ベルリン市 1１) 

[ドイツ] 
2004 年 CO2排出量 

 2010 年: -25% (1990) 
 2020 年: -40% (1990) 
 2030 年: -50% (1990) 

交通部門では 2030 年までに 25％削減する

（1990 年比）。 

滋賀県 1２) 

[日本] 
2008 年 GHG 排出量 

 2030 年: -50% (1990) 
2030 年目標達成に必要な削減量の 29％を

交通部門がになう。 
豊中市 1３) 

[日本] 
2007 年 GHG 排出量 

 2020 年: -20% (1990) 
  2050 年: -70% (1990) 

交通部門では 2020 年までに 34%, 2050 年

までに 79%削減する(1990 年比)。 

 
 また，表 4-2に示すように都市や地域のレベルでも同様の目標設定や政策形成が進みつつある。

国レベルでは京都議定書を離脱している米国のいくつかの州においてもチャレンジングな目標を

掲げたことは注目に値する。このなかでの交通部門の役割をみると，目標達成に必要な排出削減

量の 2 割～3 割程度を交通部門が担っている地域が多い一方で，カリフォルニア州やストックホ

ルム市では必要削減量の約 5 割を交通・土地利用部門が担っており，この部門の大きな役割が期

待されている。 
 
4-3 日本での低炭素地域社会に向けた動き 

 このような諸外国での意欲的な目標設定と戦略策定が進むなか，日本では 2004 年度より国立

環境研究所 14)が中心となって研究プロジェクトを進めており，2007 年 2 月には 2050 年までに日

本の温室効果ガス排出量を 7 割削減（1990 年比）するために必要な対策群を定量的に提示した。

このなかで交通部門の位置づけをみると，必要削減量の 22%～23%を交通部門が担うこととなっ

ている。また，松橋ら 15)は同プロジェクトのなかで 2050 年の交通部門からの二酸化炭素排出量

を 7 割削減するための諸対策を検討しており，そのなかで 2020 年に向けて年間約 1%～1.5%のペ

ースで自動車交通量を抑制する必要性を指摘した。 
 一方，都市・地域レベルでは，2007 年度に滋賀県や豊中市で長期的な温室効果ガス排出の削減

計画・構想が策定された（表 4-2 参照）ほか，東京都や京都市，つくば市においても同様の検討
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が進んでいる。 
Shimada ら 16)は，滋賀県での 2030 年排出量半減シナリオ（以下「滋賀シナリオ」という）の

策定に研究面から支援したところであるが，その結果を端的に示したのが図 4-1 である。電源構

成の低炭素化や自動車燃費の向上など国全体での対策の削減寄与が多い一方で，環境配慮行動や

交通構造改革といった地域レベルでの取組みに依存する部分も相当あることを見逃してはならな

い。 

 

図 4-1 滋賀シナリオでの温室効果ガス排出量半減の内訳 
 
4-4 地域レベルでの交通・土地住宅部門の役割 

本項では上述した滋賀シナリオを題材として，地域の交通・土地住宅部門に求められる役割を

以下の手順で検討する。 
1) 温室効果ガス排出制約による地域の旅客交通需要面の制約 

2) 旅客交通需要制約による自動車の分担率やトリップ長の制約 

3) 自動車分担率・トリップ長制約からみた地域の人口密度レベル 

4) 人口集積を図るための地域の諸要因（雇用，地価，居住選好等） 

5) 地域のガソリン消費量の価格弾力性 

 

(1)地域シナリオからの要求 

 滋賀シナリオを現実のものとしていくためには，図 4-2 に示すように自動車の旅客交通需要を

成り行きケース(BaU)から 44%削減する必要がある。そのためには鉄道や自転車といった移動手

段への大胆な変更が求められる。 
このため滋賀シナリオでは，自動車のトリップ分担率を 66％から 46％に減らす一方で，公共

交通機関によるトリップ分担率を 25％から 37％に伸ばすことを対策目標として掲げた。この目

標が全国の交通機関分担の状況に照らしてどのような位置づけにあるかをみるため，日本の 275
市区町村における両者の分担率の関係を示したのが図 4-3である（2000 年前後の各都市圏のパー

ソントリップ調査結果より作成）。滋賀シナリオの要求を達成するには，図 4-3の近似曲線に沿っ 
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図 4-2 滋賀の将来の旅客交通需要に求められる抑制（交通機関別） 
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図 4-3 日本の市区町村の自動車と公共交通機関のトリップ分担率の関係 

 
た右下から左上への移行が必要となる。 

 
(2)交通負荷と人口密度・勤務地の関係 

このようなシナリオのもつ人口密度論的の意味合いをみるために描いたのが図 4-4 である（全

国 238 市区町村の 2000 年前後のデータより作成）。いくつかの先行研究 17)が指摘してきたように

可住地人口密度と自動車分担率は負の相関関係にあることは間違いない。滋賀シナリオからの要

求である自動車分担率の減少を実現するためには，可住地人口密度を現状の 1000～2000 人/km2

程度から 4000～5000 人/km2程度に増やすための政策と連携して公共交通機関や歩道・自転車道

の整備を進める必要があろう。 
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図 4-4 日本の市区町村の可住地人口密度と自動車分担率の関係 
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図 4-5 京阪神の市区町村での可住地人口密度と自動車平均トリップ長の関係 
 
 また滋賀シナリオは，平均トリップ長を 25％削減することも求めている。図 4-5は第 4 回京阪

神都市圏パーソントリップ調査から 190 都市の可住地人口密度と自動車平均トリップ長の関係を

示したものである。人口密度が 2000 人/km2以上の都市では自動車トリップ長はおおむね 8km で

一定であるが，2000 人/km2 未満の地域ではトリップ長が大幅に増加する市区町村が現れる。こ

のことから，自動車分担率に加えて自動車の平均トリップ長の観点からも一定の人口密度を必要

とすることが示唆される。 



71 

6.0 

7.0 

8.0 

9.0 

10.0 

11.0 

12.0 

13.0 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 

Population density （p/ｋ㎡）

A
ut
om

ob
ile
s'
s a
ve
ra
ge

 tr
ip
 le
ng
th
(k
m
/t
rip

)

 

図 4-6  滋賀県下市町での可住地人口密度と自動車平均トリップ長の関係 
 

表 4-3 CO2排出量/人・トリップと人口密度・他市町通勤率の関係（滋賀の市町） 

重回帰分析によるパラメータ推計 1

7.096 1.335 5.317 .000

.000 .000 .979 4.142 .001

-.006 .001 -1.035 -4.377 .001

(定数)

人口に占める他市町
村への通勤者の割合

可住地人口密度

B 標準誤差

非標準化係数

ﾍﾞｰﾀ

標準化係数

t 有意確率

従属変数: １人１トリップ当たりのCO2排出量, データ数: 17, 自由度修整済み決定係数: 0.532, F値: 10.6451. 

 

 

図 4-4 や図 4-5 は全国レベルや京阪神レベルでの実績から描いたものであり，ミクロな分析に

は地域特性を精査しなければならないのは当然であるものの，都市機能の集約と当該拠点への集

住の要求は滋賀シナリオのバックキャスティングからえられた重要な政策的含意である。 
さらに図 4-5の対象地域を滋賀県に絞って，35 市町における可住地人口密度と自動車平均トリ

ップ長の関係を示したのが図 4-6 である。データ数が減って明確な傾向を見出すには限界がある

ものの，可住地人口密度 500 人/km2前後の低密度地域を 1500 人/km2程度にまで高めればトリッ

プ長を 25%程度減少させることは可能であることが示されている。 
  つぎに，トリップ分担率とトリップ長により推計される人・トリップ当たりの CO2排出量に着

目して検討を進める。表 4-3 には，滋賀県下 17 市町における人・トリップ当たりの CO2排出量

を可住地人口密度と他市町村への通勤率によってどの程度説明しうるかを統計解析（重回帰分析）

した結果を示す。その結果，自由度調整済み決定係数は 0.53 で分散分析の結果 1%水準で有意な

モデルをえた。説明変数の影響をみると，可住地人口密度の標準化回帰係数は-1.04（1%水準で有

意）となる一方で，通勤者に占める他市町村への通勤者比率の標準化回帰係数は 0.98(1%水準で

有意)であることが示された。したがって人・トリップ当たりの CO2排出量を削減するには，人口
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密度と自市町での通勤者比率の両方を高めることが重要である。幸い滋賀は自市町や近隣市町へ

の通勤割合が多いという地域特性を有しており，このような特性を活かした長期的な人口・土地

利用政策の展開が望まれる。 
 
(3)DID 人口の動向と地価 

 前節で必要性を指摘した人口集積の実態をみるため，2000 年と 2005 年の国勢調査 18)から滋賀

県下市町の人口集中地区(DID)人口増加率を表 4-4に示す。大津市，草津市，栗東市といった湖南

エリアの中心地でこの 5 年間で約 10％の DID 人口増加率であるのに加え，それに隣接する守山

市，野洲市，湖南市では 5 年で約 20％の増加率となっている。製造業等が好調で利便性がよく，

不動産価格が割安なこれらの市の DID を求めて人口が集積しつつある現象と解釈できる。一方，

1980 年代～90 年代初頭に開発された郊外型住宅団地を要する志賀町では，2000 年からの 5 年間

で DID 人口が 6%減少している。 
 それでは滋賀県下の住宅地平均価格はどのような要因で決定されているであろうか。表 4-5 に

は DID 地区を有する 11 市町の 2005 年データをもとに住宅地平均価格の予測式を重回帰分析で

求めたものである。自由度調整済み決定係数 0.94 の 1%水準で有意なモデルとなっており，説明

変数の標準化偏回帰係数をみると DID 人口割合（市町の DID 人口/市町の総人口）は 0.50(5%水

準で有意)，自動車分担率は-0.84(1%水準で有意)，可住地面積当たりの新規住宅建築件数では

-0.39(5%水準で有意)をえた。この結果の因果関係論的な解釈には慎重な検討を要するものの，

DID 人口割合は高いが新規住宅建築件数は少なく，自動車分担率の低い市ほど住宅地平均地価は

高いという結果である。住宅地地価の高さは新規参入の障壁となる一方で，資産価値としては魅

力としての側面もあり，人口集積を促進するためにはそのバランスを考慮する必要があろうが，

今後の住宅・土地政策を進めるうえで留意すべき点であろう。 
表 4-4 滋賀県下の人口集中地区人口増加率(2000 年～2005 年) 

人口集中地区(DID)人口増加率(%) 市町名 
18-21%増加 守山，野洲，湖南 
7-11%増加 大津，長浜，草津，栗東，東近江 
2-5%増加 近江八幡，能登川，彦根 
1%増加 甲賀 
6%減少 志賀 

 

表 4-5 滋賀県下 DID 地区(11 市町)の住宅地平均地価の決定要因 

重回帰分析によるパラメータ推計 1

164609.413 26329.307 6.252 .000

53411.323 20423.860 .499 2.615 .031

-2085.717 362.338 -.843 -5.756 .000

-292.543 126.894 -.390 -2.305 .050

(定数)

DID人口割合

自動車分担率

可住地面積当たり
専用住宅立地件数

B 標準誤差

非標準化係数

ﾍﾞー ﾀ

標準化係数

t 有意確率

従属変数: 住宅地平均地価,データ数: 11, 自由度調整済み決定係数: 0.935, F値: 53.5681. 
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(4)人口密度別・住宅の建て方別居住選好の分析 

 以上の解析より，旅客交通起因の CO2排出量を需要側面から減らすためには，可住地人口密度

を高めることと自市町での勤務者割合を増やすこと（およびそのための就業先の確保）の必要性

が明らかになった。実際に滋賀の湖南エリアでは DID 人口は増加し続けており，これら DID が

居住者にとって魅力ある土地資産であり続けるためには，DID 人口割合を高め続け，自動車に依

存しないまちづくりを進める必要性も示唆された。 
本節ではさらに，県民の居住選好の観点からみた人口集積策を探るため，住宅需要実態調査 19)

のマイクロデータを用いて解析を進める。本調査は，全国約 87 千人を対象とした 187 項目の居

住実態や住宅・環境の評価に関するアンケート調査であり，ここでは滋賀県分(834 件）のデータ

を使って，可住地人口密度(-1000 人/km2，1000-2000 人/km2, 2000-3000 人/km2の 3 分類)や住

宅の建て方（戸建，集合の 2 分類）を順序従属変数とし，これを説明する居住特性（20 変数）を

明らかにするため順序回帰分析（プロビット分析）を実施した。 
まず，人口密度区分別の居住確率を分析した結果を表 4-6に示し，以下にその解釈を記述する。 
第一に，人口高密度地域(2000-3000 人/km2)に居住する世帯は，低密度地域の世帯に比べて，

一世帯あたりの人数は少なく一人当たり住宅床面積は狭い。第二に彼らは，買物・医療面での利

便性や近隣公園・遊び場の環境は享受しつつも，自然とのふれあいの面では不満をもっている。

第三に現在の住宅に対する総合評価は低くなっている。 
 

表 4-6 滋賀の人口密度別の居住特性 

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ推定値

-4.029 .929 18.796 1 .000 -5.851 -2.208

-2.453 .910 7.264 1 .007 -4.236 -.669

-.073 .095 .589 1 .443 -.258 .113

.136 .143 .910 1 .340 -.144 .416

-.338 .115 8.720 1 .003 -.563 -.114

.008 .129 .003 1 .953 -.244 .260

-.085 .142 .356 1 .551 -.364 .194

.028 .149 .036 1 .849 -.264 .321

.069 .118 .338 1 .561 -.163 .300

-.119 .129 .850 1 .357 -.373 .134

.390 .144 7.367 1 .007 .108 .672

.362 .127 8.072 1 .004 .112 .612

-.435 .140 9.720 1 .002 -.709 -.162

.006 .124 .003 1 .959 -.236 .249

-.292 .156 3.509 1 .061 -.598 .014

-.185 .146 1.596 1 .207 -.472 .102

.001 .095 .000 1 .988 -.185 .188

-.363 .076 22.777 1 .000 -.512 -.214

-.002 .007 .100 1 .752 -.017 .012

.067 .036 3.416 1 .065 -.004 .137

.000 .050 .000 1 .996 -.098 .099

-.046 .022 4.440 1 .035 -.089 -.003

-.019 .005 14.089 1 .000 -.028 -.009

.351 .269 1.709 1 .191 -.175 .878

人口密度ランク = 1

人口密度ランク = 2

しきい値

結露の有無

断熱建具の有無

住宅の総合評価

断熱性・気密性評価

住宅省エネ性評価

住環境の治安評価

住環境の騒音・大気評価

通勤・通学利便性の評価

買物・医療利便性の評価

公園・遊び場の評価

自然とのふれあい評価

空間のゆとり評価

まちの景観評価

近隣との関わり評価

住居費負担の評価

世帯人数

世帯主の年齢

世帯の年収

通勤時間

一人当たり都市公園面積

一人当たり住宅床面積

一人当たり大型小売店舗面積

変数

B 標準誤差 Wald 自由度 有意確率 下限 上限

95% 信頼区間

ﾘﾝｸ関数: ﾌﾟﾛﾋﾞｯﾄ,　有効データ数238, 適合度有意確率: 0.799, 疑似決定係数: 0.324  
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つぎに表 4-7 には，滋賀における戸建・集合住宅別の居住確率を分析した結果を示す。結果を

要約すると，第一に集合住宅に居住する世帯は戸建住宅の世帯に比べて，若くて世帯人数の少な

い層が多い。第二に彼らは，住宅の広さや騒音など近隣公害の面では我慢しながらも，大型小売

店舗等での買物の利便性には満足している。第三に集合住宅の世帯は，住宅の気密性・断熱性へ

の評価が高い。 
 

表 4-7 滋賀の戸建・集合住宅別の居住特性 

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ推定値

-7.986 2.547 9.830 1 .002 -12.979 -2.994

-.124 .022 30.653 1 .000 -.167 -.080

-.024 .056 .185 1 .667 -.134 .085

1.624 .650 6.246 1 .012 .350 2.898

.342 .205 2.796 1 .094 -.059 .744

.612 .428 2.042 1 .153 -.228 1.452

.156 .269 .336 1 .562 -.371 .683

-.896 .305 8.599 1 .003 -1.494 -.297

.003 .299 .000 1 .993 -.583 .588

.299 .363 .682 1 .409 -.411 1.010

1.127 .351 10.319 1 .001 .439 1.814

.131 .288 .206 1 .650 -.434 .695

-.658 .353 3.478 1 .062 -1.350 .034

-.090 .285 .100 1 .752 -.649 .468

.386 .332 1.349 1 .245 -.265 1.036

-.015 .286 .003 1 .957 -.577 .546

-.071 .334 .046 1 .831 -.726 .583

.028 .322 .007 1 .932 -.604 .659

.004 .237 .000 1 .987 -.460 .468

-1.625 .295 30.271 1 .000 -2.204 -1.046

-.082 .020 15.905 1 .000 -.122 -.042

-.082 .084 .938 1 .333 -.247 .084

-.025 .111 .052 1 .820 -.244 .193

戸建住宅or集合住宅しきい値

一人当たり住宅床面積

一人当たり都市公園面積

一人当たり大型小売店舗面積

結露の有無

断熱建具の有無

住宅の総合評価

断熱性・気密性評価

住宅省エネ性評価

住環境の治安評価

住環境の騒音・大気評価

通勤・通学利便性の評価

買物・医療利便性の評価

公園・遊び場の評価

自然とのふれあい評価

空間のゆとり評価

まちの景観評価

近隣との関わり評価

住居費負担の評価

世帯人数

世帯主の年齢

世帯の年収

通勤時間

変数

B 標準誤差 Wald 自由度 有意確率 下限 上限

95% 信頼区間

ﾘﾝｸ関数: ﾌﾟﾛﾋﾞｯﾄ, 有効データ数: 238, 適合度有意確率: 1.000, 疑似決定係数: 0.843  

これらの示唆を総合すると，製造業を中心とした産業活動が好調で今後も雇用増が見込まれる

湖南エリアの DID に，一定の広さと質を確保した集合住宅を整備・誘導し，琵琶湖など自然環境

とのふれあいを充実させながら，若年世帯層を受け入れていく方向性が浮かびあがる。このよう

な政策は，交通部門や家庭部門からの温室効果ガスの排出を長期にわたって軽減する観点からだ

けではなく，地域活性化や税収確保面からも有効ではないかと考えられる。  
 
(5)ガソリン消費の価格弾力性 

 滋賀シナリオでは，交通部門の対策はおもに輸送機器の効率改善と需要抑制を想定しているが，

ガソリン等自動車用燃料価格の消費への影響は織り込んでいない。しかし，当面継続することが

見込まれるガソリン価格の高値の影響は長期的には大きいと考えられる。 
 そこで 1990 年から 2004 年の石油情報センターのデータより滋賀でのガソリン消費の価格・所

得弾力性を分析した（表4-8）。自由度調整済み決定係数 0.76 の 1%水準で有意な結果をえており，

価格弾性値は-0.91（1%水準有意）となった。同期間の全国のガソリン消費に対する価格弾性値は

-0.43(5%水準で有意)であり，滋賀ではこの 2 倍の弾力性となっている。このことから，思い切っ

た自動車燃料税制の見直しにより，地域によっては長期的に大幅なガソリン消費削減が見込める

ことが示唆される。 
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表 4-8 滋賀でのガソリン消費の価格弾力性（1990 年～2004 年） 

重回帰分析によるパラメータ推計 1

851.965 148.021 5.756 .000

-2.741 .410 -.907 -6.683 .000

-.019 .040 -.065 -.480 .640

(定数)

ガソリン価格

一人当たり県民所得

B 標準誤差

非標準化係数

ﾍﾞｰﾀ

標準化係数

t 有意確率

従属変数: 一人当たりガソリン販売量, データ数:14, 自由度調整済み決定係数: 0.761, F値: 23.3221. 

 
 
4-5 まとめ 

本稿での低炭素地域社会の形成に向けた検討結果をまとめると，以下のとおりである。 

1) 地域社会で長期的に旅客自動車交通需要を大幅に削減するためには，自動車分担率と自動車

トリップ長の両方を削減する必要があり，そのためには，可住地人口密度を高めることに加

え，自市町村での通勤比率を維持・向上していくこと（企業の安定立地・誘致）も重要であ

る。 

2) 現実に，滋賀では DID 人口が 2000 年～2005 年の 5 年間で 2 割増加している市もあり，思い

切った政策誘導によりこのような人口密度目標を設定することは理不尽ではない。  

3) 人口に占める DID 人口割合が高く自動車に依存しない市ほど住宅地地価は高く，資産として

の魅力を維持しうるポテンシャルが高い。 

4) 高密度地域や集合住宅の居住者は，住宅の広さや自然へのふれあい面で不満をもっており，

自然環境へのアクセスを充実させながら，一定の広さと質を確保した集合住宅を整備・誘導

して人口を集積することは，温室効果ガス排出削減面のみならず税収面でも有効な政策とな

る。 

5) ガソリン消費に対する長期の価格弾性値は全国では 0.43 に対し滋賀では-0.91 と高く，地域

によっては自動車燃料税制の見直しにより大幅な燃料消費削減が見込める。 

 

以上述べてきたように，遠い将来のチャレンジングな目標を掲げることにより，過去の慣性や

目の前の問題をとりあえず捨象し，社会・経済の構造改革やそのための政策転換に道筋をつけよ

うというのがバックキャスティングの狙いである。ところが，バックキャスティングの結果とし

て求められる短中期的な改革（本稿では人口集積に向けた法制や税制の変更）には，結局のとこ

ろ現実のさまざまな障壁や抵抗が立ち塞がることになる。せっかくの長期からのバックキャステ

ィングが現実の壁に帰結せざるをえないジレンマにどう対処していくのか，今後とも議論を深め

ていく必要があろう。なお、本章作成にあたっては，国土交通省住宅局よりご提供いただいたデ

ータを使用しました。ここに記して感謝の意を表します。 
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５ 都市の代謝システムと温室効果ガスの排出削減 

 
人間活動からの代謝産物として出てくる廃棄物や廃水などは温室効果ガスの発生原因ともなる

が，これらからエネルギーを回収することにより温室効果ガス排出の削減に寄与しうる．例えば，

廃棄物や廃水の処理処分においては，収集，運搬や施設運用におけるエネルギー消費に伴う CO2

排出の他，焼却施設における化石資源由来のものの燃焼に伴う二酸化炭素(CO2)排出，埋め立て地

などにおけるメタン(CH4)排出や焼却や汚水処理プロセスにおける一酸化二窒素(N2O)排出など多

様な形で温室効果ガスが排出される．その一方，焼却熱を使った発電や地域冷暖房，メタンの回

収利用など，エネルギー回収により温室効果ガスの排出削減に貢献しうる．よって，人間活動か

らの代謝産物を処理処分する静脈系施設における地球温暖化の緩和策は，現在排出している温室

効果ガスの直接的な排出削減と，廃水や廃棄物が持つ未利用なエネルギーを有効に活用して化石

燃料を代替することによる温室効果ガスの排出削減の 2つの方策に分けて考えることができる． 

 この章では，廃棄物収集処分システムと下水道システムに関する上記 2 つの方策について，実

例や導入状況，最新の研究事例を紹介する．  
 
5-1 廃棄物・下水道事業由来の温室効果ガスの直接的な排出削減 

 環境省(2007)によると，廃棄物(焼却)由来の CO2排出は日本全国（2006 年度）で約 34 百万トン

であり，日本全体のCO2排出の約2.7%となっている．またCH4についてはCO2換算で約7百万トン，

N2O については下水汚泥の焼却分も含めて CO2換算で約 4百万トンとなっており，これらを合わせ

て考えると日本全体の温室効果ガス排出量の約 3.3%を占めていることになる．この値は直接的な

温室効果ガスの排出量のみを考えているので，廃棄物や下水道事業で用いられる電力消費に伴う

CO2排出を含めるとその比率はさらに大きくなる．例えば下水道事業では，平成 16 年度において

我が国全体の約 0.5%の温室効果ガスを排出しており，電力消費や燃料などエネルギー起源の CO2

がその 50%を，汚泥焼却に伴う N2O が 24%，水処理に伴う N2O が 10%を占めている(森田, 2006)．

廃棄物事業や下水道事業は，地方自治体にとって温室効果ガスの主要な排出源となっている． 

廃棄物事業における直接的な削減策としては，プラスチックなどの化石燃料由来の廃棄物の焼

却量の削減，有機性廃棄物の埋立量の削減による CH4 の発生抑制，収集・施設運用時のエネルギ

ー消費の削減などが挙げられる． 
下水道事業においては，電力や燃料消費の削減，および汚泥焼却や水処理に伴う N2O 排出削減

が有効な緩和策となる．水処理において使用されるエネルギーはほぼ電力に依存しており，ポン

プやブロワにおける電力使用が大きい．そのため，コンピューター制御やインバータの導入によ

る機器の効率的な運転や散気装置の高効率化などプロセスの改善とともに，太陽光発電の導入や

蓄電池による電力需要の平滑化などの取り組みが検討，実施されている(下水道協会,2008)．N2O

の発生削減については，汚泥焼却における N2O の発生は凝集剤の種類や焼却炉の形式によって大

きく異なり，高分子系汚泥の流動床炉による焼却炉において発生率が高くなっていることから，

流動層炉の砂層上部の温度を高温域に保つことが発生抑制に有効であるとして検討されている

(下水道協会,2008)． 
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5-2 廃棄物・下水汚泥の活用による温室効果ガスの排出削減 

 図 5-1 に示すように廃棄物や廃水処理後の汚泥に含まれる成分のうち，エネルギーとして回収

して利用が可能なものとしては，紙類，食品残渣や屎尿などのバイオマス系成分と，プラスチッ

クゴミなどの化石燃料由来成分がある．その活用方法としてまず考えられるのは，焼却やガス化

などの熱処理によりエネルギーを取り出し，電気や熱として供給する方法である．一方，下水汚

泥や生ゴミなど水分が多いものは熱処理では効率的でなく，またこれらの廃棄物や廃水は輸送に

は不向きなため，物理的，生化学的なプロセスにより効率が高くかつ輸送が容易なものに変換し

て活用する方法もある．例えば，ゴミ固形燃料化や，バイオマス系成分であればメタン発酵（嫌

気性消化）などがこれに該当する． 
 

バイオマス系成分

廃棄物 廃水・汚泥

プラスチックなど

化石燃料由来成分

熱処理後の排熱利用
（焼却、ガス化）

電気や熱と
して供給

メタン発酵
（嫌気性消化）

物理的、生化学的な
プロセスによる変換

ゴミ固形燃料化
（RDF)

炭化
液体燃料化

紙・木質 食品残渣 屎尿

直接利用

 
図 5-1 廃棄物や下水汚泥の温暖化対策への活用方法 

 
 このような活用方法は既に実施されているものも多く，その温室効果ガス排出削減効果につい

ては実務および研究レベルで多くの検討事例がある．しかし，廃水や廃棄物の性状が均一でない

こと，回収したエネルギーを熱として利用する場合に利用効率が需要側の状況により影響される

こと，利用できなかった残渣の処分方法の違いなどから，排出削減効果は事例によりばらつきが

あり，これらの活用方法の導入状況に応じたケースバイケースの評価が必要となっている． 
 以下に，廃棄物・廃水の有効活用に関してのさまざまな研究例や個々の活用方法の導入事例を

紹介する． 
 
(1) 廃棄物・下水汚泥の有効活用に関する総合的な評価 

 廃棄物・下水汚泥由来のさまざまなものに対していくつかの活用方法が存在しており，その活
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用ポテンシャルや温室効果ガス排出削減効果，あるいはどのように活用していくかの意思決定支

援に対してさまざまな研究事例が存在する．例えば，これらのさまざまな活用方法についてのラ

イフサイクルアセスメント（LCA）による検討(志水ら, 2004; 鶴田ら, 2004)や技術開発のインパ

クト分析(奥田ら, 2006)，地域や都市といった空間スケールを限定してこれら有機性廃棄物に着目

した活用ポテンシャルや温室効果ガス排出削減効果の検討(藤田ら, 2004; 岡村ら, 2003)，回収し

たエネルギーを利用する側も含めた評価(横井ら, 2007)，ポテンシャルの推定における不確実性を

考慮した評価(矢野ら, 2007)，有効活用方法に関する意思決定支援に関わるシステム開発や検討

(丹治ら, 2004; 岩川ら, 2004)などである． 
また，バイオマス・ニッポン総合戦略(2006)では，下水汚泥や食品系廃棄物も含めたバイオマ

ス資源についてその有効利用の戦略を描いているが，その方策として安定的かつ適正なバイオマ

ス利活用が実施されているあるいは実施されうる地域についてバイオマスタウン事業を実施して

おり，その現況を調査した事例(坂本ら, 2007)もある． 
 
(2)メタン発酵によるエネルギー回収 

下水汚泥のメタン発酵については汚泥減容の目的でも従来から広く用いられており，全国 2000
の処理場のうち 316 の施設（平成 17 年末）でメタン発酵施設が設けられている(植田, 2008)．ま

た，国土交通省のリードする下水汚泥資源化・先端技術誘導プロジェクト（LOTUS project）に

おいても，下水汚泥の燃料化技術とともに下水汚泥と他の有機性廃棄物の混合消化やオゾンによ

る消化促進技術などの開発が進められてきた(小野田ら,2008)．三宮(2008)は全国の下水処理場で

発生している消化ガス全量をガス発電に利用し，また消化汚泥を固形燃料化して火力発電の燃料

として利用した場合，年間 36 億 kWh の発電が可能と試算している．しかし，メタン発酵時の効

率は必ずしも高いとは言えず，その高効率化に向けたさまざまな技術開発，研究が行われている

(高島ら, 2006; 小松ら, 2006; 川崎ら, 2005; 荒金ら, 2005)． 
 一方，厨芥類などの食品系廃棄物のメタン発酵についてはこれまでほとんど導入されておらず，

1990 年代後半から実証施設が建設され，最近になって一部で導入されている上京にある．厨芥類

の効率的なメタン発酵についての技術開発，研究が行われる(片岡ら, 2006; 宮西ら, 2005; 水野ら, 
2004; 洪ら, 2003)とともに，下水汚泥や稲わらなどの農業系廃棄物との混合消化(齊藤ら, 2004)
についての検討も行われている．さらには，図 5-2 に示されているような，厨芥類をディスポー

ザーにより下水道で回収して下水処理場で効率的にメタン発酵を行うというようなシステムの提

案もされている(津野ら, 2006)． 
 一方でメタン発酵施設の導入による温室効果ガスの削減効果は，メタン発酵そのものの効率の

影響の他に，メタン発酵後の廃水や残渣，あるいは余熱の利用方法の影響を受ける．例えば，メ

タン発酵後の栄養塩類が豊富な廃水を液肥として利用する場合と処理して放流する場合では，温

室効果ガスの排出も含めた環境負荷は大きく異なる．このようなメタン発酵施設の導入効果の評

価については，ライフサイクルアセスメントを用いた評価(安井ら, 2005; 渡辺ら, 2003; 松本ら，

2003)や，実地域における厨芥類の分別回収時の輸送も含めた評価(石井ら, 2006)，コンポスト化

など他のさまざまな処理・再利用方法との比較評価(天野ら, 2007)などが行われている． 
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図 5-2 地球と地域の環境を改善する新しい都市廃水・廃棄物管理システムの提案 

（京都大学津野洋教授作成） 
 
(3) 固形廃棄物の焼却排熱の利用 

固形廃棄物の焼却排熱の発電への利用は，「新エネルギー」の主要なものの一つとして京都議定

書の目標達成にむけて大きな役割を期待されている．廃棄物発電は 1980 年代頃から導入が進ん

だが，その導入状況は一般廃棄物については全国で約 1,400 施設中 270 施設，産業廃棄物に至っ

ては約 1,600 施設のうち約 70 施設にとどまっている．2005 年 3 月末現在その規模は 168 万 kW
であり，2010 年の目標とされている 417 万 kW の達成は困難な状況にある(新エネルギー財団, 
2006)． 
従来の廃棄物発電はその発電効率が 10%程度と通常の火力発電と比べてかなり低いレベルにあ

ったが，近年は廃棄物を乾燥させるスーパーヒーターの導入やボイラーの改良，化石燃料の平行

利用などによる 20～30%の高効率な発電システムが開発されており，既存の廃棄物発電施設の改

修も急務となっている．また，より発電効率が高いガス化溶融炉についてもさまざまな研究，実

証が進められており，産業廃棄物等の処理への導入が進んでいる．ガス化溶融システムでは排気

ガスが少ないことから熱ロスが少ないとともに排ガス処理装置をコンパクトにできること，高温

処理によりダイオキシンの発生量を減らすことができる，生成される可燃性ガスが発電に用いら

れるとともにスラグの有効利用もはかれる，などさまざまな効果が期待されている(田中, 1998)． 
一方，焼却排熱の熱としての利用については，清掃工場内での利用や近隣にスポーツ施設や福

祉施設など熱需要の高い施設を設置しての利用が進められているが，周辺地域における地域熱供

給の熱源としての利用は未だ進んでいない．日本熱供給事業協会(2008)によると，全国で 151 の

地区で熱供給事業が行われているが，そのうち廃棄物焼却排熱が利用されているのは，北海道，

千葉，東京，大阪などの 8 地区に過ぎない．配管なども含めた施設建設の費用から，市街地の再

開発やニュータウンの開発に伴って導入される例がほとんどである． 
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焼却排熱の地域熱供給への利用による省エネ効果や温室効果ガスの削減効果については，余熱

を発生する焼却施設側でなく，それを利用する熱需要家側の状況により大きく影響される．よっ

て，導入されるシステムの違いによる効率性の違いの検討(下田ら, 2001)といった供給サイドの評

価ばかりでなく，実際の導入先の熱需要を考慮した評価（荒巻ら, 2002; 藤木ら, 2007; 下田ら, 
2002)が行われている．また，個々の清掃工場を対象としたものばかりでなく，日本全体でどの程

度焼却排熱の利用ポテンシャルがあるかについての解析（佐土原ら, 1998; 森ら, 2000; 経済産業

省, 2008; 河上ら, 2008)も行われている． 
 廃棄物を直接焼却するのではなく，固形燃料（RDF）化しての活用も，廃棄物の発生量が少な

い地域において注目され，一部導入されている．ただし，固形燃料製造時にエネルギー消費，混

入物による製造プロセスや品質への影響と選別された残渣の処理，高コストなどの課題が挙げら

れている（新エネルギー・産業技術総合開発機構, 2004）． 
 
(4) 下水熱の利用 

下水熱は廃棄物の焼却排熱と比較すると温度が低く質の低い熱源であるが，都市の地下に張り

巡らされている下水のネットワークにより，熱需要密度の高い都市中心部に熱の利用ポイントを

設置できるという優位性がある．下水を暖房時の熱源および冷房時の冷却水としてヒートポンプ

により温水や冷水を製造し，地域熱供給に利用することが可能である．下水は冬大気より暖かく

夏大気より冷たいという特性を持つため，大気熱源のヒートポンプよりも高効率にヒートポンプ

を運転することができる．国内では，下水管流下中の未処理下水を熱源としている東京後楽一丁

目地区や盛岡駅西口地区，処理下水を熱源としている幕張新都心地区，東京都新砂三丁目地区）

などの事例がある(日本熱供給事業協会, 2008)． 

下水熱の活用ポテンシャルと温室効果ガスの削減効果についても，1990 年代以降いくつか研究

が行われてきた．山下ら(1991)は，福岡市などを対象として，下水温度と気温との温度差から下水

熱利用可能性の検討を行った．一ノ瀬ら(2000)は下水管周辺地区の熱需要量と下水熱の回収可能熱

量との空間的整合性を解析するためのシステムを開発した．河原ら(2000) や下田ら(1997)は，ヒー

トポンプの成績係数を考慮した下水熱の利用効果を算定しており，伊藤ら(1995)はライフサイクル

アセスメントの考え方を組み入れた評価を行っている．池上ら（2007）は東京都区部を対象に，

上記の要素を組み入れて二酸化炭素排出削減ポテンシャルの評価を行っている． 

 

(5) その他の活用方法 

その他の地球温暖化緩和策としての活用方法として挙げられるのは炭化や液体燃料化であろう．

内海(2004)は廃棄物炭化処理の評価方法についての考察を行っているが，炭化生成物は既存の炭

の代替品として用いることが可能であり，エネルギー用のみならず浄化用などさまざまな用途で

の利用が可能である． 
液体燃料化については，サトウキビやトウモロコシのバイオエタノール生産や油糧作物や廃油

からのバイオディーゼル精製などがすでに普及が始まっているが，廃棄物の利用という面からは

まだ実用化が進んでおらず，木質系廃棄物についてはバイオエタノール化の実証実験が始まった

段階である．研究事例としても廃木材を含めた木質系資源をどのように利用していくかという観

点から行われているもの(村野ら, 2007; 加用ら, 2008)がある． 
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メタン発酵や固形燃料化でも同様だが，これらの活用技術はそのプロセスにおいて廃棄物など

を変換するためのエネルギーが必要なため，システム全体でみた場合の温室効果ガス削減効果を

評価する必要がある． 
 
5-3 まとめ 

 廃棄物や廃水・汚泥の有効活用について，焼却，メタン発酵など技術的には古くから導入がさ

れたものであり，その効率の改善は必要であるものの他の温暖化対策技術と比較すると技術的な

課題は少ないものと考えられる．しかし，廃棄物や廃水が混合物であることや発生場所が広範で

あることから，安定的な運用が難しい場合があること，収集などのコストが高くなること，など

の課題を抱えている．特に導入される地域の状況により導入効果が変わりうることから，廃棄物

や廃水の有効活用に関する技術開発や既存技術の効率改善のみならず，実際の地域を想定して適

切な廃棄物や廃水の有効活用システムを提案する，あるいは廃棄物や廃水の有効活用という観点

からの地域開発，地域づくりを提案することが求められている．また，このような点で土木分野

の貢献が期待されていると言えよう． 
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６ 再生可能エネルギーの開発 

 
6-1 エネルギー部門におけるCO2削減技術 

エネルギー部門のCO2削減の取組みについて，見ていきたい．先ず短期のエネルギー転換部門

の取組みとして，2008年3月に改定された京都議定書目標達成計画2)では，原子力発電の着実な推

進，天然ガスの導入及び利用拡大，石油の効率的利用の促進，LPガスの効率的利用の促進，水素

社会の実現，新エネルギー等の導入促進などの取組みがあげられている．このなかで「新エネル

ギー」は，自然のプロセス由来で絶えず補給される太陽，風，バイオマス，地熱，水力などから

生成される「再生可能エネルギー」のうち，その普及のために支援を必要とするものを指すと定

義されている． 

さらに，気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第４次評価報告書第３作業部会報告書 3)によ

れば，エネルギー供給部門の主要な緩和技術及び実施方法として， 
① 現在商用化されている主要な緩和技術及び実施方法 

・供給及び流通効率の改善，石炭からガスへの燃料転換，原子力発電，再生可能な熱と電力（水

力，太陽光，風力，地熱，バイオエネルギー），コジェネレーション，二酸化炭素回収・貯留

（CCS）の早期適用（例，天然ガスから分離した CO2の貯留） 

② 今後2030年までに商用化が予想される主要な緩和技術及び実施方法 

・ガス，バイオマス，石炭を燃料とする発電所でのCCS，先進的原子力技術，潮汐発電，波力

発電，集中型太陽光，太陽光発電など先進的再生可能エネルギー 

を取り上げている． 

また，経済産業省は，2008年3月に「Cool Earth-エネルギー革新技術開発計画」4) を発表し，

エネルギー分野における革新的技術開発を加速・推進するため，発電・送電，運輸，産業，民生

などの分野で我国が世界をリードできる技術として， CO2を大幅に削減できる21の技術を選定し，

これらの技術について，長期にわたる技術開発を着実に進めていくためのマイルストーンとして，

各技術の開発に向けたロードマップを作成している．このうち，発電・送電分野では，高効率天

然ガス火力発電，高効率石炭火力発電，二酸化炭素回収・貯留（CCS），革新的太陽光発電，先

進的原子力発電，超電導高効率送電，部門横断では，高性能電力貯蔵，パワーエレクトロニクス，

水素製造・輸送・貯蔵，CCS(再掲)の各技術を取り上げている． 

 

 以上のようなエネルギー部門における CO2削減の計画・取組みにおいて，土木技術の貢献が期

待される主な技術とその内容としては，次のようなものが有ると考えられる． 

①原子力発電の着実な推進，先進的原子力発電及び高効率火力発電の技術開発：原子力発電及び

火力発電の土木設備における設備設計や耐震技術などの高度化，放射性廃棄物の処理・処分技

術への土木技術面からの検討 

②再生可能エネルギーの導入及び技術開発：水力，風力，地熱発電などを中心とした再生可能エ

ネルギーの導入及び技術開発，再生可能エネルギーを用いたCDM（クリーン開発メカニズム）

開発 

③二酸化炭素回収・貯留（以下，CCSという）の技術開発：輸送技術， CO2の地中挙動メカニズ

ム，地中挙動予測，地下水・地盤への化学的影響，挙動モニタリング等の信頼性向上などの検
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討 

ここでは， CO2削減の重要な選択肢であり，また土木技術からの貢献も期待される再生可能エ

ネルギーの導入及び技術開発について，第6.2節に述べる．併せて，新しい技術であるCCSについ

て，土木技術面から期待される貢献を含めて，第6.3節で紹介したい． 

 

6-2 再生可能エネルギーの開発 

 エネルギー委員会では，2006年12月に「再生可能エネルギー開発の現状と課題」報告書1)を取り

纏めている．ここでは，上記報告書及び報告書作成以降の動向を踏まえて，再生可能エネルギー

の開発に関して，報告したい． 

 

(1)再生可能エネルギーの種類と開発の必要性 

再生可能エネルギーの種類には，水力発電，地熱発電，太陽光発電，風力発電，太陽熱利用，

雪氷熱利用，温度差熱利用，バイオマス発電，バイオマス熱利用，バイオマス燃料製造，廃棄物

発電，廃棄物熱利用，廃棄物燃料製造，波力発電，海洋温度差熱発電などが有る．再生可能エネ

ルギーの開発に関しては，2008年5月に経済産業省総合資源エネルギー調査会需給部会において

「長期エネルギー需給見通し」が取り纏められている．この中で，2020年度における水力と地熱

を除く新エネルギー導入見通しは，現状固定ケース・努力継続ケースとして，原油換算で1,733

万kl，最大導入ケースとして，2,036万klとしている．また，2030年度におけるエネルギー需給見

通しでは，最大導入ケースとして，水力，地熱を含む再生可能エネルギーが一次エネルギー国内

供給の約11％（2005年度で約6％）を占めると予測している． 

 

また，2003年4月に「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」（以下「RPS
法」という．）が施行された．RPS法は，電力の小売を行う事業者に対し，その販売する電力量

に応じて，新エネルギー等電気を一定割合利用することを義務付ける法律で，利用義務量の全国

合計値は2010年度で122.0億kWh，2014年度で160億kWhとなっている．RPS法の対象となり得るエ

ネルギー源は，①風力，②太陽光，③地熱（熱水を著しく減少させないもの），④水力（1,000kW

以下の水路式及び維持流量又は利水流量を用いるダム式・ダム水路式），⑤バイオマスの5種類で

ある4)． 

 再生可能エネルギーは， 発電時にCO2を排出しないため地球温暖化防止対策に資すると共に，

その多くが国内で生産できるためエネルギーの自給率向上にも有効であり，上記のような再生可

表 6-1 新エネルギー導入の見通し（長期エネルギー需給見通し，総合資源エネルギー調査会） 

2005年度

実績
現状固定ケース・
努力継続ケース

最大導入ケース
現状固定ケース・
努力継続ケース

最大導入ケース

太陽光発電 35 140 350 669 1,300

風力発電 44 164 200 243 269

廃棄物発電＋バイオマス発電 252 476 393 338 494

バイオマス熱利用 142 290 330 300 423

その他（※） 687 663 763 596 716

合計 1,160 1,733 2,036 2,146 3,202
※ 「その他」には、「太陽熱利用」、「廃棄物熱利用」、「未利用エネルギー」、「黒液・廃材等」が含まれる。
　　 「黒液・廃材等」の導入量は、基本的にエネルギー需給モデルにおける紙パの生産水準に依存するため、モデルで内生的に試算する。

2020年度 2030年度

（原油換算万kL）
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能エネルギーの開発の目標実現に向けて，積極的な取組みが進められている． 

 

(2)再生可能エネルギー開発の現状1), 6) 

 「再生可能エネルギー開発の現状と課題」報告書では，風力発電，太陽光発電，地熱発電，小

水力発電，バイオマス発電，廃棄物発電について，再生可能エネルギー開発の位置付けと開発の

現状及び課題の調査・取り纏めを行っている．また，研究開発途上の再生可能エネルギーとして，

波力発電，海洋温度差発電及び高温岩体発電について現状と将来見通しを紹介している．さらに，

CDMに関しては，CDM制度の紹介，再生可能エネルギーを用いたCDM事業などの調査･取り纏

めを行っている． 

 ここでは，水力発電，風力発電及び再生可能エネルギーを用いたCDMを取り上げ，調査・取り

纏めの結果を中心に報告する． 

1) 水力発電1)  

我国の水力開発の歴史は古く，1878年に世界初の水力発電所がフランスに完成した10年ほど後

には，三居沢発電所（1888年，自家用初），蹴上発電所（1891年，事業用初）が運転を開始して

いる．以来，水力発電の開発は，それぞれの時代の要請に応じて進められ，現在も我国の電力供

給量（kWh）の約１割を占め，また電源設備としても全電源容量の約２割を占めており，エネルギ

ー源として重要な役割を果たしている．総合資源エネルギー調査会需給部会の長期エネルギー需

給見通し（2005年3月）において，一般水力の2010年度の見通しは，設備容量2,070万kW（2000年

度2,008万kW），発電電力量927億kWh（同779億kWh）としている． 

我国の水力開発は，一般水力においては開発の奥地化・小規模化により経済的に有利な地点は

減少してきており，最近では既設水力の再

開発や増改築，総合開発事業の一環として

の開発が中心となっている．また，2003年

に施行されたRPS法や国の開発促進施策の

後押しで，未利用落差発電（既設ダム維持

流量放流設備利用，農業用水路落差工利用，

上下水道減勢工・減圧部利用，砂防ダム利

用など）やローカルエネルギーとして地域

と一体となった小規模水力開発も進められ

ている．図6-1に農業用水路の落差工での適

用を目指した簡易パッケージ型の開発事例

を示す． 

一般的に水力発電は，建設コストは高いが運転コストは安く，長期にわたり安定して運転でき

るという特性を有している．ミニ水力(出力1,000kW～100kW)，マイクロ水力(出力100kW以下)など

の小規模水力の開発に当っては， 

① 長期間の安定した運転の確保として，既設発電所水路，農業用水路，河川維持流量，上下水

道管路などの長期間に亘って流量が把握されている地点 

② 建設コストの低減として，これまでの技術開発成果の活用のほか，水力発電設備のシンプル

化や既設工作物の有効利用，地点特性に応じた適切な水車・発電機の選定 

図 6-1 水路の落差を利用した発電の実証試験状況（出

典：経済産業省，小水力資源有効活用平成 16 年度報告書）
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③ 運転コストの低減として，メンテナンスフリー設備の設置，監視方式・点検方法 

などの検討が重要となる．小規模水力開発はスケールメリットが少ないため，これまでに培われ

てきた水力発電技術を駆使して，簡易でユニークな発電所も生まれている．「純国産」「自然・

再生可能」「クリーン」なエネルギーとして，優れた特性を有している水力発電を今後も継続し

て開発を促進していくことは，我国にとって引き続き重要政策課題の一つである．現在，支援制

度として，中小水力発電開発費補助金補助事業などがあるが，様々な事業者で開発を進める気運

を活性化するためにも，更なる開発促進施策の充実・拡大が望まれる． 

2) 風力発電1),7) 

 風力発電は，再生可能な純国産エネルギー源を利用した，発電時に CO2を排出しないクリーン

な発電方式のひとつとして大いに脚光を浴びている．日本の風力発電の設備容量累計は，1990年

度にはわずか1,000kW程度であったのに対し，2000年度には約14万kW，2002年度には約46万kWと，

1990年代後半から急激に増加している．2003年4月からは，RPS法など一層の導入拡大を目指した

政策的支援が実施されており，2007年度における導入実績は，設備容量約167万kW，設置基数1,400

基超に達している．また，プロペラ直径が60ｍを超える1,500kW級の大型風車の導入など設備の大

規模化も著しく，2007年度時点で1,000kWを超える設備が700基稼動しており，総出力15,000kW以

上の大型施設の設置も次々と進んでいる． 

 このように，我国における風力発電の導入は1990年代後半から急速に拡大している．しかし，

我国の地形条件と気象条件は欧州と大きく異なり，山岳地帯における複雑な気流に起因する風力

発電量予測精度の低下や台風襲来に伴う風力発電設備の被害も発生している．また風力エネルギ

ーの地域偏在性は，陸上の風力開発の適地不足問題を引き起こしている． 

 台風襲来に伴う風力発電設備の被害の対応については，2004年9月，土木学会構造工学委員会に

「風力発電設備耐風設計小委員会」が設置され，2007年11月に国内で初めて風力発電設備支持物

の構造設計方法を具体的に示した「風力発電設備支持物構造設計指針・同解説」が策定された．

本指針の活用により，風力発電設備支持物の安全性・信頼性の向上が期待されている． 

 また，風力発電の将来的な開発地点として，陸上に比べ，安定した強い風が吹き，景観や騒音

の問題が少ないうえ，土地の制約を受けずに大規模な風力発電所の建設が可能である洋上風力が

有望視されている．欧州では比較的浅い水域に適した着床式洋上風力発電が主流であり，約3万km

を超える長い海岸線をもつ日本でも洋上風力発電の開発が期待されているが，我国の沿岸は遠浅

な立地好適地が少なく，より水深の深い海域に建設可能な浮体式洋上発電システムの開発が望ま

れている．既に複数台の風車を搭載するセミサ

ブ浮体構造（図6-2）や単体の風車を搭載するス

パーブイ型浮体構造が提案されており，さらに

これらの浮体構造をあわせもった複合構造も研

究され，実用化に向けた研究開発が進められて

いる． 

 洋上風力発電を本格導入するためには，風

況・波浪の予測，経済的で信頼性の高い発電設

備の開発，送電系統や漁業補償の問題など，多
図 6-2 浮体式洋上風力発電システムの完成予想
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方面での課題解決が不可欠である．かつての大規模水力の開発のように，21世紀における風力開

発には，土木が果たすべき役割が大きい．これまでの海洋土木で培った高い技術力とノウハウを

活かし，浮体式洋上風力発電の早期実現が期待されている． 

3) 再生可能エネルギーを用いたCDM1) 

 京都議定書目標達成計画2)では，京都メカニズム推進・活用の意義について，次のように述べて

いる． 

① 京都議定書の約束を確実に，かつ費用対効果を考えて達成するためには，京都メカニズムに

ついて，国内対策に対して補足的であるとの原則を踏まえつつ，必要なクレジットを取得す

る． 

② 今後，途上国などにおいて温室効果ガスの排出量が著しく増加すると見込まれる中，我国が

地球規模での温暖化防止に貢献する観点から，京都メカニズムを推進・活用していくことが

重要である． 

このようななか，途上国に対して水力あるいは火力発電などのインフラ整備のために多数の海

外技術協力を行い，調査・設計・施工のみならず設備の維持管理に至るまで，プロジェクトサイ

クル全般について途上国における運営ノウハウを有しているエネルギー土木部門が，再生可能エ

ネルギーを活用した京都メカニズムの一つであるCDM開発に貢献していくことが期待される． 

 2008年7月現在の日本政府が承認したCMD/JIプロジェクト（JIは共同実施）は337件あるが，こ

のうち再生可能エネルギー関連のものは，221件で，その内訳は水力111件，風力37件，バイオマ

ス他73件である．CDMを実施するに当って，再生可能エネルギーの活用は有効な手法となってい

る．エネルギー委員会では，土木技術者が再生可能エネルギーを用いたCDMプロジェクトを海外

で実施するに当って参考にできるように，CDM制度の仕組，CDMを活用したプロジェクトの具

体的な事例を，CDM開発の現場に携わっている技術者により紹介する「再生可能エネルギーを用

いたCDMに関する講演会」を2007年12月に開催した．水力発電関係では，e7（7カ国の電力10社

で構成される電力NGO）によるブータンでのマイクロ水力発電やブラジルでの小水力発電プロジ

ェクト，風力発電関係では，中国における風力発電プロジェクト，またバイオマス発電関係では

アルメニアでのランドフィルガス回収・発電プロジェクトやマレーシアでの強制メタン発酵・発

電プロジェクトなどについて，土木技術者の視点からの紹介がなされた． 

 

(3)再生可能エネルギーの普及に向けた提言1) 

「再生可能エネルギー開発の現状と課題」報告書では，再生可能エネルギーの普及に向けて，

エネルギー土木部門がインハウスエンジニアとして長年培ってきた技術力を活かして，以下のよ

うな土木技術者の取組みについて提言を行っている． 
① 土木技術者による総合工学的な取組み 

 エネルギー土木はエネルギー関連施設を立地するための土木計画学，水象・海象・気象に関

する知識，さらに環境調査・アセスメントや環境保全技術などを集積した総合工学である．エ

ネルギー土木技術者には，土木工学に関する知識は元より，設備形成にあたりコスト，品質，

工期，地域共生，環境，安全などを総合的にバランスさせるエンジニアリング力，技術以外の

業務課題に対応するプロジェクト遂行力が求められており，より複雑化，高度化，専門化した

要素技術を効率的に取り込み，最適に統合，実践する技術が熟成されてきた．このようなエネ
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図 6-3 CO2 地中貯留のイメージ（出典：経済産業省

「CCS2020」） 

ルギー土木で培われたノウハウは再生可能エネルギーの設備形成にも十分に適用可能である．

再生可能エネルギー関連設備の場合，従来の設備と比較して土木工学的な要素が占める割合は

低いが，土木技術者が再生可能エネルギーの開発において，従来のプロジェクト遂行力に機械

や電気の領域の専門的な知識を取り込んで，再生可能エネルギー関連設備形成のイニシアティ

ブを執り，総合的な管理を行えば，再生可能エネルギーの普及に大きく貢献しうるものと考え

る． 

② 新たな再生可能エネルギーの実用化に向けた技術開発の推進 

 例えば，風力発電では，風車基礎など土木設備の設計に当って，我国特有の風況や地質など

の地点特殊性を適切に考慮する技術が求められる．また，今後開発が期待される洋上風力は，

我国の沿岸には遠浅な立地好適地が少ないこともあり，従来の港湾・海洋土木技術を基礎とし

た土木分野における設計・建設技術の高度化を図ることや，土木技術者が機器メーカーと共同

で研究開発を実施するなど関連技術と共同した研究開発を進め技術的なブレークスルーを目指

すことが期待される．さらに，波力，海洋温度差，高温岩体などの再生可能エネルギーも研究

開発の途上にある．エネルギー土木技術者が技術開発をリードし，我国に適した技術で再生可

能エネルギーの普及・実用化を目指すことが望まれる． 

③ CDM/JIの活用による海外への展開 

 エネルギー土木技術者は，海外技術協力・投資などで海外におけるエネルギー関連プロジェ

クトの発掘，調査・計画，設計・施工，運転・管理とプロジェクト全体に携わり，技術力とノ

ウハウを蓄積してきた．この技術力・ノウハウを最大限に活用して，CDM/JI プロジェクトを

通じて，海外において再生可能エネルギーの普及を図り，温室効果ガス削減に寄与しながら，

途上国の発展に貢献していくことが期待される． 

 
6-3 二酸化炭素回収・貯留 

 二酸化炭素回収・貯留（CCS：Carbon Dioxide Capture and Storage）は， CO2を産業及びエ

ネルギー関連の排出源から分離し，貯留場所に輸送し，大気から長期間隔離するという削減技術

である．貯留方法として，地中貯留（油田及びガス田などの地層，非可採石炭層，大深度地下塩

水層の中への貯留），海洋隔離（海水中又は深海底への直接放出による溶解・希釈又は貯留）及

び CO2の無機炭酸塩としての工学的固定が考えられている8)．我国においては，地中貯留では多

くの貯留容量が見込まれる大深度地下塩水層（以下，帯水層という）への貯留を中心に検討が進

められている． 

帯水層を対象とした地中貯留は，図6-3

に示すように排出源から分離・回収した 
CO2を貯留場所までパイプライン・タンカ

ーなどで輸送し，上部に不透水層(キャップ

ロック)を有する約800ｍ以深の地下帯水層

へ圧入・貯留する技術である．帯水層を対

象とした地中貯留は，世界的には，ノルウ

ェーの海底下帯水層でのSleipnerプロジェ
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クトにおいて天然ガスより分離した CO2を用いて年間約100万t- CO2規模の貯留が1996年より開

始されている．我国においては，（財）地球環境産業技術研究機構が2003年～2005年に新潟県長

岡で１万t- CO2規模の帯水層貯留実験を実施し，詳細なモニタリングによって地中の CO2の挙動

解明を行っている．CCSの技術開発及び今後の実用化に当たって，パイプラインを中心とした輸

送技術， CO2の地中挙動メカニズム，地中挙動予測，地下水・地盤への化学的影響，挙動モニタ

リング等の信頼性向上の検討等において，土木技術からの貢献が期待される9)． 

 一方，海洋隔離では，固定されたパイプラインあるいは航走船舶を用いて海水中（通常1,000

ｍ以上の深さ）に CO2を注入し，溶解・希釈する方法，そして，3,000ｍ以上の深海底に固定パ

イプラインや洋上プラットフォームを通して注入し， CO2の貯留池を形成する方法の二つが可能

であるとされている．IPCCの特別報告書によれば，海洋隔離とその生態系への影響については現

在研究段階にあると評価されている8)．将来の実施に向けて，CO2の海洋拡散・生物影響の科学的

理解，拡散シミュレーション実験によるマッチングなどの技術の確立を目指した技術開発を行う

ことが重要であり，その成果を広く公開し，海洋隔離実施に対する国際的・社会的合意を得てい

くことが不可欠である10)． 
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７ 土木学会における取組の考え方と方策 

 
地球温暖化問題に対する研究の取組みとして，土木学会では学術研究グループによる組織的な

研究を行っている．学術研究グループは，構造，水理，地盤，計画，コンクリート，建設技術マ

ネジメントおよび環境・エネルギーの７分野にグループ化された 28 の委員会から構成されている．

各委員会は主眼とする分野の学術的な研究成果を通して社会貢献を果たすとともに，重要なテー

マや分野横断的なテーマに対しては，小委員会を設置し集中的かつ効果的な研究活動を行ってい

る．ここでは温室効果ガスの発生抑制に関連する技術を研究対象とした小委員会活動の事例を紹

介する． 

 

7-1 自然資源や再生可能エネルギーの活用 

建設技術研究委員会における間伐材利活用研究小委員会では，土木学会としての間伐材利用に

ついての立場を明確にして，土木産業界が間伐材の利用を高めるための方策について, 検討を石

田修小委員長のもとで 2006 年 8 月から活動を行っている． 

背景として，地球温暖化防止策，環境負荷の低減への貢献にあたり，地方自治体での間伐材の

利用実績は増えているものの，農林水産関連が多く，土木分野での利用が少ないことにある． 

具体的には，間伐材を利用した土木構造物に関する事例をヒアリング等により調査し，その費

用，耐久性，維持管理等について既存材料を使用した場合と比較検討し，その特徴，課題を整理

している．さらに，調査結果にもとづき，環境影響評価（温室効果ガスをはじめとする環境負荷

の低減効果)の評価法の検討を実施し，土木業界での利活用を高めるための方策を検討している．

表 7-1 に小委員会で実施した自然素材利用状況に関する文献調査結果を示す． 

しかしながら，コスト、耐久性、強度、安定供給の課題により，現状における自然素材の採用

は多くないことが小委員会の調査により明らかとなり，その課題を表 7-2 のように取り纏めてい

る． 

 

表 7-1 自然素材利用状況１） 

木材 石 土 材料種別 

 

 

構造種別 
間伐材、粗朶、竹 自然石、転石 

土砂、火山堆積物、砕
石 

ダム 治山ダム 大転石積み谷止め工 台形ＣＳＧダム 

道路 丸太舗装、ウッドチップ舗装、木塊舗装 
天然石舗装 

（小舗石舗装、板石舗装）
土系舗装 

道路施設 
ガードレール、木柵、デリニエーター、防

音壁、側溝蓋、丸太積み工、防風柵 
－ － 

法面防護 法枠工、法留め工、丸太伏工、落石防護柵 ふとんかご － 

橋梁 多数の木橋 多数の石橋 － 

河川 
聖牛、菱牛、粗朶沈床、蛇籠、牛枠工、か

ご出し、法覆工、木製水路、木製護岸、木

工沈床 

巨石工、かご工、法覆工

（多自然型河岸防護工）
－ 

擁壁 － 転石積み擁壁 土のう導流堤 

基礎・補強杭 堤体補強杭、地盤補強杭、基礎杭 － 土のう基礎 

建物・その他 
ドーム、アーケード、会談、型枠、ベンチ、

樹木保護 
石垣 － 
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表 7-2 自然素材の利用に関する課題１） 

 

 

これらを踏まえて，この間伐材利活用研究小委員会では自然素材の積極的な採用のための今後

の課題として，①自然素材評価項目に「温室効果ガスなどの環境負荷影響」等を追加，②自然素

材のプレキャスト化等の研究③安全性を的確判断できる設計基準の整備，④自然素材活用の啓蒙

活動，⑤伝統工法技術伝承のための人材の確保と育成の 5 つを掲げている．とりわけ，地球温暖

化の観点から，①自然素材評価項目に「温室効果ガスなどの環境負荷影響」等の追加が待たれる． 

 

7-2 交通対策 

情報利用技術委員会における交通情報サービス基盤モデル小委員会では，2006 年 7 月より松本

三千緒小委員長のもとで，ETC 利用の荷捌き駐車場の効果的な運用による CO2削減に関する研究を

進めている． 

具体的には，前身である交通基盤情報ビジネス小委員会（2002 年 6 月～2006 年 6 月：浦野隆

小委員長）の報告書 2）として取り纏められている新荷捌き駐車場システムのビジネスモデル案（図

7-1）を実証段階へと移行し，温室効果ガスの削減効果を評価しようとするものである． 

例えば，図 7-2 に示すように ETC を駐車場の管理に利用して，事前に登録した ETC 搭載の自動

車が事前予約した時間帯に専用のスペースへ優先的に駐車することが可能なようにすることによ

り効果的な駐車場の運用を行おうとするものである． 

ここで想定している利用状況は，宅配便や貨物の運送用トラックやバンなどが，荷物の積み卸

しのために数分間，駐車場を利用するというケースである．今後、交通情報サービス基盤モデル

小委員会による不要な路上駐車による温室効果ガスの削減効果の評価結果の公表が待たれる． 

 

7-3 ＬＣＡにもとづくインフラ整備 

環境システム委員会における環境評価研究小委員会（1999 年～継続中：盛岡通小委員長）では，

公共工事におけるグリーン購入法による特定調達品目の選定時に，定量的ライフ・サイクル・ア

セスメント（以下、LCA）手法を適用した温室効果ガス等の評価結果を考慮することのできる評価

手法の開発に取り組んでいる． 
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図 7-1 新荷捌き駐車場システムビジネスモデル案 2） 

 

 

図 7-2 新荷捌き駐車場システムのイメージ 2） 

 

背景としては，循環型社会形成推進基本法の個別法の一つとして平成 12 年 5 月に制定された

「国等による環境物品等の推進等に関する法律」（以下、グリーン購入法）に関連して，土木学会

に設置されたグリーン購入法の技術審査に係る運用方針検討委員会（平成 15～17 年度）の報告の

中で、特定調達品目が提案された時の技術評価に LCA 手法による評価が不可欠であり,これを評価

する手法の開発が必要であると報告されたことにある． 

この時，技術評価の適用範囲としては，提案される特定調達品目に対して，①内容確認→②環

境評価→③品質評価→④普及評価→⑤経済性評価の５項目に対して実施される．さらに，②，④，

⑤の評価過程で LCA 手法による評価を実施したのち，②環境評価の過程において温室効果ガス排

出量を指標とした地球温暖化対策としての評価を行うとしている． 

この土木学会報告を受けて，国土交通省の下に設置された公共工事の環境負荷低減施策推進委

員会は，その下に LCA 手法開発を目的とした検討会を設置し，平成 18 年 12 月から平成 19 年 11

月まで 6回の検討会を開催したのち，平成 20 年 1 月からその運営主体を土木学会（環境システム

委員会環境評価研究小委員会）へ移行し，より具体的な手法開発を目指すこととなった． 

以下に，環境評価研究小委員会にて検討が進められている LCA 手法の概要を紹介するが，ここ
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では地球温暖化対策に関連する②環境評価の技術評価に着目する．また，あくまでも評価の目的

は，提案された特定調達品目の技術評価であることを繰り返しておく． 

②環境評価では原則として，通常品目と提案品目に対して，資源採取から廃棄に至るライフ・

サイクル全体についての地球温暖化，廃棄物・資源，有害化学物質および生物多様性に関する環

境負荷を定量的（有害化学物質は定性評価）に比較する． 

図 7-3 に LCA 手法を用いて評価した地球温暖化に関する環境負荷算定のイメージ図を示した． 

 

 

 

図 7-3 LCA 手法を活用した地球温暖化に関する環境負荷の算定イメージ 3） 

 

 

注：有害化学物質およびその他の評価は定性評価としている 

図 7-4 LCA 手法導入後の特定調達品目の環境評価イメージ 3） 

現状の定性評価 

LCA 手法導入後の定量評価 
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事例では再生骨材をアスファルト舗装に使用することにより，資源採取，製造，運搬の過程に

おいて，CO2排出量削減の観点から改善が見られる様子を示している． 

同様に，廃棄物・資源や生物多様性に対する評価方法の検討も進められているが，ここでは省

略する． 

これらの LCA 手法導入後の特定調達品目の環境評価イメージを図 7-4 に示す．図 7-4 の上段の

定性評価を主体とした現状の評価に対して，下段の定量評価結果を用いた環境評価では，より客

観的な特定調達品目間の比較が可能となると考えられる． 

同様の LCA 手法を構築することにより，品質評価，普及評価および経済性評価を実施すること

が可能となり，最終的には特定調達品目の客観的な技術評価につながるものと期待される． 

これらのことから，土木工事そのものからの温室効果ガスの排出量削減に限らず，長期にわた

って使用される調達品目の選定段階において，温室効果ガス等の環境負荷の少ないものを選定す

るなどの対応がますます重要になってくると思われる． 

 

7-4 廃棄物等の有効利用 

ここでは、コンクリート委員会及び舗装工学委員会の取組みを紹介する． 

まず、コンクリート委員会について示すと、同委員会に設置されたコンクリートの環境負荷評

価研究小委員会は，コンクリートの環境性能の内容と照査・検査方法を具体化する手法を調査・

研究することを目的として，河合研至小委員長以下 22 名の構成員で 2002 年 8 月から 2 年間の活

動を行った． 

この小委員会では，コンクリートの環境性能としてエネルギー消費量や CO2排出量をはじめと

する多種多様な環境負荷要因を統合して評価することを踏まえて，これらの環境負荷要因を計算

するためのインベントリーデータを収集・作成し，データベースとして構築し，さらに，コンク

リートの環境性能を具体的な指標として示し，その照査方法の検討を行った． 

これらの成果は，コンクリート技術シリーズ62「コンクリートの環境負荷評価（その2）」4)

に取り纏められている．成果の事例として，鉄筋コンクリート100㎥のインベントリ分析試算結果

を図7-5に示す．鉄筋コンクリートのライフサイクル（材料製造・施工・解体・輸送・リサイクル

過程）を通して，CO2排出量（t-CO2）割合の最も多い材料製造過程に注目し，セメントに普通ポル

トランドセメントを用いた場合と，セメント40％を産業副産物である混和材で代替した場合のCO2

排出量を比較した場合に，後者の方が約20％のCO2排出量削減を図ることができると試算された． 

また，コンクリート委員会では，コンクリート構造物の建設が，環境負荷低減と社会経済活動

の発展に寄与することを明示的に示すために，あるいはそのことを常に意識した社会基盤整備を

行うために，コンクリート構造物の環境負荷評価と合理的な環境負荷低減システムが必要である

として，コンクリート構造物の環境性能照査指針（試案）5)を取り纏めた．同指針は，コンクリー

ト標準示方書の現行体系である性能照査型規定を「環境」にも拡張適用することを意図したもの

であり，コンクリート構造物に関する「環境性能」とその照査の概念を新たに導入されたものと

なっている． 
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図 7-5 鉄筋コンクリート 100 ㎥のインベントリ分析試算結果 4) 

 

さらに，土木学会コンクリート標準示方書において，「耐久性照査設計」の概念を世界に先駆

けて[設計編] 6) [施工編] ７)に導入し，[維持管理編] 8)を新たに策定し，社会基盤施設であるコン

クリート構造物の長寿命化を包括的に図ることによって，建設に伴う環境負荷の緩和・軽減に大

きく寄与している．また，コンクリートの環境負荷評価と再生資源（産業副産物）の有効利用の

ための指針原案 9)の作成、コンクリートの環境負荷評価と資源能有効利用に関する指針原案と再

生資源（産業副産物）の利用拡大マニュアル 10)の作成なども行われている． 

同様に，フライアッシュ有効活用研究小委員会（2006 年 9 月～2009 年 3 月予定）が，石炭火

力発電所から排出されるフライアッシュのコンクリート材料としての有効利用促進のための調査

研究活動を行っている． 

続いて、舗装工学委員会に設置された舗装環境小委員会では，熱環境改善型舗装を取り上げ，

低騒音舗装，ポーラス舗装の透水機能とともに，舗装工学ライブラリー4として，「環境負荷軽減

舗装の評価技術」11)を取り纏めている． 

さらに舗装分野では，アスファルト舗装の再生率が 99%を超えるなど，産学官全体としての取

組みが進められていることから，同小委員会においては，CO2の排出量抑制も含めた環境負荷の小

さな舗装の構築を促進するために，環境適合設計の舗装分野への導入に関する研究を行っている． 

 

7-5 まとめ 

土木学会では，これまで示したような温室効果ガスの排出量削減に関連する研究をはじめとし

て，多くのテーマに関連して，技術の開発，社会システムへの適用，シナリオ研究，経済性評価

などの研究を展開している．今後，各委員会および各小委員会の研究活動がより一層推進される

とともに、その成果が社会に大きく貢献することを期待する次第である． 

 

約 20％削減 
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第４編 地球温暖化に対する適応策 
 

１ はじめに 

 
本提言は、将来予想される地球温暖化時の日本社会の適応について、土木学会地球温暖化対

策特別委員会適応策小委員会が主として水工学、海岸工学、環境工学の視点から行なうもので

ある。また、本提言では日本語の慣例に従い、温暖化や気候変動といった語句を用いるが、温

度が上がることだけが問題でもなく、年々の気候の変動を問題としているわけでもないため、

Climate Change（気候変化）という用語が世界の共通認識であることを最初に付記しておく。 

ところで、地球の地圏・水圏における将来の動向に関しては氷河期の再来説や、温暖期や寒

氷期の周期説なども存在していたが、今日言われるところのいわゆる地球温暖化現象は昨日や

今日突然に認識されたものではなく、以下のような長い歴史を持つものである。 

19 世紀初め、地球大気に温室効果があるかもしれないとフーリエ（J. B. J. Fourier）が考

え、1896 年、CO2 の濃度変化とそれに伴う水蒸気量の変化が地上気温に重大な影響を与えるこ

とをアレニウス（S. A. Arrhenius）が計算し発表して以来、100 年以上が経過した。ハワイの

マウナロアでは CO2 濃度がはっきりとした上昇傾向を示すことを 1960 年キーリング（C. D. 

Keeling）が発表し、真鍋（S. Manabe）とウェザラルド（R. T. Wetherald）が一次元の放射対

流平衡モデルを用いて CO2倍増による地表気温上昇が 2～3 度になることを 1967 年に示してか

ら考えても、50 年近くが経過した。ちなみに、この 2～3 度という数字は現在の最先端の研究

成果とほとんど違いのない数字である。世界規模での協調の下に気候研究を推進することの意

義が認められ世界気候研究計画（WCRP）が 1979 年に発足し、1988 年には、温暖化の脅威を政

府レベルで真剣に評価分析するために気候変動に関する政府間パネル（IPCC）が設立された。

そこから約 20 年、2007 年に発行された IPCC の第 4 次報告書は、地球の気候システムに人為起

源の温暖化が生じていることはほぼ間違いないと断定した。 

IPCC から公表された第４次評価報告書によるとその影響は、 

ⅰ）生態系 

ⅱ）淡水資源 

ⅲ）食料 

ⅳ）沿岸と低平地 

ⅴ）産業 

ⅵ）健康 

など広範囲に及び、また CO2 等温暖化効果ガスの削減を中心とした緩和策を行ったとしても

短期的及び長期的に起こるであろう温暖化による影響に対処するためには、地球温暖化そのも

のを緩和させる対策(緩和策)と温暖化に伴う諸現象への対策(適応策)が必要であることが指摘

されている。 

 

その中で地球温暖化に伴う気候変動は人間の生活する陸上の標高高度，海岸線からの距離，

大陸の東西南北，気候区の違いなどに関わらず、あまねく大なり小なりの水循環に影響を与え
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る。特に人口や資産の集中する沿岸域や低平地では、海面水位の上昇、大雨の頻度増加、台風

の激化とそれらの複合した水害、土砂災害、高潮災害等が頻発・激甚化すると指摘されている。

また、淡水資源に関しては，降水量の絶対的な量の大小の将来変化に伴う問題のほか、人間の

生活・生産の活動度や人口と人口密度の変化など社会の変化に応じた水需要との需給の相対的

な大小に起因する問題がある。このため、 
・ 降水量の絶対量の減少 
・ 降水量の変動幅の拡大 
・ 積雪量や融雪時期が変化 
・ 人口の増加 
・ 途上国の発展に伴う水使用量の原単位の増加 
・ 水の豊かな国・地域と水の乏しい国・地域間の水のやり取りの難しさ 

などにより慢性的な水不足を抱える国・地域の増大と、渇水の頻度が増加するなど淡水資源の

問題が顕在化することが想定される。 
上述のように地球温暖化に伴う降水量の変化や海面水位の上昇等によって直接的または間接

的に影響を受ける生態系、生活系、産業系の諸問題に、現在の人類が真摯に対応することは、

将来における持続可能な人類社会を構築し，生態・環境の保全と創出を行う上で、現在を生き

る我々にとって不可避の義務となりつつある。持続可能な社会の構築を現在の人類全体が掲げ

る重要な目的のひとつとするならば，地球温暖化と気候変動に伴う地上の全生命への過剰なイ

ンパクトの緩和と生態系、生活系、産業系における過不足のない合理的な適応策の立案とその

着実な実行が必要不可欠なものではあるものの，その目的の遂行に対しては政治・社会・文化・

経済等さまざまな分野からの対策と寄与の必然性が存在する。しかし本土木学会がそれら全て

の対策を網羅し、その義務を履行することは学会の本来の目的でもなく能力と守備範囲を超え

ていると考えられる。上記の諸分野との緊密な連携のもとでの土木学会としての活動は本提言

書の提出の後，全土木学会会員と土木技術者が真摯に考慮すべき人類の生存に関わる壮大なテ

ーマである。 
このような地球温暖化と気候変動に関する現状の認識にもとづき，本提言は、人類の歴史の

始めから現在に至る土木技術者が獲得した土木技術と現在の土木学会会員の日ごろの業務や研

究活動から得られた知見を総合化し，土木技術の観点に基づき，地球温暖化と気候変動に起因

する諸問題に対して適応策の提言を行うものであり，本報告書は政治・行政のみならず国際社

会，メディア、教育および地域社会全般を対象として提言するものである。 
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２ 地球温暖化時代における社会基盤整備と土木技術 

 
地球温暖化と気候変動による影響は、上述のように生態系、淡水資源、食料、沿岸と低平地、

産業、健康など広範囲に及び、例えば健康という分野においても今後水と衛生の基盤整備が必

要となるように、それぞれの分野においてこの問題は社会基盤整備と密接な関係を有している。

このため広く土木技術の活用による社会基盤整備の着実な推進と地球温暖化や気候変動による

社会基盤への影響を低減させる努力が必要であり、様々な土木技術の分野において、地球温暖

化の適応策への貢献を考えることが重要である。特に降水量、海面水位などの変化を直接的に

影響として受ける水と水循環に関する分野では、災害の発生などによって自然・社会に深刻な

影響を被る可能性があり、土木技術の活用による適応策の役割が極めて重要である。 
このため、ここでは、上述の生態系から健康まですべての項目において根幹をなしている水

と水循環に関する分野を代表として、社会基盤整備と土木技術の観点から適応策のあり方と目

指すべき社会像を検討することとする。 

地球温暖化や気候変動による水の量の多寡および質の変化・変動に起因する人間社会へのイ

ンパクトの低減に直接寄与する適応策は、堤防、遊水地、ダム、堰、防波堤、上下水道等の社

会基盤の整備に依存しており、それらは全て土木技術の上に立脚している。土木技術は本来、

社会情勢の変化に対応しながら人々の生活の安心・安全を確保する社会基盤の整備を行うこと

がその目的のひとつであり、前述のとおり地球温暖化に対応する適応策として不可欠である。

人口が多くかつ経済活動の中心となる沿岸域や低平地における水害、土砂災害、高潮災害等の

too much water に起因する災害から人命・資産を守ることは重要な課題である。さらに不安定

な水資源に起因する渇水や too little water に起因する安定な生活・生産活動に対する脅威

を低減することも重要である。 

一方、人口密度の低い地域の多くは農業、畜産業、林業および水産業の生産拠点であり、か

つ豊かな生態系を有している。それらは地球温暖化と気候変動に伴う水災害等の発生、耕作・

作付け時期の変化、農業水利の不安定取水や水温上昇と水質悪化、植生の変化に伴う流出特性

の変化、山腹崩壊の発生等の直接的な影響を受けると考えられている。これらは全て生産活動

を低減させ、さらに過疎化の促進を招くように働いている。 

これらの諸課題を解決するにあたり都市や農村を含む地域計画、交通計画、治水、利水、農

業土木などの分野において今日まで蓄積された高度な土木技術の有効な活用は不可欠であり、

さらに新技術の開発や社会制度の充実をはかりつつ土木技術を中核とする地球温暖化の適応策

を計画的に進めて行くことが重要となってくる。 
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３ 賢い選択と粘り強い適応に基づく持続可能な社会 

 

3-1 水の安全保障 

 地球温暖化と気候変動に対する適応策に関する基本的哲学として｢水の安全保障｣の考え方

がある。この場合｢水の安全保障｣の考え方は以下のように定義される。すなわち字義通りの狭

義の意味での 

（１） 水災害・水需給・水質・環境・生態系の安全保障 

と広義の意味での 

（2）人命、資産と平和に関する安全保障 

がある。地球温暖化と気候変動に対する適応策に関する基本的哲学としては、上記（１）の安

全保障に加え、食糧・食料とエネルギーの安全保障を前提としつつ、地球温暖化と気候変動の

時代に適した生活の質の保障と向上を担保するものとしての、文化、教育、情報、農林水産業、

工業、経済、衛生、医療等の進展が期待され、このもとで広義の意味としての人命、資産と平

和に関する安全保障が考えられよう。すなわち持続可能な社会は以下に示す三つの安全保障の

確保のもとに達成され、そのもとに平和で活力のある社会が構築される。 
（1）水の安全保障 
（2）食糧・食料の安全保障 
（3）エネルギーの安全保障 
 
3-2 地球温暖化と気候変動に関する既往の提言 

現在までに地球温暖化と気候変動に対応した適応策に関して、いくつかの政策提言がなされ

ている。その代表的なものと適応策の表題を列挙すると以下のようになる。 
・ 国土交通省河川局 気候変動に適応した治水対策検討小委員会・・・水災害適応型社会 
・ 環境省 地球温暖化影響・適応検討委員会 気候変動への賢い適応―地球温暖化影響・

適応検討委員会報告・・・賢い適応 
・ 農林水産省水産庁 地球温暖化に対応した漁場・漁港漁村対策調査事業報告書 
・ 日本学術会議 地球惑星科学委員会・土木工学・建築学委員会合同 国土・社会と自然

災害分科会 地球環境の変化に伴う水災害への適応・・・環境変化や災害に対して適応

能力が高い強靭な社会を築く 
日本学術会議では環境変化や災害に対して適応能力が高い強靭な社会を築く

（Establishment of adaptive capacity, high-resilience society）ことが謳われており、環境省

では適応策全般に対して「賢い適応」のもとにさまざまな提言がなされている。国土交通省は、

「水災害適応型社会」の名の下に、水災害に特化した適応策を社会資本整備審議会から答申を

受けている。このような現状のもとに土木学会では将来の地球温暖化と気候変動の影響の下で

影響そのものの緩和を考える緩和策と適応策を構築しつつ、我が国と国際社会のあり方を検討

する影響小委員会、緩和策小委員会と適応策小委員会の三つの小委員会が立ち上がっている。

本報告書はその中の適応策小委員会からの提言であり、本節はその前提として地球温暖化と気

候変動のもとでどのような社会の構築を目指して適応策を立案するかを論じるものである。 
 



 105

 

3-3 地球温暖化と気候変動に関する不確実性と賢い選択 

地球温暖化と気候変動は時間的・空間的にも、またその質的・量的にも多くの不確実性が存

在することが指摘されている。一方、温暖化と気候変動の有無に関わらず発生する政治情勢の

変化、人口の増大や減少、少子高齢化、エネルギーおよび食糧の供給量の変化、経済活動の変

化およびそれらに影響を受ける地域社会の構造変化等の社会変化にも現在の我々の知見では予

測の困難な数多くの不確実性が存在する。その不確実性の中で地球温暖化と気候変動に対応し

ていくにはさまざまな政策上あるいは技術上の選択肢が必要となり、かつそれらの適切な選択

と組み合わせが必要になってくる。水の安全保障に関して言えば、我が国の土木技術者は too 
much water と too little water に関わる水問題・水災害に関して歴史上多くの成果を挙げ、他

国に例を見ない安定した国土の形成に寄与しており、その経験から様々な水に関する解決可能

な政策手段と技術的オプションを獲得し、その質を高め、社会変化や地球温暖化の進展に応じ

た多くの選択肢を提示することができる。また、選択肢の選択にあたって、これまでの調査・

研究の成果や知見・経験の積み重ねにより、様々な水に関する課題の分析・評価方法を開発し

ており、気候変化、社会構造や情勢、科学技術、環境・生態系などに関して正しい認識のもと、

課題の分析・評価を行って目標に対して推奨すべき政策・技術を賢く選択できる。賢い選択と

は、地球温暖化やその影響の特性、抱える社会問題の原因などを踏まえて、これらにおける課

題の解決と目指す社会のあり方を選ぶものであり、国や地方、官・学・民それぞれの役割や共

通部分において存在する。例として以下の表に示すように、哲学・理念から法制度、政治・行

政・社会システム、環境・生態系、技術、投資、人材、教育、国際貢献などにおける具体的な

仕組みから基本的な考え方まで様々なことが考えられる。それぞれの事項において、推奨すべ

きものと反対に回避すべきものの両方の観点があり、将来に向け政策や技術の選択を行う必要

性がある。 
そして選択した事項の実現に向けては既存の政策や計画に適応策を組み込んでいくこと、す

なわち適応の主流化が最も効果的でありかつ現実的であろう。 
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表．１ 地球温暖化に関する賢い選択 

 推奨すべき事項 回避すべき事項 

水の安全保障(水災害・水需給・水質・環境・生態系

の安全保障が国と国際間の安全保障の基礎である=

持続可能社会) 

国民、国のリーダー、行政の

無知、無視、誤った理念への

傾注 

順応的な対応 対応の硬直化 

 優先順位の誤った選択 

適応の主流化  

 

哲学・理念 

 

哲学・理念 

水循環の哲学  

水の安全保障を憲法・行政法レベルでの明文化  

水利権・漁業権等の法制度改革 権利の硬直化 

地下水の利活用と権利  
法制度 

適切な税制  

 不作為 

政治行政におけるリーダーシップ 政策の遅れ 

事業主体の明確化と複数分野の総合的な対策、行政

の連携 
縦割り行政 

対策に関する専門部署  

合意形成手法の確立 利害関係者の対立 

危機管理やＢＣＰの導入 壊滅的なシステム崩壊 

 

政治・行政・ 

社会システム 

 

 

 

 
土地利用の見直し  

保全と創造の理念と実践  

保全と創造技術の開発  

 環境への過負荷 

クリーンエネルギーの公共事業への活用  

環境・生態系 

水循環の哲学  

研究・行政組織 

地球温暖化の緩和策と適応策に関する国立の研究

所・センターの設立 

政府・行政内におけるさまざまな省を統括する部署

の設立 

 

行政・土木系研究分野における緩和策・適応策専門

家の養成 
 

政治・行政・土木系研究分野における緩和策・適応

策に通じた人材養成（多様な視点を持ち地域の状況

に通じた人材） 

 

NPO の養成と活用  

人材 

国際的素養を習得した人材  
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公共事業の投資効率の向上  投資 

  多重投資 

 不適切な技術適用 

 適切技術の不採用 

多機能と機能の高度化  

適切なモニタリングとフィードバック 技術開発の遅れ 

WMO、統合型水資源管理、統合洪水管理と技術 技術開発の遅れ 

リスク評価手法の確立 技術開発の遅れ 

技術 

 

技術 

 

危機管理に役立つ技術 技術開発の遅れ 

国民・住民の理解のための行動 画一的な教育 

教育 学校教育における理学・工学系専門教育者の養成と

カリキュラムの形成 
 

対策を通じた国際貢献  

水災害分野における貢献  

水供給分野における貢献  

衛生分野における貢献  

国際貢献 

WMO、統合型水資源管理、統合洪水管理  

 
3-4 粘り強い適応 

上述のように地球温暖化と気候変動に対する政策と技術には多様な選択肢の賢い選択が必要

となるが、その選ばれた選択肢に対しては必要となる要件が存在する。すなわち想定を超える

外力や構造物の耐力を超えた外力に対しては、カタストロフィーに導く壊滅的な被害を回避す

る壊れにくくかつ壊れても迅速な復元が可能な粘り強い機能を必要とする。水災害と水の需給

に関わる量的および質的な問題に関しては、可能な限りの耐力を有する防災能力の強化と、耐

力を超える場合にはその外力の分散を図ることによる被害の最小化を目指した地域の災害耐力

に応じた統合化された社会システムの構築と外力がもたらす被害からの避難や退避に基づく減

災能力を必要とする。その中には被災想定箇所や地域からの住居や生産・産業拠点の退避も含

まれる。 
 

本節においては地球温暖化と気候変動のもとでの持続可能な社会を構築するにあたり必要と

なる項目を列挙している。すなわち既往の提言を踏まえつつ、 
(1)基本的な哲学としての｢水の安全保障」 

(2)不確実性の中での賢い選択 

(3)粘り強い適応 

を論じてきた。 
これらの哲学を基礎としつつ土木技術は(2)において選択肢の数と内容及び選択にあたって

の分析・評価を充実させ、また(3)においては粘り強い適応の実現の可能性を高める上で不可欠

である。 
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土木学会では、地球温暖化対策に取り組むために、地球温暖化特別委員会を設立し、この委

員会の下に以下に示す三つの委員会を設立している。 
・影響小委員会 
・緩和策小委員会 
・適応策小委員会 

適応策小委員会においては土木学会内の水に関連した常置の委員会である、水工学委員会、

海岸工学委員会、環境工学委員会の三委員会に具体的に適応策の検討を依頼しており、本提言

はその検討の結果をまとめたものであり、以下の節で述べるとともに、検討された影響と適応

策については末尾の一覧表にまとめている。 
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４ 適応策に関する水工学からの寄与 

 

4-1 治水の整備水準が低い中での気候変化の襲来 

 主要な大河川については 200 年に 1 度の大洪水にも対応できるように整備基本方針および整

備計画が策定されつつあるものの、例えば利根川の場合、30 年に 1 度の洪水に対応する整備で

さえ６割程度しか達成されていない。一方で、河川事業予算は 1996 年度のピーク時に比べ半

分近くに減っている。このように、現在の治水目標に対してさえ整備には長期間を要すると見

込まれる上に、温暖化が進んだ場合、今世紀末には現行での 200 年に 1 度の規模の洪水が 100
年に 1 度程度と頻発化し、同時に巨大化することが予測されている。このためダムや堤防の整

備は着実に進める必要がある一方で、それらだけに頼るのは非現実的であり、水が溢れること

も念頭においた現実的な治水策を温暖化適応策の一部として導入していく必要があるだろう。 
 
具体的には、 
・ 犠牲者ゼロを目指す 
・ 中枢機能地への重点対応、国土構造の再編成 
・ 住まい方の工夫、土地利用（規制、と誘導）と一体となった河川計画 
・ 補償や水害保険などの整備 
・ 観測の高度化、継続による順応的対応と予警報の高度化 
・ 極端な大規模災害（地震などとの複合災害を含む）の想定と、それへの備え 
・ 従来の三本柱（河川改修、流域対応、危機管理）に加えて、四本目の柱として氾濫・浸

水後の復旧・復興対策や地域のＢＣＰ（Business Continuity Plan）の立案 
などが挙げられる。氾濫・浸水が生じなければ何よりであるが、氾濫・浸水が全く生じないこ

とを前提とするのは、もはや無理であろう。様々な不確実性のもとで、溢れた場合への対応を

十分に考慮した社会を認めるべきではないだろうか。また、各企業などは BCP への取り組み

を始めたが、水害に対する地域社会全体としての BCP は無い。その作成は急務である。 
これらは地球温暖化の脅威がなくとも、治水目標に対して整備に長期間を要する現状を考え

た場合、いずれにせよ我が国の治水へ取り込むべき施策である。地球温暖化への適応が、その

早期導入への契機となるものと考えられる。極端な大規模災害は、100 年後でなく 10 数年後

に日本を襲うかもしれない。温暖化による水循環の変化がはっきりと検出されてから行動する

のでは遅い。 
 
4-2 既存の枠組みに囚われない既存ストックの活用 

上記のように、現行の治水利水目標さえ十分に満たされていないのが現実ではあるが、一方

で戦前、戦後を通して、特に高度成長期以来、治水施設を整備してきたことも事実である。そ

のため膨大な治水施設がストックされてきた。しかしながら、高度成長期に整備した膨大なス

トックが寿命を迎えつつあることも事実である。人口減少、高齢化は待ったなしであり、国土

の景観に関しての意識も高まってきた。既存ストックの寿命分布の平滑化は必須である。一方

で、財政には余裕はない。このような現代の日本の治水利水事業が置かれた立場を考慮すると、 
・ 施設の徹底活用と長寿命化、寿命分布の平滑化、改良による機能向上 
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・ 高度化した情報収集・解析技術を生かしたオペレーションの向上 
・ 異なったセクター・自治体間での施設の共同整備と共同活用、日頃からの情報交換、人

材交流 
・ 旧来型事業遂行からコンソーシアム的な事業の推進 
・ 水利権や水価格についての再考による水資源の有効利用 

などによって、既存のストックや様々な有形無形の資産を最大限に生かし、最小限のコストか

ら最大限の効用を産み出すことが求められる。 
 
4-3 画期的な水災害リスク評価手法の開発と公開 

 これまで主たる河川流域を対象としたハザードマップこそ存在するものの、それぞれの流域

に対して、流域の安全度（脆弱性）を定量的に明らかにしたものは無い。新たに作られるべき

ものは、流域内の各々の地域の安全度（脆弱性）を示すものであると同時に、異なった流域間

を比較可能なものである必要がある。この新たな安全度（脆弱度）評価を基礎とした上で、様々

な適応策を講じたときの安全度（脆弱度）の変化を評価できることが必要である。結果として、

適切な適応策の選択や優先順位付けを行うことが可能となる。また例えば、東海地方における

ネーデルランド構想のように、想定しうる最大の外力についても考えておくべきである。その

ような最大外力がすぐさま襲来するわけではないが、問題点の抽出・洗い出しが可能となる。 
 このような画期的な水災害リスク評価手法の開発には、 
・ 定量的な水害影響評価（リスク評価）の高度化 
・ 標準的評価手法の公開  
・ それに基づく適応策の順位付けとロードマップの策定、適応限界（critical level）の試算 

などが含まれる。 
災害リスクを明示することによって、水災害関係者・ステークホルダーの合意形成が図りや

すくなり、街づくりや土地利用などの河川管理者以外による適応策を促進・誘導することがで

きる。その際、人々が「実感」できるような明示手法もあわせて開発する必要がある。 
 

4-4 水資源政策の転換 
 近年、少雨化傾向にあり、年降水量の変動幅も大きくなっていることから、これまで確保し

てきた水資源の安定供給量は減少しており、利水安全度は低下している。また、安全でおいし

い水や豊かな環境等に対する国民の意識の高まりもあり、水循環、水利用、施設管理、危機管

理等の観点から様々な課題が顕在化している。こうした課題のある中で、季別の降水量や年間

の降雨パターンの変化、降水量の変動幅の拡大など地球温暖化による影響が予測され、規模の

大きい渇水の発生が懸念される。また、積雪量や融雪時期の変化の予測から農業などの水利用

に影響が生じる恐れもある。さらには水質や生態系への影響、海面上昇に伴う地下水の塩水化

など広く影響が懸念され、適応策を講じる必要がある。 
水資源の様々な課題は、水循環系を介して密接に関連しており、分野横断的な対応が重要で

あり、適応策を含めた課題の解決には以下のことが必要である。 
・ １つの水系に依存する流域（集水域及び関連する利水域、排水域、氾濫域）を単位とし

て、水に関わる関係主体が連携・調整すること 
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・ 水量と水質、表流水と地下水、平常時と緊急時を総合的・一体的に考え、対策の適切な組み

合わせ、適切な順序での施策を行うこと 
水資源政策においては、従前の水資源開発による量的な充足を優先させる「開発」を主とす

る方策から、気候変動を見据えた水源開発も含め、多くの課題の解決を図る総合的な「マネジ

メント」へと施策を転換することが国土審議会水資源開発分科会調査企画部会から提案された。 
水を持続的に活用できる社会の実現と健全な水循環系の構築を理念として、多様な主体の連

携・調整のもと、豊かな水環境に配慮しつつ、最適な水資源配分等を図っていく総合的な水資

源の管理を目指している。 
今後、具体的な内容や仕組みについて実現性や既存の制度との整合性などの観点から検討を

進める必要があろう。 
 
4-5 諸外国の適応策への支援 

地球温暖化によって諸外国が被る影響が食料輸入などを通じて国内社会に大きな影響を与え

うる点において、日本は世界でも特殊な国である。そのため、諸外国における温暖化適応策に

貢献することは自国の安全、安定のためにも重要な課題といえる。先進国としての世界への応

分の貢献という側面も忘れてはならない。 
食料の安全保障という意味では、世界の穀倉地域や人口密集地帯における農業生産に対する

適応策を支援する必要があるかもしれない。一方で、人口密集地域であるアジアのデルタ地域

での適応策の推進においては、日本の技術と経験が大いに役立つと考えられる。例えば、レー

ダー情報を基盤とした瞬時の広域降水量分布の把握や、IT 技術によるその伝達・公開、更には

洪水・土砂災害の予測と迅速な対応などは、急峻な地形に豪雨の降り注ぐアジアモンスーン変

動帯地域において共通に必要とされる技術であり、日本が世界の最先端を切り拓いているもの

と考えられる。これらの技術を諸外国へと広めることは、短期的にも長期的にも国益に適うも

のであろう。 
 
4-6 水問題に関する教育の革新 

 必ずしも地球温暖化に伴うものに限ったわけではないが、水問題に関する知識を普及してい

く取り組みが重要である。市民に対する直接的な教育・啓蒙のみならず、教育者に対する教育

とそれを通じた防災知識の青少年への普及も非常に重要な課題である。教育者が適切な知識を

持っていることで子供たちを直接危険から守ることが可能になり、またその知識を子供たちに

伝えることで将来の潜在的なリスクを軽減することが可能となる。工学系・技術系大学卒業生

の小中高先生への採用･配属も促進されるべきであり、地球温暖化、生物多様性等の地球環境問

題に関する新しい重要事項関連の科目の必修化も視野に入れるべきではないか。 
 また、これまでの考え方や手法のみでは今後の気候変化に適切に対応することは難しいと考

えられる。これから求められるのは、これまで経験したことのない問題に対して柔軟かつ適切

に対応していくことができる人材である。その意味で、行政に携わるものや技術者の能力を向

上させる取り組みを進めていく必要がある。たとえば、地域の NPO との協働を通じた、土木

学会の旧来の枠にとらわれない人材育成などが求められる。もちろん、新技術、新素材の開発

も絶え間なく継続していく必要がある。 
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4-7 地球温暖化適応策実施のための法的・経済的・社会的システムの整備 

地球温暖化の緩和策では、二酸化炭素の排出規制のように、緩和策を実施するための枠組み

が考えられているが、適応策においても同様に、適応策を実際に実施する（させる）ことを担

保する枠組みを考える必要があると考えられる。現在の河川整備基本方針や河川整備計画の議

論には将来の気候変化が織り込まれていないが、長期的にはこうしたことも考慮しつつ議論し

ていくことが望ましいと考えられる。河川整備基本方針や河川整備計画立案における時間的、

空間的、総合的枠組み作りが必要であろう。既存の行政法や行政の構造における縦割り構造を

乗り越えた新たな計画案の実現、作成も必要である。既存の枠を超えるためには政治が主たる

役割を果たすべきともいえる。そのために、例えば、省庁横断型の地球温暖化適応策本部、事

務局の創出などが考えられる。 
 
4-8 余裕ある社会へ向けて生活・制度の見直し 

 水災害に限らず、災害が発生したときは非常時なのだから、その非常な状態が終わるまで普

通の日常生活をあきらめたほうが身のためになることが多い。すなわち、少し余裕を持って生

活することによって、人命や資産を守ることができる。たとえば、台風が来たら、それが過ぎ

るまで仕事は休む、といったことである。上記は時間的な余裕であるが、空間的にも同様のこ

とが言える。河川沿いの水災害リスクの高いところは、公園や空き地のように、余裕を持って

空けておくことで、水害発生時の被害を軽減することができる。このように、全体として余裕

ある社会を構築することで、生活基盤を災害に対して頑健なものとすることができる。 
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５ 適応策に関する海岸工学からの寄与 

 

5-1 適応策の基本的な考え方 

適応策は、防護、順応、撤退に大別される。防護は、地球温暖化の影響を構造物等で防ぐこ

とであり、堤防や護岸の天端を嵩上げして高潮災害を防ぐというのがこれに相当する。3 大湾

を始めとして日本では人口や資産が集中する地域が海岸線付近に多い。このような地域は、構

造物によって高潮などの災害に対して高水準の防護を行う必要がある。このような防護は、年

齢や体力などにかかわらずすべての人とすべての資産が守られるという長所を有する。それだ

けの集積がなされている地域には積極的に防護策を推進すべきである。ただし、海岸の環境や

利用面を考慮すると、護岸や堤防の形状などを工夫することによって、単なる天端の嵩上げに

ならないような技術開発の余地がある。 

順応とは、浸水などが起こっても被害にならないように生活様式や利用方式を工夫すること

である。アメリカのフロリダ州のように高床式の住居にして、予測される高潮の水位より上に

床を作るのがこれに相当する。また、ハザードマップを作成して、避難態勢を整えるのもこれ

に含まれる。順応は、想定を越える高潮のような外力に対しても対応しやすいという長所をも

っているが、日常生活を含めて、人間活動はある程度の制約を受けることになる。 

住民がいない地域や、人口がきわめて希薄な地域においては、防護することなしに撤退し、

自然に任せて高潮や海岸侵食を受け入れることも可能性の一つとなる。人口減少の中で予算が

限られている状況では、限られた地域についてはこのような適応策が有力となろう。 

防護、順応、撤退という適応策は、単独で用いるだけではなく、組み合わせて進めることも

考えられる。特に、高潮などに対する現状の目標レベルに対しても海岸の防護が完成せず、さ

らに台風の強度の増加を含む将来の不確実な外力レベルに対してまですべての海岸の防護水準

を上げることは不可能であろう。こういった状況では、ある程度のレベルまでは構造物などに

よって完全に防護するが、それを越えた外力に対しては、順応策を取り入れて被害を最小にす

るという考え方が必要である。地球温暖化に対する海岸での適応策をきっかけに、海岸保全一

般についても、組み合わせによる二重の防災・減災態勢を目指すべきであろう。 

 

5-2 適応策オプション 

沿岸域では，海水面の上昇および波浪の増大，台風・高潮の来襲頻度，規模の変化によって受

ける影響が最も大きい．それらにより，海岸・港湾施設の機能低下が生じ，後背地に浸水・氾濫

など大きな被害をもたらすと考えられる．また，沿岸域の浸水・氾濫リスクには，河川流域の降

雨量・パターンの変化も大きく影響する．海水温の上昇や気温の上昇も沿岸域環境などの影響を

与えると考えられる． 

これらの影響に対する適応策オプションとしては，上記の防護，順応，撤退に対応して以下の

ように挙げられる． 

 

防護： 

・ 海岸・港湾施設の整備，改良 

・ 海岸・港湾施設の設計基準の変更 
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・ 排水システムの強化 

・ 河川・海岸の総合的土砂管理（サンドバイパス，養浜） 

順応： 

・ 建築様式の変更（建築物の嵩上げ，セットバック） 

・ 総合的沿岸域管理 

・ 迅速な避難支援 

・ 地域防災力強化（情報提供，共有） 

・ 災害復旧基金，補助金の創設，浸水保険制度 

・ モニタリング（長期，リアルタイム） 

撤退： 

・土地利用の変更・規制（緩衝帯の設置，遊水池などの設置，住居などの移転） 

 

5-3 適応策のタイムスケジュール 

地球温暖化に対する適応策の実施に際しては、手遅れにならないように計画的にすることと、

他方で、事前の対応が過剰になって無駄な投資にならないようにすることが重要である。図は、

防護を念頭に置いた場合の、地球温暖化への適応策の実施のタイムスケジュールを示すもので

ある。 

堤防や護岸の天端高を念頭に置くと、左端は現有の構造物を建設した時点での必要天端高を

示しており、実際には余裕高を加えて建設されている。その後の海面上昇によって、現在の必

要天端高は若干上昇している。また、現状では不確定であるが、台風の強度の増加等も起こり

つつある可能性がある。それらによって必要天端高が上昇する様子を右上がりの曲線が表して

いる。しかし、それらは今のところ余裕高に吸収される程度であると考えられるので、構造物

の機能は所定の水準を保っている。しかし、そのままの状態を続ければ、やがて機能水準が不

十分となる。そこで、現在の構造物の更新や災害復旧の際に、まずはそれまでに実際に観測さ

れた海面上昇分を取り入れて、更新時期での最新の海水面高を使って設計を行うようにする。

これで起こってしまった海面上昇への対応がなされたことになる。さらに後の更新時には温暖

化現象がより明確になるであろうから、海面上昇の実績だけでなく耐用期間中の上昇予測値も

加えたり、さらには台風の強度の増加の現象が明らかであればその分も加えたりして、設計を

行う。 

このような手順により、地球温暖化に対する適応が、手遅れになることもなく、また、無駄

な投資に終わることもなく、漸近的に行われていくことになる。地球温暖化が確実になった現

在でも、その定量的な将来予測については不確実性が残っているから、適応策の実施の中でそ

の不確実性を吸収するような工夫が必要である。 

ただし、上述の適応戦略の実施に際しては、技術的に解決しておかなければならない問題が

ある。例えば、10 年オーダーの海水面の上下変動などが含まれる潮位記録から、長期的な海面

上昇量をどのように抽出するかということもあるし、設計条件を越えて余裕高にかかるような

外力の超過が起こった場合に、構造物の耐力が保証されるかなどもある。そのような技術的な

問題を解決した指針を早急に策定する必要がある。 

日本では、1990 年代に地球温暖化の影響と対応策の検討が、学問的課題として、さらに行政
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的課題として盛んに行われた。しかし、対応策が実施されるには不確実性の壁が高かったよう

に思われる。地球温暖化が確実なものと断じられた今、それに対する対応の長期的な見通しを

是非持たなければならない。 
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図．１ 地球温暖化に対する漸近的適応策（磯部，2008） 
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６ 適応策に関する環境工学からの寄与 

 

6-1 概要 

 環境工学分野における地球温暖化への適応策は多岐にわたるが、そのほとんどは次のものに

まとめることができる：(1) 再利用の促進、(2) 都市発汗、(3) 地下水涵養・利用、(4) 農業用

水・工業用水を含めた流域内水利用システムの再構築、(5) 流域間の水の相互融通システムの

構築、(6) 栄養塩循環、(7) 病原微生物・熱帯伝染病、(8) 省エネルギー型技術の導入。 
 「(1)再利用の促進」は、主として渇水対策となる施策である。家庭レベルでの再利用から下

水処理場での高度な水の再生処理を行うものなど、さまざまなレベルでの再利用が含まれる。

再利用の促進の範疇には、下水処理水を農業利用することも入る。標高の高い地域に都市が、

標高の低い地域に農地が立地している場合、都市から発生した下水を処理し、さらにその処理

水を農業利用することができるであろう。こうした施策は下水に含まれる栄養塩類の有効利用

にもなる。また、低地に農地あるいは緑地が広がるような都市構造は、治水安全性の面から都

市の低地利用が限定されるようになると、我が国において広く見られるようになっていくと予

想できる。 
 「(2)都市発汗」は、都市の放熱作用を高めることで、都市域の温暖化・温室化を軽減しよう

というものである。植樹を施すこと、打ち水をすること、あるいは建物の外壁に水を流して放

熱すること、水のミストをまくことなど、水を用いたさまざまな方法で都市の熱放散を促進す

ることが試験的に実施されている。こうした取組みの効果を定量的に評価する必要も出てくる

であろう。また、こうした施策を可能ならしめるためにも、「(1)再利用の促進」が重要となる。 
 「(3)地下水涵養・利用」は、地下水の涵養を促進するとともに、その有効活用をはかろうと

いうものである。地下水を一定の社会的ルールのもとで有効活用することで、表流水への需要

を削減することができる。一方、地下水涵養は、雨水の流出抑制とあわせて実施することがで

きる場合もあるであろうし、海岸付近では海水の地下水への侵入を抑制することができると期

待される。技術の開発や実施だけでなく、社会的なルールづくりや地下水の動きに関する精緻

な予測を行なう技術も必要である。 
 「(4) 農業用水・工業用水を含めた流域内水利用システムの再構築」および「(5) 流域間の水

の相互融通システムの構築」では、流域内での水利用の最適化を、水の再利用システムや地下

水利用、あるいは貯水池・ダムの水運用、また、都市用水・農業用水・工業用水利用を含め、

再構築しようというものである。さらに、渇水対策を考えると、流域間での水の融通を必要に

応じて促進していくことも有効である。制度づくり、あるいは水利権の段階的な見直しといっ

た社会制度の側面の他、流域内あるいは流域間での水利用について適切な施策を策定し実施す

るような人材を育成することが必要である。 
 「(6) 栄養塩循環」は、温暖化との直接的なつながりは薄く見えるかもしれないが、我が国

の食料自給能力を高めるために考慮しなければならない必要不可欠な項目である。下水、有機

性廃棄物、あるいはし尿に含まれる栄養塩類を回収し農業利用していくための技術開発が必要

である。また、そうした技術は農家の理解なくしては実施することができないので、農家ある

いは農作物の消費者まで巻き込んで考えていくべき問題であるかもしれない。 
 「(7) 病原微生物・熱帯伝染病」で特に指摘したのは蚊の発生への対策である。水の循環型
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利用を行うにあたり、あるいは、湿地処理のような低コストの水処理技術を導入するにあたり、

十分に考慮すべきである。 
 「(8) 省エネルギー型技術の導入」は、緩和策との切り分けが難しいが、いくつか考えられ

る事例を表に列挙した。例えば、下水処理についてはエネルギー消費量のより少ない技術、あ

るいは、バイオマス回収をより促進する技術などをあげた。  
 以上の、適応策は、概して、水を中心とする社会の物質代謝システムに柔軟な変革を迫るも

のである。その一方、上下水道システムは地中に埋設されたインフラであり、柔軟性に乏しい

性格を持つ。また、我が国では 1900 年代後半都市化が急速に進展したために、全国的に画一

的な上下水道システムが採用されている傾向がある。地域の特性にあった水代謝システムに変

えていく必要があるのはいうまでもないが、そのためには各地域の水に関する技術者の知力・

技術力を高めていく必要がある。 
 
6-2 各側面での適応策 

a) 水供給 

 気温の上昇に伴い、湖沼において藍藻類が異常増殖する期間が長期化する可能性があり、こ

れらの藍藻類からの放出により、水道水の異臭味（カビ臭）問題が大きくなると考えられる。

これに対しては、下廃水処理の徹底により栄養塩の湖沼への流入を抑え、藍藻類の増殖を抑止

することが第一に挙げられる。また、カビ臭除去に効果が高い活性炭吸着処理などを既存浄水

処理プロセスに付加すると同時に、これらの適切な運転（添加率, 接触時間など）を行う必要

があろう。また、気温の上昇が病原性微生物の河川水や湖沼水中での生存に有利に働き、水道

原水中にこれまでより高濃度で混入する可能性が考えられる。これに対しては、浄水処理工程

での塩素消毒をこれまで以上に注意を払って運転する必要が生じる。一方で、気温の上昇は、

これまでの浄水処理では低温時に問題となっていたアンモニアの生物酸化処理や凝集処理の効

率低下に対しては、好都合に働くものとも期待できる。 
 渇水の増加により、水源水量が低下し、水道原水への下水混入率がこれまで以上に増加する

ことが考えられる。これに伴い、下水中に含まれる医薬品や病原性微生物（原虫, ウイルスな

ど）により、原水が汚染される危険性が増加するものと考えられる。水源水量の低下に対して

は、家庭内・ビル内循環利用の推進や、地下水利用ルールの確立とそれにのっとった地下水利

用の促進などが必要となる。さらには、地下水の涵養およびその水質保全の促進も必要であろ

う。このためにも、水源の分散化、ネットワーク化を考慮した取水計画が必要となる。また、

医薬品や病原性微生物対策には、浄水処理工程にて活性炭吸着や膜処理などの導入を検討する

必要が生じるであろう。 
 衛生害虫の北上に対しては、直結給水を奨励することにより貯水槽を減らし、貯水槽にて蚊

などの害虫が繁殖する可能性をできる限り低減する必要が生じる。 
 省エネルギーへの取り組みとしては、現在より上流に取水場所を移動することにより、導水

や配水に要するエネルギーを重力により賄うことが期待できる。また、マイクロ水力発電など

により積極的に浄水施設内で発電を試みると同時に、様々な省エネ技術を導入する必要がある。 
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b) 下水道 

 地球温暖化による気候変動は，降雨パターンを変化させ，地域的に豪雨洪水被害を生じるこ

とが懸念されている。下水道は都市における雨水の適切な排除という重要な使命を有しており，

雨水の排除能力の向上および雨水の貯留や地下浸透を促進するための技術が必要となる。また，

合流式下水道では，豪雨時に雨水と混ざった未処理下水の一部が公共用水域へ排出される，い

わゆる越流水問題への対策を強化する必要がある。 
 降雨パターンの変化により，渇水頻度が増加することも考えられる。下水処理水は有効な代

替水源の一つであり、処理水の再利用を更に進めるために、高度処理技術の更なる開発と導入、

再利用水の需要や要求される水質に関する情報の蓄積と整理、基準や諸制度の充実を進めるこ

とが考えられる。また、集中型の下水処理では再利用水を供給できる範囲が処理場周辺に限ら

れるため、処理場の分散配置も検討に値する。 
 地球温暖化により水温が上昇すると，閉鎖性水域に於ける藻類の異常増殖の促進と酸素溶解

量の減少が共に生じるため，富栄養化による深刻な水質汚濁の進行が懸念される。下水は，富

栄養化物質の主要排出源の一つであるため，適切な栄養塩対策を行なう必要がある。高度処理

技術の開発・導入を推進する、あるいは、栄養塩を含む処理水を緑農地に供給し栄養塩を植物

に吸収除去させること、あるいは栄養塩を含む処理水は閉鎖性水域をバイパスして開放性の高

い水域に放流する、といった対策が考えられる。なお、栄養塩を除去するにとどまらず回収す

る技術を導入することが望ましい。 
 また，水温の上昇は下水処理の機能そのものに影響を及ぼしうる。すなわち，酸素の溶解効

率が減少するため，好気性処理に於いては溶存酸素濃度を維持するためにエネルギー消費が増

大すると予想される。曝気設備を中心とした省エネルギー型の装置の開発が必要であろう。ま

た、嫌気性処理では加温の必要性が減少し，低強度の有機性排水についても処理が可能になる

ことが期待される。低強度の有機性排水に適用可能な嫌気性処理方法の開発やメタン回収･利用

設備の小型化が待たれるところである。 
 地球温暖化に伴う海水面の上昇は，沿岸地域における雨水排除を困難にし，また下水管への

塩水侵入と処理への悪影響が懸念される。よりいっそうの雨水対策を講じるとともに、塩分の

下水処理や再利用への影響を考慮する必要がある。 
 さらに、地球温暖化に伴って衛生害虫が北上することが指摘されている。下水関係の諸施設

においては，下水管，処理施設および雨水貯留浸透施設などにおいて衛生害虫対策を強化する

必要があるかもしれない。また，低コスト技術である湿地処理を導入する場合には，害虫を繁

殖させない適切な管理方法を開発する必要がある。 
 
c) 廃棄物管理 

 病虫害の発生や豪雨･洪水に伴う有害物質の漏出など，地球温暖化は，廃棄物の適切な処理･

処分に悪影響を与えることが懸念される。廃棄物関連の適応策には，これらの問題への対策に

加え，食料自給率向上を目指した有機性廃棄物の堆肥化など，廃棄物の資源化をも含めた総合

的な取り組みが期待される。 
 地球温暖化に伴って降雨パターンが変化し，渇水が生じるような場合には，水の安定供給を

図るため再利用水の需要が高まると考えられる。また，乾燥による粉塵被害の低減のために散
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水需要の増大が予想されるなど，浸出水再利用の需要は増大すると予想される。そこで、浸出

水再利用を促進するための技術や制度を開発・導入する必要がある。  
 降雨パターンの変化によって，豪雨による洪水被害が生じるような場合には，埋め立て処分

場も同様の被害に遭うことが懸念される。処分場の新設時における立地選定において、豪雨の

影響をこれまでよりいっそう慎重に評価する必要があろう。また、水害の増加に伴い災害廃棄

物が増加することも予想される。中間処理や処分の方法について、技術開発・ノウハウの蓄積

を行なうとともに、災害時の対応に関する制度を充実させていく必要がある。 
 また，気候変動により，降雨･積雪が減少すると考えられる。ただし，この場合，冬期ゴミ収

集に関する負担の減少など，現状に比べて良い方向の変化になると期待される。また，気候変

動は衛生害虫の北上を引き起こすため，その対策も必要である。 
 地球温暖化に伴って海水面の上昇が生じるような場合には，海面埋め立て処分場において浸

水被害が生じることが懸念され、堤防のかさ上げや雨水貯留容量やポンプ容量の増加による雨

水排除能力の強化が必要となる場合もあろう。 
 一方、地球温暖化による気候変動は，世界的な食料需給バランスを崩壊させる懸念がある。

食料自給率を改善し，我が国への影響を回避するためには，特に有機系廃棄物の農業生産利用

を進めて行く必要がある。有機系廃棄物の堆肥化速度は，気温と共に上昇することが期待され

る一方，堆肥化施設までの収集･運搬･一時貯留の工程に於いて，腐敗の進行による臭気や衛生

害虫の発生などの問題を生じる恐れがある。従って，有機系廃棄物の資源化を積極的に普及･

促進するためには，以下の適応策が必要である。収集，運搬，一時貯留の各工程において腐敗

を抑制し臭気や衛生害虫を制御する技術の開発、また堆肥化行程に置いても衛生害虫の発生を

抑制する技術を開発する必要がある。  
 一方，有機性固形廃棄物を輸送の手間を要して回収し資源化を目指すよりも，下水管を用い

て，人や周囲の環境に直接触れること無く運搬し，安全で適切な処理を行うことも適応策の一

つとして重要な検討課題である。すなわち、ディスポーザーを用いた安全かつ省エネルギー的

な廃棄物収集･運搬技術の開発、および、ディスポーザーを導入した流入下水からの資源回収技

術の開発が考えられる。 
 
d) 水環境 

 温暖化は気温だけでなく水温の上昇をも引き起こすと考えられる。水温の変化だけでも水辺

の生物種を変化させる要因となりうる。さらに水温の上昇は植物性プランクトンの増殖を促し、

富栄養化の被害を増大させると予想される。また、飽和溶存酸素濃度が低下しその一方水中微

生物の呼吸活性が増大するので、貧酸素化を招きやすくなる。適応策として、水生植物を植栽

するにあたり将来の水温変動の影響を考慮すること、各種栄養塩対策を実施すること（ヘドロ

の浚渫、下水の高度処理、水生植物を利用した栄養塩除去など）が考えられる。富栄養化対策

はまた貧酸素化への対策ともなる。 
 北日本、日本海側の水系においては大量の雪解け水が春に供給される。降雪・積雪の減少は、

雪解け水の減少を招き、それにともない生態系や農業（特に稲作）が大きな影響を受ける可能

性がある。融雪水はまた地下水の涵養効果が高い。融雪水が減少するということは、地下水の

涵養も減るということである。融雪水にかわる水の貯留方法・地下水の涵養方法を検討する必
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要がある。一方、積雪が減少すれば融雪のための地下水くみ上げ量が減少し、結果として地下

水位が上昇することも考えられる。 
 渇水による河川や湖沼の水量低下に対しては、下水処理水の放流や地下水涵養による地下水

からの河川水供給を増加させることで、多少の影響緩和をできるかもしれない。水源林を確保

することは、地下水の涵養に有効である。一方、河川は洪水の影響をより頻繁に受けることに

なると予想される。河川敷の利用にあたっては安全基準の見直しや利用形態の見直しが必要と

なるであろう。また、渇水や洪水が水生生物に与える影響を最小限にとどめるための装置を導

入することも場合によっては有効であろう。 
 
e) 都市生活 

 気温の上昇により微生物活動が活発となり、家庭内での生ゴミからの臭気発生が問題となる

ことが考えられる。これに対しては、生ゴミの収集頻度を増加することにより家庭内での滞留

時間を短くすることでの対応が考えられる。しかし、収集増に伴う二酸化炭素排出量の増加が

危惧されるため、検討が必要である。一部の地域ではディスポーザーの導入による対処も考え

られる。 
 また、気温の上昇は、夏期の冷房使用を増加させ、日中の野外活動を過酷化する。これに対

しては、下水処理水や地下水による打ち水の実施やせせらぎの創出などの都市発汗システムの

改善による対応が考えられる。さらには都市域の緑化を進め、健全な放熱の促進に力を入れる

ことも大きく寄与するものと考えられる。一方で、冬季の暖房使用は減少の方向に進むものと

期待できる。さらには、気温の上昇により、街路樹や雑草などのバイオマス系廃棄物が増加す

ると予想される。これらの廃棄物をバイオマス資源として利用する技術の開発とその実施によ

る対応が期待される。 
 積雪の減少は、それへの対策の負担減少により、都市生活にはプラスに働くものと考えられ

る。 
 降雨パターンの変化に伴い、渇水の危険度増大することが考えられる。これに対しては、下

水処理水の再利用など、カスケード的水利用の促進による適応が考えられる。そのためにも、

処理水を再利用するための処理場・処理装置の分散配置を進める必要があろう。 
 降雨パターンの変化は、豪雨や洪水の危険度をも増大すると考えられる。洪水時には、浄化

槽から未処理下水が市街に越流し、その後に悪臭や害虫による被害が出るものと考えられる。

これに対しては、雨水貯留施設・浸透施設の設置などによる越流の防止策や、低地利用の規制

による対応策が考えられる。 
 海水面の上昇に伴い、ゼロメートル地帯が増加し、それによる地価の低下が予想される。堤

防のかさ上げや内水排除能力を強化することによりゼロメートル地帯の安全性を確保すると同

時に、住宅地から産業利用（工業や物流）へと土地利用を変更することによる対処が考えられ

る。 
 衛生害虫の北上の影響として、蚊によるデング熱やマラリアなどの感染症が広がる可能性が

指摘されている。これに対しては、魚のいない水たまりを駆逐するなどの方策が考えられる。 
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f) 農村生活 

 農村の人々の生活に温暖化が与える影響のうち最も大きなものは、気候変動（気温上昇、降

雨パターンの変化、積雪の減少）によって好適な栽培作物種が変化してしまうことであろう。

しかしその他にも、影響としてはそれほど大きくはないかもしれないが、考慮されるべき影響

がいくつか考えられる。 
 農地周辺に防風や日よけのための樹木を植えることは、気温上昇や大風の対策として有効で

あろう。有機系の廃棄物を堆肥化させるにあたって、気温の上昇は堆肥化速度を高めるであろ

う。富栄養化対策のために下水等から除去された栄養塩は、積極的に緑農地に還元されるべき

であり、それを可能ならしめる技術の開発が必要である。 
 農業にとって渇水は大きな脅威となるが、地域によってはそれを緩和するために下水処理水

を導入することも考えられる。農業用水として地下水を利用する場合は、地下水の涵養が有効

な対策となる場合もあるかもしれない。その一方洪水に対しては、農地を洪水時の遊水地的に

使う、あるいは逆に平時に遊水地を農業利用するようなことが考えられる。そのような柔軟な

土地利用を行うための合理的な制度を作っていくことも検討に値する。 
 人口密度が小さく下水道が普及していない地域の洪水被害において、浄化槽や汲取槽があふ

れることによる衛生問題が発生することがある。これら施設を洪水時においても内容物があふ

れないような構造にすることも必要である。 
 海水位の上昇によって、海岸付近の農業活動に塩水が悪影響を及ぼすケースが増えることが

考えられる。地下水への海水の浸入や、河川での塩水楔の思わぬ上流への遡上が、農業用水へ

の塩分の混入を招きうる。地下水涵養や農業用水の取水位置の変更といった対策が考えられる。 
 衛生害虫対策は農村の方が都市部よりも困難であると予想される。排水の向上、水たまりの

排除、滞水の防止といった対策の他、建物内の通風の向上、蚊帳・防虫ネットの利用、ヤブの

伐採による蚊の隠れ家の消去、殺虫剤の散布といった、土木以外の技術を組み合わせての対策

が必要であろう。 
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７ 水の安全保障に関する適応策の推進に向けての提言 

 

 地球温暖化に伴う気候変動による影響は、これまで述べてきたように水災害、水需給、水質、

環境・生態系という水の安全保障に大きく関わっており、食糧・食料、エネルギーと併せて国

家の持続的な存続に関わる。このため、国家の安全保障として国がリーダーシップをとってこ

の問題に対応すべきである。国が国家プロジェクトとして地球温暖化の下での緩和策のみなら

ず適応策を推進し、将来の安全で安心な国土の姿を早期に示す必要がある。また、このために

必要な法制度や技術体系などの仕組み、費用、組織や人材の確保など具体的な戦略を併せて立

案する必要がある。特に政府において専門の担当部署を設置するなど強力な推進体制の構築が

望まれる。 
この際に適応を考える上で「賢い選択と粘り強い適応」は中核を成すコンセプトであり、こ

れを支える土木技術は不可欠となり、実現において多大なる貢献を果たすであろう。地球温暖

化への適応に向けて土木技術を結集させる必要がある。また、地球温暖化への適応は、長期的

かつ順応的な対応となることが多く、政治や行政において政策や戦略の継続性が重要である。 

適応策の具体的な検討、実施にあたっては、国と地方が適切な役割分担のもとに行うことにな

るため、地方においても地球温暖化に伴う気候変動及びその影響について、十分な認識が必要

であり、地域に根ざした適応策の立案、実施が望まれる。このため、地方において積極的に取

り組む姿勢が必要であり、全国の土木関係者は、地域の問題として認識し、地域において積極

的な貢献を果たすことが重要である。 
 適応策は、社会的に混乱や誤解もなく円滑に、効果的、効率的に行われることが重要であり、

治水など社会資本整備計画の長期的な特性と整合を図ることが肝要である。このため、革新的

に行うよりも既定の政策や技術に徐々に組み込んでいく、適応の主流化を行う。ところが、適

応の主流化を行うと、どこからが地球温暖化の対応なのかわかりづらいため、地球温暖化の重

要性に鑑み重点的な投資をなすべきところが、なされない懸念がある。水の安全保障、国家の

安全保障として重点的な投資は必要であり、地球温暖化の適応策の費用を明確に見込むととも

に、通常の対応に埋もれないようにすべきである。 
  適応策の実現段階において、構造物の耐用年数による作り変えは良い機会となるが、災害

の発生による復旧の機会も良い機会である。災害の復旧は、基本的に現状の機能を復旧するも

のであるため、短期間の内に行われる。この際に地球温暖化による影響分を見込む工夫が必要

であり、外力の予測精度の向上、影響評価の精度の向上、設計基準への反映など技術的な進展

と費用の確保など制度面の確立が必要である。 
 また、地球温暖化に関する知見やデータ、様々な情報を専門家から一般の国民まで利用可能

なデータベースを設置し、誰もが自由にわかりやすく情報を得られることが地球温暖化問題の

理解と解決につながる。 
 地球温暖化の影響は、現段階において不確実性が高く、様々な仮定をおいて試算を行ってい

る。現段階では、影響がどの程度のものか目安として把握できること、対応としてどの程度の

対策が必要かわかることが重要で、適応策の基本的な方向性を見出すことが必要である。今後、

進歩しているグローバルシミュレーターの成果を活かし、より詳細な検討を進めていかなけれ

ばならない。 
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 地球温暖化の問題は、気候変動の問題と社会の抱える問題の両方から考える必要があり、地

域性のある複雑な構造を持つ問題である。このため、様々な分野の専門家が協力して地球温暖

化への対応を検討できる組織「地球温暖化賢人会議（仮称）」の設置を提案する。この会議から

政治と行政のリーダーに様々な提言や情報の提供を行い、賢い選択の実現に資する。 土木学

会では、「土木学会地球環境行動計画－アジェンダ 21／土木学会－」を定めており、これに則

りながら地球温暖化に伴う気候変動に対して、土木学会としての具体的な行動計画を考えるこ

とが必要となろう。 
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８ 土木学会と土木技術者としての適応策―粘り強く賢い選択 

 

本節においては地球温暖化に対する我が国の土木学会としての適応策の考え方が述べられて

いる。具体的な対策は３００項目近くになり、それらは別表に記載されている。考え方や対策

の理念としては｢粘り強く賢い選択｣である。 

日本の歴史を紐解くと地震や津波、台風、火山爆発、冷害などの自然災害が数多く来襲し

ており、幾多の人為的な災難が我が国に降りかかってきたが、それらに対して我が国はしたた

かに乗越えあるいはそれを契機に国力を増大させてきた。この日本の国力と国民性を考えると

地球温暖化に伴う気候変動やそれに付随する自然条件の変化に対して、「きっとその災難を克服

し、これを契機にさらにより豊かで安全な国土を形成していくであろう」とも楽観的には考え

られる。しかし日本を襲った歴史的な災難はすべて空間スケールで見ると局所的であり、歴史

的時間スケールで見れば瞬間的なものである。それに対し地球温暖化に伴って発生する多くの

事象はすべて地球規模グローバルなものであり、当然我が国全体を覆うものである。さらにそ

れが及ぼす影響の継続時間は１００年、１０００年スケールであり、その意味で我が国のみな

らず全世界の人類にとって未曾有の経験となるものである。地球温暖化に対するこの認識を我

が国のすべての国民と世界のすべての人々が共有することが近未来から未来にかけて人類が安

定した持続可能な繁栄を迎えるための前提条件であろう。しかし全人類や我が国の国民すべて

おいてこの認識の共有という問題一つをとっても、人々の理解力の多様さや興味を持ち続ける

ことの困難さから現実には実現困難なことであろう。発展途上国や先進国そして我が国におい

てさえ地球温暖化がメディアの継続的ですべての国民が真摯に向き合う主要話題であることは

少なく、２００８年後半の米国の金融恐慌に端を発した世界経済の混乱と低迷は日本国民や世

界の人々から地球温暖化問題を遠い彼岸の話題とさせつつある。あるいは過去の話題になりつ

つあるか少なくとも主要な話題ではなくなってきつつある。このような世界と日本の情勢の現

状と国民性を考慮した上で、本提言が目標とするのは一義的には我が国の土木学会であり、個々

の適応策の提言は会員である我が国の土木技術者に向けられている。その理由は地球温暖化と

気候変動に対する適応策は哲学、法学や、経済学等のいわゆる文系の学問にも関係しつつ、そ

の多くはきわめて土木技術的であり、土木工学の分野と土木技術者が責任を持って対処せざる

を得ない問題群からなっているからである。より簡明に言えば土木技術者のみがこれを組織的

に勝未来に向かって継続的に遂行し得る資質と責任を有するからである。 

地球温暖化適応策を具現化するためには水の実態と水使用の調査や維持の地球規模のモニ

タリングを必要とすることは当然であり、国内外の多くの公的な諸機関や大学等の研究機関が

既にかなりの部分を担当している。しかしその成果は多くの場合極めて理学的あるいは専門的

であり、これを土木工学の問題として捉えるためにはそれらの情報の収集の他に、これから得

られる情報に関して何段階かの工学的解釈と大部分の土木技術者への説明のプロセスを必要と

する。これらに関して国内の多くの土木工学系の機関がそれを担当することにはなっているが、

その成果や知見を土木学会と全ての会員に提示し、実現可能な技術体系としての理解を深める

ためには土木学会内に地球温暖化緩和策と適応策に関する常置の委員会を設けることが必要で

あり、本提言書においてもこれを極めて強く推奨するのである。 

以上の理由から本提言書が土木学会全会員にとって地球温暖化と気候変動に対する適応策
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を考え、それを実行に移す際の起点となることを望むものである。  
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温暖化の影響と適応策 

気温・水温の上昇 
分野 影響 適応策 

水関連災害 

(流域・河川) 

    

マリンスポーツの専門学校を作るなどの事業を促進 水産業の変化 

養殖、漁業形態の変更 

サンゴ礁の劣化 高温に強いサンゴの移植←外来種等で悪影響を及ぼすも

のは除く 

水関連災害 

(沿岸域) 

沿岸域植生の変化   

アオコ発生時期の長期化 下廃水処理による栄養塩流入抑止 

水道水の基準レベルを 1 ランク上げる 水道水の異臭味（カビ臭）の発生時期の長期化 

水源地で浄化し head 差で水道供給を行う 

病原性細菌が環境中で長期間生存する可能性 浚渫（底泥を肥料化する技術の開発） 

積雪量や雪解け時期の変化による流量パターンの変化   

低温時に問題となるアンモニアの生物酸化処理や凝集処

理の効率の向上 

  

水供給 

水ストレス人口の増加                                      

嫌気性処理技術の開発と導入 不栄養化(富栄養化)を抑制するために栄養塩除去への要

求が高まる。 栄養塩除去技術の開発と導入 

閉鎖性水域の水質汚濁 処理水の閉鎖性水域バイパス放流 

水温の上昇 冬の暖房に使う 

下水とその処理 

嫌気性処理効率の向上 嫌気性処理技術の積極的導入 

臭気問題の発生 一部地域では disposer を導入 

衛生害虫の発生 害虫の駆除 

有機系廃棄物の堆肥化速度の向上 有機系廃棄物の堆肥化促進と利用 

廃棄物関連 

ペットボトル使用量の増加に伴いリサイクル時に CO2 が大

量に発生 

ペットボトルのリサイクルを廃止 

浚渫および底泥を肥料化する技術の開発 底泥の栄養塩溶出を抑制するような生態系制御技術の開

発と適用 水生植物を利用した栄養塩回収技術の開発と適用 

植物プランクトンの増化による赤潮・アオコの発生時期の

長期化 

下廃水処理による栄養塩流入抑止 

水棲生物の種構成の変化 水温変動を見越した水生植物の植栽 

水環境 

 

 

 

 

 

 
南方性の生物の侵入 農業用堰の集約、外来種を排除するための配置方法検

討 
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分野 影響 適応策 

 

 

飽和溶存酸素濃度の低下及び微生物の活性化による底

質の嫌気化と栄養塩の溶出 

  

下水処理水や地下水による打ち水による放熱の促進 

せせらぎの創出による放熱の促進 

緑化による放熱の促進 

冷房の使用が増加する。逆に暖房の使用は減少する。 

水辺観光産業の活性化 

生ゴミの臭化 一部地域では disposer を導入 

夏期日中の野外活動の過酷化   

街路樹落ち葉や雑草のバイオマス資源としての利用技術

の開発と実施 

街路樹や雑草等のバイオマス系廃棄物の増加 

雑草から作るバイオエタノール研究への援助 

媒介ウィルスの伝染   

食糧危機   

風の道を考えた都市設計 

都市計画法の改正 

都市生活 

都市の高温化 

無法図に設置されている自販機の廃止 

農地利用の転換 食料生産適地の変化 

品種改良 

耕作時期の早期化 風土と変動する気候にあわせた栽培作物の決定支援シス

テム 

日中の農作業の過酷化 防風や日陰をとるための植樹 

農業用水及び肥料の不足 下水処理水や下水汚泥、浚渫底泥の栄養塩の利用技術

の開発と導入 

南方性の生物の侵入   

農村生活 

有機系廃棄物の堆肥化速度の向上 有機系廃棄物の堆肥化促進と利用 

生態系の変化（寒冷種の減少、温暖種の増加）   

氷河の縮小   

飢餓   

栄養不足   

その他 

人口の減少   

 



 128

降雨・積雪の減少 
分野 影響 適応策 

土砂生産や斜面崩壊，地すべりの発生の素因となる凍結

融解作用による表層の風化度の変化 

風化防止ネットの取付け 水関連災害 

(流域・河川) 

外力によって川幅変動   

水関連災害 

(沿岸域) 

    

ダム貯水池操作の工夫                     

水利権の見直し 

農作業の季節での適応 

品種や作物での変更 

水供給 融雪のタイミングの早期化 

融雪水の減少 

モニタリングの継続及び精度の向上 

下水とその処理 路面凍結防止剤の使用量減少   

廃棄物関連 積雪の減少による冬期ゴミ収集の負担減少   

融雪水の減少による河川湖沼への春期流入量減少地下

水涵養の減少 

森林保全 

融雪水の減少による地下水涵養の減少 雨水の地下注入等等積雪に代わる水源涵養法の推進 

水環境 

融雪用水の取水減少に伴う地下水揚水の減少   

アルベド（反射率）の減少 除雪の抑制 

スキー場など雪を利用した娯楽・観光産業の衰退 観光産業に対して人口雪を積極的に使用 

都市生活 

降雪・積雪対策の負担減少   

雪解け水の減少 森林保全 

融雪期の出水減少による農作物の変化   

農村生活 

出水減少による農作物の種類、成長期の変化   

その他     
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降雨パターンの変化１(渇水対策) 
分野 影響 適応策 

渇水危険度増加 水工施設の弾力的・効果的活用 水関連災害 

(流域・河川) 
地下水位の低下 浸透域の増大による地下水確保 

水関連災害 

(沿岸域) 

   

家庭内・ビル内での循環利用 

下水処理水の再利用 

地下水の涵養及びその水質保全の促進 

水源の分散化、ネットワーク化 

漏水防止 

活性炭吸着や膜処理などの導入 

水利権の見直し 

緊急時における水供給体制等の確立 

水源林による土砂保全機能の強化 

ダムのオペレーションの高度化 

海水淡水化技術の開発・普及 

雨水の貯留と利用 

渇水危険度増加 

ダムの新設 

水供給 

干ばつにより世界で食糧生産が減少し日本への輸出量が

減少 
  

高度処理技術の開発と適用 

処理水の需要や要求される水質に関する情報の蓄積と処

理 

再利用需要の増大 

処理雨水の利用や促進するための基準や諸制度の充実

高度処理技術の開発と適用 

処理水の需要や要求される水質に関する情報の蓄積と処

理 

下水とその処理 

水供給量の低下から来る、下水混入率の増加 

処理雨水の利用や促進するための基準や諸制度の充実

処理場の不足 処理水の再利用を促進するための処理場の分散化 

下水処理水、浸出水処理水の散水 

廃棄物関連 

乾燥による粉塵問題の発生、その対策のための散水需要

の増大 埋立地散水用の水質基準の確立 

下水処理水の放流 河床露出 

下水処理水の環境安全性の向上 

渇水時の水生生物の避難所書の確保 

水環境 

水生生物の生息域の減少 

地下水の涵養促進 
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分野 影響 適応策 

カスケード的水利用の促進 

下水処理水の再利用の促進 

下水処理場・処理装置の分散配置 

節水機器の導入 

節水意識の向上 

渇水危険度増大 

ダムの新設 

都市生活 

干ばつによる食糧輸入量の減少   

安全水源としての下水処理水の利用 渇水危険度増大 

ダムの新設 

安全水源としての下水処理水の利用 農業用水の不足 

ダムの新設 

安全水源としての下水処理水の利用 水運の利用が不可能となる 

ダムの新設 

農村生活 

収穫量の減少 農業支援による食糧確保 

代掻き水の不足 新たな水源の確保 その他 

山火事の増加   
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降雨パターンの変化２(豪雨洪水対策) 
分野 影響 適応策 

堤防やダムなどの施設能力の向上に努める 

新規施設の整備 

現有の水工施設の弾力的・効果的活用 

ダムの治水・利水容量を効率的・効果的に活用 

ダム施設の改良、再生、運用の高度化 

観測体制の強化や降雨・流出予測技術の向上 

水文気象モニタリングの強化 

雨量観測所の増設 

降雨予報の精度向上 

洪水の増大 

代表的な中小河川のモニタリング結果から、他の中小河

川も評価できるような仕組み作り 

中枢機能地の重点対応 

被害を最小化する土地利用や住まい方 

国土構造の再編 

高度化した情報技術を用いた既存施設の連携 

氾濫域をいくつかのブロックで区切り、洪水氾濫の拡散の

抑制 

氾濫水の迅速な排水や非常用排水樋門の整備の推進 

災害支援体制の強化や防災ネットワークの構築など大規

模水害への備えを充実 

水災害危険度評価の高度化 

雨量観測所の増設 

浸水リスクの増大 

降雨予報の精度向上 

初等中等児童および学生にも「実感」できる分かりやすい

情報の作成。 

水災害・水防災に関する教育と啓蒙（周知活動） 

水防災情報配信システムの構築 

洪水予報・土砂災害警戒情報や水防警報の予警報等の

強化 

雨量観測所の増設 

降雨予報の精度向上 

小学校のカリキュラムに水災害に関する授業の導入 

水関連災害 

(流域・河川) 

水難事故の増加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水災害防災演習を通じて市民参加型の避難活動の練習 
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分野 影響 適応策 

道路や鉄道等の盛土の活用や新たな整備 

復旧・復興対策 

極端な大規模災害の想定 

地域の BCP の立案 

治水安全度の著しい低下 

施設の整備や操作、維持活動などハード、ソフトを組み合

わせた対策が必要 

浸透域の増大 短時間雨量の増大による河川水位の急激な増加 

High Water Level を明確に定めて、これを基にまちづくりを

行う 

斜面崩壊や土石流の発生頻度の増加、発生規模の増

大、異常土砂堆積 

モニタリング等による土砂動態を解明と治水、利水、河川

や海岸の環境への影響を把握 

冬季洪水の発生   

遊水池・貯水池の整備 

土地利用の変更・規制（住居の移転） 

総合的沿岸域管理 

排水システムの強化 

災害復旧基金，補助金の創設 

浸水保険制度 

迅速な避難支援 

沿岸都市域における洪水増大 

防災訓練・教育，自主防災組織への支援 

沈埋トンネル（臨港道路）の冠水 海岸保全施設の整備・改良 

水関連災害 

(沿岸域) 

山火事の増加   

ダム群の容量の再編（治水量と利水容量の振り替え） 

発電ダムなどの連携運用 

必要に応じ河川取水点の移動 

洪水による取水施設の被害増大 

水源の分散化、ネットワーク化 

（都市・産業・農業）下水処理水の再利用 供給量低下による水不足 

（都市・産業）家庭内・ビル内での循環利用 

ダムの事前放流事業 

地下水利用ルールの確立 

水供給 

ダム貯水池への堆砂が急速に進行しダムの機能に支障と

なる 

地下水涵養・利用 

再利用のための高度処理 

処理水の農業利用 

処理水の農業利用を促進するための基準や諸制度の充

実、農家との連携 

下水とその処理 

 

 

       

 

再利用需要の増大 

分散立地を助けるための補助技術 
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分野 影響 適応策 

処理施設の分散立地 雨水対策需要の増大（雨水排除、処理施設・ポンプ施設

の洪水耐性の強化） 分散立地を助けるための補助技術 

施設の豪雨に対する対策強化 埋め立て処分場の豪雨被害 

立地選定における考慮 

廃棄物関連 

洪水などによる災害ゴミの増加 立地選定における考慮 

正常流量の見直し 

放水路の新規開削 

河床露出、鉄砲水等 

出水時水生生物の逃げ場所確保 

正常流量の見直し 

代表的な中小河川のモニタリング結果から、他の中小河

川も評価できるような仕組み作り 

流量パターンの変化 

河川敷利用に関する安全基準の見直し 

河床環境の変化 代表的な中小河川のモニタリング結果から、他の中小河

川も評価できるような仕組み作り 

生活排水の合流機会の増加による水質悪化   

  河川敷内施設の大水対策 

  出水時水生生物の逃げ場所確保 

水環境 

  水源林の確保と保全 

雨水貯留・浸透施設の設置 

低地利用の規制 

浸水被害の可能性の増加 

耐震性のような耐水圧性(設計外力)の基準作成 

適切な土地利用・建築規制の実施による流域管理 

砂防施設の機能向上 

土砂災害発生危険箇所の増大・被害範囲の拡大 

貯水池の土砂管理施設の充実 

高層建物等を緊急避難場所と設定 

ハザードマップや災害リスクなどの情報を提供し支援 

避難可能な時間の短縮 

ユビキタス社会の実現（河川水位や氾濫情報、避難経路

などの情報提供） 

中枢機関の立地の分散 国家機能の麻痺 

中枢機能集積地域における国家機能麻痺回避システム

の構築 

洪水時の浄化槽からの未処理下水の越流と、その後の悪

臭・害虫被害 

  

可搬式の特殊堤防や排水ポンプ等の整備 

都市生活 

都市雨水の排除能力不足 

降雪・積雪対策の負担減少 
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分野 影響 適応策 

親水エリア（川水浴場）を設けて、人をそこへ集中させる 突発的は出水による河川利用者への危険性の増大 

ライフセーバー制度の導入 

遊水地、二線堤、輪中堤、宅地の嵩上げ 

浸水危険度の高い農地・湿地での有効な農業利用 

浸水危険度の高い地域で農業を営む農家のリスクを軽減

するための制度の導入 

情報提供や住民等との双方向の情報共有など、地域防

災力の向上 

水田への内水氾濫による稲の被害 

災害に強い品種の開発 

災害リスクの提示や保険整備等を活用したインセンティブ

を提供による土地利用の誘導 

洪水時でも漏れない浄化槽、し尿貯槽 

従来の利水・治水システムが気候変動に追いつかなくなる

土砂災害警戒区域等の見直し（住宅等の新規立地の抑

制、既存住宅の移転促進） 

土砂災害発生までの時間短縮による、避難までの時間の

短縮 

ユビキタス社会の実現（河川水位や氾濫情報、避難経路

などの情報提供） 

風土と変動する気候にあわせた栽培作物の決定支援シス

テム 

安定水源としての下水処理水の利用 

農村生活 

土砂流出による農地への泥流の浸入と農作物への被害 

カスケード的水利用 

その他 河口閉塞   
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台風・高潮の変化 
分野 影響 適応策 

水関連災害 

(流域・河川) 

大型台風による洪水被害 水位観測所の増設 

避難支援 

緩衝帯の確保 

防災訓練・教育，自主防災組織への支援 

高潮の強大化 

災害復旧基金，補助金の創設 

必要に応じて防波堤・防潮堤の補強 

浸水保険制度 

港湾の施設の整備・改良 

高潮増大による，海岸構造物の機能低下 

海岸保全施設の整備・改良 

設計外力の見直し 港湾の施設の機能低下 

既存施設の強度検証（余裕高を含めた検証） 

水関連災害 

(沿岸域) 

高潮による臨海部の浸水 浸水保険制度 

水供給     

管径の拡張や下水処理施設の効率の見直し 下水とその処理 合流式下水道管から河川への直接流入 

台風時の生活排水・工場排水の規制 

廃棄物     

水循環     

避難ルートの確保・確認 

高潮堤のかさ上げ 

市街地への越水 

高規格堤防化、高潮対策河口堰の建設 

避難ルートの確保・確認 

高潮対策河口堰の建設 

堤防決壊 

高規格堤防化 

避難ルートの確保・確認 

都市生活 

浸水や洪水による被害       

ポンプ新設 

被害を受けた農作物に対する農家の掛け金負担額の軽

減 

浸水危険度の高い地域で農業を営む農家のリスクを軽減

するための制度の導入 

ポンプ新設 

農村生活 台風による農作物被害 

農場の移動 

その他 停電 緊急用発電機を重要機関の集まり地域に設置 
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複合災害 
分野 影響 適応策 

水関連災害 

(流域・河川) 

    

複合災害を想定した設計基準の見直し 水関連災害 

(沿岸域) 

地震・洪水・高潮の複合災害の甚大化 

災害発生時の対応を再検討 

水供給 水供給施設の停止 水資源の備蓄 

下水処理施設の耐震化 地震による下水処理施設の稼動停止による感染症の拡

大  起こりうる感染症への対策 

下水処理施設の耐震化 

下水とその処理 

下水浄化施設の停止およびそれに伴う感染症の危険 

起こりうる感染症への対策 

地震後の大雨による有害物質の溶け出し 余裕を持った処理施設の設計 

災害廃棄物増加による処理施設能力の不足 余裕を持った処理施設の設計 

廃棄物 

廃棄物による土壌汚染物質の流出   

水循環     

都市生活 地震による堤防破壊による内水氾濫 堤防の耐震化 

農村生活     

その他 雷、竜巻、突風による被害   
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海水面の上昇 
分野 影響 適応策 

排水施設の増強 浸水リスクの増大 

適切な土地利用・建築規制の実施による流域管理 

堤防かさ上げ 

高潮対策河口堰の建設 

河口部から河川下流域の河床上昇 

海岸浸食の観点からも総合土砂管理の推進 

潮止め堰の設計の見直し 

水関連災害 

(流域・河川) 

潮止め堰の塩水遡上抑制効果の減少 

塩水遡上の遡上抑制施設の設置 

設計外力の見直し 

既存施設の強度検証（余裕高を含めた検証） 

施設更新などに併せて、増大する外力を見込んだ高潮堤

防の嵩上げ 

高潮対策河口堰の建設 

堤防高の不足 

港湾の施設の整備・改良 

排水設備などの強化 

避難支援 

防災訓練・教育，自主防災組織への支援 

災害復旧基金，補助金の創設 

防波堤・防潮堤の外力に対する強度不足 

浸水保険制度 

沿岸漂流砂の制御、海岸の保全・再生 

河川・海岸の総合的土砂管理 

臨海部の浸水 

斜板堤など離岸堤の整備 

沿岸漂流砂の制御、海岸の保全・再生 

河川・海岸の総合的土砂管理 

海岸浸食の進行がもたらす、砂浜の消失と海水浴等レジ

ャー施設の衰退 

斜板堤など離岸堤の整備 

海岸保全施設の整備・改良 

必要に応じて防波堤・防潮堤の補強 

高潮の危険性が増大 

高潮対策河口堰の建設 

地下水への塩水侵入   

地下水位の上昇   

マングローブ林の消失   

サンゴ礁の消失   

水関連災害 

(沿岸域) 

港湾の施設の機能低下   

地下水の塩水進入 地下水涵養、利用制限 水供給 

飲み水や工業用水の利用が困難になる   海水淡水化と下水処理水の利用 



 138

分野 影響 適応策 

管渠の適切な管理 

 

海岸の流入下水の塩水侵入 

雨水貯留・地下浸透（地下水への海水侵入を抑止するた

め） 

下水とその処理 

雨水排除が困難化 雨水ポンプの強化 

廃棄物 海域埋め立て処分場の浸水 堤防の高化 

    雨水排除能力の強化 

海面水位の上昇 遡上状況に応じた遡上抑制ゲート等の設置 水循環 

湖沼へ侵入した塩水が湖沼低層に溜まり、低層の貧酸素

水隗の形成 

必要に応じて水につかる前に栄養塩を含む土の除去 

住民は退去 

ゼロメートル地帯では高層住宅、または、産業（工業や物

流）利用、または緑地利用 

スーパー堤防化 

高台の建設 

堤防のかさ上げ 

ゼロメートル地帯の増加、地価低下 

内水排除能力の強化 

都市生活 

海水浴場の消失     

地下水の塩水進入 淡水の地下浸透の促進 

計画的な撤退 

堤防のかさ上げ 

標高の低い耕地の減少 

内水排除能力の強化 

農村生活 

土壌の塩類化   

淡水レンズの減少 土地利用方法の変更 その他 

海岸侵食の激化 海岸植生の利用による砂浜侵食対策 
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衛生害虫の北上 
分野 影響 適応策 

水関連災害 

(流域・河川) 

    

水関連災害 

(沿岸域) 

    

直結給水の奨励 水供給 貯水池への害虫の死骸や卵の混入量増加 

雨水貯留槽内の蚊対策 

湿地処理は適切に実施 

下水管や処理施設での衛生昆虫対策 

下水とその処理 下水管内での害虫産卵量の増加 

雨水貯留施設での衛生昆虫対策 

廃棄物   確実に覆土 

水循環 害虫の増加による、生態系バランスの変化 魚類等を利用した駆除 

魚のいない水たまりの駆逐 都市生活 デング熱・マラリア等 

公衆衛生の改良 

魚のいない水たまりの駆逐 農村生活 デング熱・マラリア等 

害虫による農作物被害 

その他   浸水保険制度 
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緩和策（特に省エネ）との関係より派生する諸課題 
分野 緩和策 

水関連災害 

(流域・河川) 

低炭素型及び水災害適応型のまちづくり（レイクタウンや集約型まちづくり） 

水関連災害 

(沿岸域) 

海洋エネルギーの活用（洋上風力発電，波力発電，潮流発電） 

上流取水&重力送水 

マイクロ水力発電 

水供給 

各種省エネ技術導入 

重力送水 

マイクロ水力発電 

下水熱利用 

嫌気性処理 

省エネ技術導入 

時間帯により変動するエネルギー価格への対応 

バイオガス利用・下水汚泥炭化 

脱水技術の向上 

脱水性と汚泥の組成との関連の精査 

下水とその処理 

下水中有機物の積極的汚泥化 & バイオガス化 

嫌気性処理 

バイオガス利用 

固形燃料化 

廃棄物関連 

バイオエタノール化 

水環境   

地下水・下水処理水を利用した打ち水や建物冷却 

地下水・下水処理水を利用した撒水 

都市河川の緑化と流域の公園や緑道などと緑のネットワークを形成し、風の道を確保 

太陽光発電の推進 

都市生活 

自然エネルギー電力の買取価格を高くする 

重力送水 

バイオマスのバイオエタノール化 

マイクロ水力発電 

農村生活 

害虫に強い品種の開発 

その他   
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※ 本表に示す地球温暖化と気候変動に関する影響・適応策は適応策小委員会が 2009 年 3
月時点において取りまとめたものであり、土木学会全会員とともに今後とも更新して

いく予定である。 
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土木学会 地球温暖化対策特別委員会 

委員会構成 

役職 氏名 勤務先名称 

委員長 石井 弓夫 （株）建設技術研究所  代表取締役会長 

副委員長 石田 東生 筑波大学 大学院システム情報工学研究科社会システム・マネジメント専攻  
 教授 

小委員長 花木 啓祐 東京大学 大学院工学系研究科都市工学専攻 教授 

小委員長 三村 信男 茨城大学 広域水圏環境科学教育研究ｾﾝﾀｰ 教授 

小委員長 山田 正 中央大学 理工学部土木工学科 教授 

幹事長 松岡 譲 京都大学 大学院工学研究科都市環境工学専攻 教授 

委員 池田 駿介 東京工業大学 大学院理工学研究科 土木工学専攻 教授 

委員 大塚 久哲 九州大学 大学院工学研究院建設デザイン部門 教授 

委員 栢原 英郎 （社）日本港湾協会  会長 

委員 阪田 憲次   岡山大学名誉教授 

委員 布村 明彦 国土交通省 国土技術政策総合研究所 所長 

委員 廣瀬 典昭 日本工営（株）  代表取締役社長 

委員 古木 守靖 （社）土木学会  専務理事 

委員 湯本 登 (株)エネルギー環境研究所  代表取締役 

委員 吉見 憲一 ㈱間組  技術・環境本部長 

幹事 荒巻 俊也 東洋大学 国際地域学部 国際地域学科 教授 

幹事 米田 稔 京都大学 大学院工学研究科都市環境工学専攻 教授 

 

幹事会構成 

役職 氏名 勤務先名称 

顧問 青山 俊介 （株）環境構想研究所  代表取締役 

顧問 北田 敏廣 豊橋技術科学大学 工学部 エコロジー工学系 教授 

幹事長 松岡 譲 京都大学 大学院工学研究科都市環境工学専攻 教授 

特別委員 溝口 宏樹 国土交通省 大臣官房 技術調査課 環境安全・地理空間情報技術調整官 

（前 五道 仁実 国土交通省 河川局 河川計画課 河川情報対策室長） 

特別委員 室石 泰弘 環境省 大臣官房 地球環境局地球温暖化対策課 課長補佐 

特任幹事 松下 潤 芝浦工業大学 ｼｽﾃﾑ工学部 環境ｼｽﾃﾑ学科 教授 

特任幹事 松本 亨 北九州市立大学 国際環境工学部環境生命工学科 教授 

特任幹事 三村 信男 茨城大学 広域水圏環境科学教育研究ｾﾝﾀｰ 教授 

特任幹事 宮本 善和 中央開発（株） 環境防災事業部 事業部長 



 144

幹事 須賀 正 清水建設(株) 土木技術本部先端技術部環境グループ グループ長 

幹事 荒巻 俊也 東洋大学 国際地域学部 国際地域学科 教授 

幹事 米田 稔 京都大学 大学院工学研究科都市環境工学専攻 教授 

幹事 池野 正明 （財）電力中央研究所  環境科学研究所 物理環境領域 上席研究員 

幹事 石川 一 （株）ドーコン 役員室 取締役 

幹事 市川 陽一 龍谷大学 理工学部環境ソリューション工学科  

幹事 大西 文秀 （株）竹中工務店 プロジェクト開発推進本部  

幹事 川原 博満 （株）環境計画研究所 環境情報解析チーム 主任研究員 

幹事 倉田 学児 京都大学 大学院 工学研究科 都市環境工学専攻 准教授 

幹事 小池 勝則 鹿島建設（株） 環境本部地球環境室 室長 

幹事 柵瀬 信夫 鹿島建設（株） 環境本部環境計画担当 担当部長 

幹事 島田 幸司 立命館大学 経済学部 教授 

幹事 鈴木 武 国土交通省 国土技術政策総合研究所 沿岸海洋研究部 室長 

幹事 竹本 和彦 環境省 (地球環境審議官）  

幹事 田畑 喜彦 中部電力(株) 技術開発本部電力技術研究所土木建築ｸﾞﾙｰﾌﾟ構築ﾁｰﾑ  

幹事 那須 清吾 高知工科大学 社会システム工学科  教授 

幹事 奈良 松範 諏訪東京理科大学 システム工学部機械システムデザイン工学科 教授 

幹事 藤原 健史 岡山大学 廃棄物マネジメント研究センター 教授 

幹事 藤原 靖 大成建設（株）技術センター 土木技術研究所  部長 

幹事 松嶋 健太 （株）建設技術研究所 東京本社社会システム部環境システム室  

幹事 松村 寛一郎 関西学院大学 総合政策学部メディア情報学科 准教授 

幹事 真鍋 章良 復建調査設計(株) 経営企画本部技術研究所 課長 

幹事 村尾 直人 北海道大学  大学院 工学研究科 環境フィールド工学専攻 准教授 

幹事 室町 泰徳 東京工業大学 大学院総合理工学研究科人間環境システム専攻  

幹事 山蔭 聡司 （株）大林組 東京本社地球環境室  主任 

幹事 山下 隆男 広島大学 大学院国際協力研究科開発科学専攻  

幹事 横木 裕宗 茨城大学 広域水圏環境科学教育研究センター 准教授 

幹事 尾澤 卓思 国土交通省近畿地方整備局 河川部 部長 

幹事 笠 博義 (株)間組 技術・環境本部 環境事業部環境技術課 課長 

幹事 風間 聡 東北大学 大学院環境科学研究科環境科学専攻 准教授 

幹事 岸 利治 東京大学 生産技術研究所 人間・社会系部門 准教授 

幹事 岸田 弘之 国土交通省 国土技術政策総合研究所環境研究部 部長 

幹事 佐藤 健人 (株)大林組 東京土木事業部 営業部長 

幹事 鷲見 浩一 金沢工業大学 環境・建築学部環境土木工学科 准教授 
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幹事 藤原 拓 高知大学 教育研究部自然科学系農学部門 准教授 

幹事 増山 幸衛 世紀東急工業(株) 技術本部 技術研究所 副所長 

 

地球温暖化影響小委員会構成 

役職 氏名 勤務先名称 

小委員長 三村 信男 茨城大学 広域水圏環境科学教育研究ｾﾝﾀｰ 教授 

委員 荒巻 俊也 東洋大学 国際地域学部 国際地域学科 教授 

委員 池野 正明 （財）電力中央研究所  環境科学研究所 物理環境領域 上席研究員 

委員 風間 聡 東北大学 大学院環境科学研究科環境科学専攻 准教授 

委員 小池 勝則 鹿島建設（株） 環境本部地球環境室 室長 

委員 鈴木 武 国土交通省 国土技術政策総合研究所 沿岸海洋研究部 室長 

委員 肱岡 靖明 （独）国立環境研究所 社会環境システム研究領域統合評価研究室  
 主任研究員 

委員 藤森 眞理子 パシフィックコンサルタンツ（株） 地球環境部 主任コンサルタント（技術課長） 

委員 藤原 拓 高知大学 教育研究部自然科学系農学部門 准教授 

委員 松嶋 健太 （株）建設技術研究所 東京本社社会システム部環境システム室  

委員 横木 裕宗 茨城大学 広域水圏環境科学教育研究センター 准教授 

 

緩和策小委員会構成 

役職 氏名 勤務先名称 

小委員長 花木 啓祐 東京大学 大学院工学系研究科都市工学専攻 教授 

幹事長 荒巻 俊也 東洋大学 国際地域学部 国際地域学科 教授 

委員 川原 博満 （株）環境計画研究所 環境情報解析チーム 主任研究員 

委員 島田 幸司 立命館大学 経済学部 教授 

委員 関根 裕治 東京電力(株) 技術開発研究所設備基盤技術ク゛ルーフ゜ 主管研究員 

委員 松本 亨 北九州市立大学 国際環境工学部環境生命工学科 教授 

委員 室町 泰徳 東京工業大学 大学院総合理工学研究科人間環境システム専攻 

 

適応策小委員会構成 

役職 氏名 勤務先名称 

小委員長 山田 正 中央大学 理工学部土木工学科 教授 

幹事長 尾澤 卓思 国土交通省近畿地方整備局 河川部 部長 

委員 大平 一典 国土交通省国土技術政策総合研究所 河川研究部 部長 

委員 岡安 章夫 東京海洋大学 海洋科学部海洋環境学科 教授 
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委員 沖 大幹 東京大学 生産技術研究所  教授 

委員 川池 健司 京都大学防災研究所 流域災害研究センター 河川防災システム研究領域  
 准教授 

委員 小林 智尚 岐阜大学 工学研究科 環境エネルギーシステム専攻 教授 

委員 齋藤 利晃 日本大学 理工学部土木工学科 准教授 

委員 佐藤 弘泰 東京大学 大学院新領域創成科学研究科環境学系 社会文化環境学専攻  
 准教授 

委員 関本 恒浩 五洋建設(株) 技術研究所  

委員 田中 仁 東北大学 大学院工学研究科土木工学専攻 教授 

委員 中北 英一 京都大学 防災研究所 気象・水象災害研究部門水文気象災害研究分野  
 教授 

委員 中山 哲嚴 独立行政法人 水産総合研究センター  
 水産工学研究所開発システム研究室 室長 

委員 藤田 正治 京都大学防災研究所 流域災害研究センター 流砂災害研究領域 教授 

委員 増田 貴則 鳥取大学 大学院工学研究科社会基盤工学専攻 准教授 

委員 松下 拓 北海道大学  
 大学院工学研究科環境創生工学専攻 水代謝システム講座環境リスク工学 

委員 山下 隆男 広島大学 大学院国際協力研究科開発科学専攻  

幹事 市川 温 山梨大学大学院 医学工学総合研究部工学学域社会システム工学系 准教授 

幹事 鼎 信次郎 東京大学 生産技術研究所 准教授 

幹事 横木 裕宗 茨城大学 広域水圏環境科学教育研究センター 准教授 
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